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条例（旧） 条例（新） 規則（旧） 規則（新） 厚生労働省令（旧） 厚生労働省令（新） 

    介護保険法（平成九年法律第百

二十三号）第百十五条の十三第

一項及び第二項の規定に基づ

き、指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護

予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関

する基準を次のように定める。 

 

 

指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する

基準の一部改正） 

第六条 指定地域密着型介護予

防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型

介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法

に関する基準（平成十八年厚生

労働省令第三十六号）の一部を

次の表のように改正する。 

目次 

第１章 総則（第１条－第４

条） 

第２章 介護予防認知症対応

型通所介護 

第１節 基本方針（第５条） 

第２節 人員及び設備に関

する基準 

第１款 単独型指定介護

予防認知症対応

型通所介護及び

併設型指定介護

予防認知症対応

型通所介護（第６

条－第８条） 

第２款 共用型指定介護

予防認知症対応

型通所介護（第９

条－第 11条） 

第３節 運営に関する基準

（第 12 条－第 20

条） 

第４節 介護予防のための

効果的な支援の方

目次 

第１章 総則（第１条－第４

条） 

第２章 介護予防認知症対応

型通所介護 

第１節 基本方針（第５条） 

第２節 人員及び設備に関

する基準 

第１款 単独型指定介護

予防認知症対応

型通所介護及び

併設型指定介護

予防認知症対応

型通所介護（第６

条－第８条） 

第２款 共用型指定介護

予防認知症対応

型通所介護（第９

条－第 11条） 

第３節 運営に関する基準

（第 12 条－第 20

条） 

第４節 介護予防のための

効果的な支援の方

目次 

第１章 総則（第１条・第２

条） 

第２章 介護予防認知症対応

型通所介護 

 

第１節 人員及び設備に関

する基準 

第１款 単独型指定介護

予防認知症対応

型通所介護及び

併設型指定介護

予防認知症対応

型通所介護（第３

条・第４条） 

第２款 共用型指定介護

予防認知症対応

型通所介護（第５

条） 

第２節 運営に関する基準

（第６条―第 28

条） 

第３節 介護予防のための

効果的な支援の方

目次 

第１章 総則（第１条・第２

条） 

第２章 介護予防認知症対応

型通所介護 

 

第１節 人員及び設備に関

する基準 

第１款 単独型指定介護

予防認知症対応

型通所介護及び

併設型指定介護

予防認知症対応

型通所介護（第３

条・第４条） 

第２款 共用型指定介護

予防認知症対応

型通所介護（第５

条） 

第２節 運営に関する基準

（第６条―第 28

条） 

第３節 介護予防のための

効果的な支援の方

目次 

第一章 総則（第一条―第三

条） 

第二章 介護予防認知症対応

型通所介護 

第一節 基本方針（第四条） 

第二節 人員及び設備に関

する基準 

第一款 単独型指定介護

予防認知症対応

型通所介護及び

併設型指定介護

予防認知症対応

型通所介護（第五

条―第七条） 

第二款 共用型指定介護

予防認知症対応

型通所介護（第八

条―第十条） 

第三節 運営に関する基準

（第十一条―第四

十条） 

第四節 介護予防のための

効果的な支援の方
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法に関する基準（第

21条） 

 

第３章 介護予防小規模多機

能型居宅介護 

第１節 基本方針（第 22条） 

 

第２節 人員に関する基準

（第 23 条－第 25

条） 

第３節 設備に関する基準

（第 26 条・第 27

条） 

 

第４節 運営に関する基準

（第 28 条－第 31

条） 

第５節 介護予防のための

効果的な支援の方

法に関する基準（第

32条） 

 

第４章 介護予防認知症対応

型共同生活介護 

第１節 基本方針（第 33条） 

 

第２節 人員に関する基準

（第 34 条－第 36

条） 

第３節 設備に関する基準

（第 37条） 

第４節 運営に関する基準

（第 38 条－第 43

条） 

第５節 介護予防のための

効果的な支援の方

法に関する基準（第

44条） 

 

法に関する基準（第

21条・第 21条の２） 

 

第３章 介護予防小規模多機

能型居宅介護 

第１節 基本方針（第 22条） 

 

第２節 人員に関する基準

（第 23 条－第 25

条） 

第３節 設備に関する基準

（第 26 条・第 27

条） 

 

第４節 運営に関する基準

（第 28 条－第 31

条） 

第５節 介護予防のための

効果的な支援の方

法に関する基準（第

32条） 

 

第４章 介護予防認知症対応

型共同生活介護 

第１節 基本方針（第 33条） 

 

第２節 人員に関する基準

（第 34 条－第 36

条） 

第３節 設備に関する基準

（第 37条） 

第４節 運営に関する基準

（第 38 条－第 43

条） 

第５節 介護予防のための

効果的な支援の方

法に関する基準（第

44条） 

 

法に関する基準（第

29条） 

 

第３章 介護予防小規模多機

能型居宅介護 

 

 

第１節 人員に関する基準

（第 30 条・第 31

条） 

第２節 設備に関する基準

（第 32条） 

 

 

第３節 運営に関する基準

（第 33 条―第 46

条） 

第４節 介護予防のための

効果的な支援の方

法に関する基準（第

47条―第 49条） 

 

第４章 介護予防認知症対応

型共同生活介護 

 

 

第１節 人員に関する基準

（第 50条） 

 

第２節 設備に関する基準

（第 51条） 

第３節 運営に関する基準

（第 52 条―第 60

条） 

第４節 介護予防のための

効果的な支援の方

法に関する基準（第

61条―第 63条） 

 

法に関する基準（第

29条） 

 

第３章 介護予防小規模多機

能型居宅介護 

 

 

第１節 人員に関する基準

（第 30 条・第 31

条） 

第２節 設備に関する基準

（第 32条） 

 

 

第３節 運営に関する基準

（第 33 条―第 46

条） 

第４節 介護予防のための

効果的な支援の方

法に関する基準（第

47条―第 49条） 

 

第４章 介護予防認知症対応

型共同生活介護 

 

 

第１節 人員に関する基準

（第 50条） 

 

第２節 設備に関する基準

（第 51条） 

第３節 運営に関する基準

（第 52 条―第 60

条） 

第４節 介護予防のための

効果的な支援の方

法に関する基準（第

61条―第 63条） 

 

法に関する基準（第

四十一条・第四十二

条） 

第三章 介護予防小規模多機

能型居宅介護 

第一節 基本方針（第四十三

条） 

第二節 人員に関する基準

（第四十四条―第

四十六条） 

第三節 設備に関する基準

（第四十七条・第四

十八条） 

 

第四節 運営に関する基準

（第四十九条―第

六十四条） 

第五節 介護予防のための

効果的な支援の方

法に関する基準（第

六十五条―第六十

八条） 

第四章 介護予防認知症対応

型共同生活介護 

第一節 基本方針（第六十九

条） 

第二節 人員に関する基準

（第七十条―第七

十二条） 

第三節 設備に関する基準

（第七十三条） 

第四節 運営に関する基準

（第七十四条―第

八十五条） 

第五節 介護予防のための

効果的な支援の方

法に関する基準（第

八十六条―第八十

九条） 
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第５章 雑則（第 45条・第 46

条） 

 

附則 

 

第５章 雑則（第 45 条・第 46

条） 

 

附則 

 

第５章 雑則（第 64条） 

 

 

附則 

第５章 雑則（第 64条） 

 

 

附則 

第五章 雑則（第九十条） 

 

 

附則 

第１章 総則 

 

第１章 総則 

 

第１章 総則 第１章 総則 第一章 総則 

 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険

法（平成９年法律第 123 号。

以下「法」という。）第 115条

の 12 第２項第１号並びに第

115 条の 14 第１項及び第２項

の規定に基づき、指定地域密

着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営等の基

準等を定めるものとする。 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険

法（平成９年法律第 123 号。

以下「法」という。）第 115条

の 12 第２項第１号並びに第

115 条の 14 第１項及び第２項

の規定に基づき、指定地域密

着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営等の基

準等を定めるものとする。 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、福岡市指

定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運

営等の基準等を定める条例

（平成 24 年福岡市条例第 71

号。以下「条例」という。）の

施行に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、福岡市指

定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運

営等の基準等を定める条例

（平成 24 年福岡市条例第 71

号。以下「条例」という。）の

施行に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（趣旨） 

第一条 指定地域密着型介護予

防サービスの事業に係る介護

保険法（平成九年法律第百二

十三号。以下「法」という。）

第百十五条の十四第三項の厚

生労働省令で定める基準は、

次の各号に掲げる基準に応

じ、それぞれ当該各号に定め

る規定による基準とする。 

一 法第百十五条の十四第一

項の規定により、同条第三

項第一号に掲げる事項につ

いて市町村が条例を定める

に当たって従うべき基準 

第五条第一項から第三項ま

で及び第五項から第七項ま

で、第六条、第八条、第十条、

第四十四条から第四十六条

まで、第七十条から第七十

二条まで、附則第二条、附則

第三条、附則第五条並びに

附則第六条の規定による基

準 

二 法第百十五条の十四第二

項の規定により、同条第三

項第二号に掲げる事項につ

いて市町村が条例を定める

に当たって従うべき基準 

第四十八条第一項（宿泊室

に係る部分に限る。）及び第

二項第二号ロ並びに第七十

（趣旨） 

第一条 指定地域密着型介護予

防サービスの事業に係る介護

保険法（平成九年法律第百二

十三号。以下「法」という。

）第百十五条の十四第三項の

厚生労働省令で定める基準は

、次の各号に掲げる基準に応

じ、それぞれ当該各号に定め

る規定による基準とする。 

一～三 （略） 
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三条第二項（居室に係る部

分に限る。）及び第四項の規

定による基準 

三 法第百十五条の十四第二

項の規定により、同条第三

項第三号に掲げる事項につ

いて市町村が条例を定める

に当たって従うべき基準 

第五条第四項、第九条第一

項及び第四十七条の規定に

よる基準 

四 法第百十五条の十四第二

項の規定により、同条第三

項第四号に掲げる事項につ

いて市町村が条例を定める

に当たって従うべき基準 

第十一条第一項（第六十四

条及び第八十五条において

準用する場合を含む。）、第

十二条（第六十四条及び第

八十五条において準用する

場合を含む。）、第二十八条

の二（第六十四条及び第八

十五条において準用する場

合を含む。）、第三十一条第

二項（第六十四条及び第八

十五条において準用する場

合を含む。）、第三十三条（第

六十四条及び第八十五条に

おいて準用する場合を含

む。）、第三十七条（第六十四

条及び第八十五条において

準用する場合を含む。）、第

五十三条、第六十七条第二

項、第七十七条及び第八十

八条第二項の規定による基

準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四 法第百十五条の十四第二

項の規定により、同条第三

項第四号に掲げる事項につ

いて市町村が条例を定める

に当たって従うべき基準 

第十一条第一項（第六十四

条及び第八十五条において

準用する場合を含む。）、第

十二条（第六十四条及び第

八十五条において準用する

場合を含む。）、第二十八条

の二（第六十四条及び第八

十五条において準用する場

合を含む。）、第三十一条第

二項（第六十四条及び第八

十五条において準用する場

合を含む。）、第三十三条（第

六十四条及び第八十五条に

おいて準用する場合を含

む。）、第三十七条（第六十四

条及び第八十五条において

準用する場合を含む。）、第

三十七条の二（第六十四条

及び第八十五条において準

用する場合を含む。）、第四

十二条第十号及び第十一

号、第五十三条、第六十七条

第二項、第七十七条並びに
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五 法第百十五条の十四第二

項の規定により、同条第三

項第五号に掲げる事項につ

いて市町村が条例を定める

に当たって標準とすべき基

準 第七十三条第一項及び

第二項（入居定員に係る部

分に限る。）並びに附則第七

条の規定による基準 

六 法第百十五条の十四第一

項又は第二項の規定によ

り、同条第三項各号に掲げ

る事項以外の事項について

市町村が条例を定めるに当

たって参酌すべき基準 こ

の省令に定める基準のう

ち、前各号に定める規定に

よる基準以外のもの 

 

第八十八条第二項の規定に

よる基準 

五・六 （略） 

（定義） 

第２条 この条例において使用

する用語の意義は、法の例に

よる。 

 

（定義） 

第２条 この条例において使用

する用語の意義は、法の例に

よる。 

 

（定義） 

第２条 この規則において、次

の各号に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定義） 

第２条 この規則において、次

の各号に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定義） 

第二条 この省令において、次

の各号に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

一 地域密着型介護予防サー

ビス事業者 法第八条の二

第十二項に規定する地域密

着型介護予防サービス事業

を行う者をいう。 

二 指定地域密着型介護予防

サービス事業者又は指定地

域密着型介護予防サービス 

それぞれ法第五十四条の二

第一項に規定する指定地域

密着型介護予防サービス事

業者又は指定地域密着型介

護予防サービスをいう。 
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⑴ 利用料 介護保険法（平

成９年法律第 123 号。以下

「法」という。）第 54条の２

第１項に規定する地域密着

型介護予防サービス費の支

給の対象となる費用に係る

対価をいう。 

⑵ 地域密着型介護予防サー

ビス費用基準額 法第 54条

の２第２項第１号又は第２

号に規定する厚生労働大臣

が定める基準により算定し

た費用の額（その額が現に

当該指定地域密着型介護予

防サービスに要した費用の

額を超えるときは、当該現

に指定地域密着型介護予防

サービスに要した費用の額

とする。）をいう。 

⑶ 法定代理受領サービス 

法第 54条の２第６項の規定

により地域密着型介護予防

サービス費が利用者に代わ

り当該指定地域密着型介護

予防サービス事業者に支払

われる場合の当該地域密着

型介護予防サービス費に係

る指定地域密着型介護予防

サービスをいう。 

⑷ 常勤換算方法 当該事業

所の従業者の勤務延時間数

を当該事業所において常勤

の従業者が勤務すべき時間

数で除することにより、当

該事業所の従業者の員数を

常勤の従業者の員数に換算

する方法をいう。 

２ 前項に定めるもののほか、

この規則において使用する用

⑴ 利用料 介護保険法（平

成９年法律第 123 号。以下

「法」という。）第 54条の２

第１項に規定する地域密着

型介護予防サービス費の支

給の対象となる費用に係る

対価をいう。 

⑵ 地域密着型介護予防サー

ビス費用基準額 法第 54条

の２第２項第１号又は第２

号に規定する厚生労働大臣

が定める基準により算定し

た費用の額（その額が現に

当該指定地域密着型介護予

防サービスに要した費用の

額を超えるときは、当該現

に指定地域密着型介護予防

サービスに要した費用の額

とする。）をいう。 

⑶ 法定代理受領サービス 

法第 54条の２第６項の規定

により地域密着型介護予防

サービス費が利用者に代わ

り当該指定地域密着型介護

予防サービス事業者に支払

われる場合の当該地域密着

型介護予防サービス費に係

る指定地域密着型介護予防

サービスをいう。 

⑷ 常勤換算方法 当該事業

所の従業者の勤務延時間数

を当該事業所において常勤

の従業者が勤務すべき時間

数で除することにより、当

該事業所の従業者の員数を

常勤の従業者の員数に換算

する方法をいう。 

２ 前項に定めるもののほか、

この規則において使用する用

三 利用料 法第五十四条の

二第一項に規定する地域密

着型介護予防サービス費の

支給の対象となる費用に係

る対価をいう。 

 

 

四 地域密着型介護予防サー

ビス費用基準額 法第五十

四条の二第二項第一号又は

第二号に規定する厚生労働

大臣が定める基準により算

定した費用の額（その額が

現に当該指定地域密着型介

護予防サービスに要した費

用の額を超えるときは、当

該現に指定地域密着型介護

予防サービスに要した費用

の額とする。）をいう。 

五 法定代理受領サービス 

法第五十四条の二第六項の

規定により地域密着型介護

予防サービス費が利用者に

代わり当該指定地域密着型

介護予防サービス事業者に

支払われる場合の当該地域

密着型介護予防サービス費

に係る指定地域密着型介護

予防サービスをいう。 

六 常勤換算方法 当該事業

所の従業者の勤務延時間数

を当該事業所において常勤

の従業者が勤務すべき時間

数で除することにより、当

該事業所の従業者の員数を

常勤の従業者の員数に換算

する方法をいう。 
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語の意義は、条例の例による。 

 

語の意義は、条例の例による。 

 

（指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業の一般原則） 

第３条 指定地域密着型介護予

防サービス事業者は、利用者

の意思及び人格を尊重して、

常に利用者の立場に立ったサ

ービスの提供に努めなければ

ならない。 

２ 指定地域密着型介護予防サ

ービス事業者は、指定地域密

着型介護予防サービスの事業

を運営するに当たっては、地

域との結び付きを重視し、市

町村（特別区を含む。以下同

じ。）、他の地域密着型介護予

防サービス事業者（地域密着

型介護予防サービス事業を行

う者をいう。）又は介護予防サ

ービス事業者（介護予防サー

ビス事業を行う者をいう。）そ

の他の保健医療サービス及び

福祉サービスを提供する者と

の連携に努めなければならな

い。 

３ 指定地域密着型介護予防サ

ービス事業者は、利用者の人

権の擁護、虐待の防止等のた

め、必要な体制の整備を行う

とともに、その従業者に対し、

研修を実施する等の措置を講

じなければならない。 

４ 指定地域密着型介護予防サ

ービス事業者は、指定地域密

着型介護予防サービスを提供

するに当たっては、法第118条

の２第１項に規定する介護保

険等関連情報その他必要な情

（指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業の一般原則） 

第３条 指定地域密着型介護予

防サービス事業者は、利用者

の意思及び人格を尊重して、

常に利用者の立場に立ったサ

ービスの提供に努めなければ

ならない。 

２ 指定地域密着型介護予防サ

ービス事業者は、指定地域密

着型介護予防サービスの事業

を運営するに当たっては、地

域との結び付きを重視し、市

町村（特別区を含む。以下同

じ。）、他の地域密着型介護予

防サービス事業者（地域密着

型介護予防サービス事業を行

う者をいう。）又は介護予防サ

ービス事業者（介護予防サー

ビス事業を行う者をいう。）そ

の他の保健医療サービス及び

福祉サービスを提供する者と

の連携に努めなければならな

い。 

３ 指定地域密着型介護予防サ

ービス事業者は、利用者の人

権の擁護、虐待の防止等のた

め、必要な体制の整備を行う

とともに、その従業者に対し、

研修を実施する等の措置を講

じなければならない。 

４ 指定地域密着型介護予防サ

ービス事業者は、指定地域密

着型介護予防サービスを提供

するに当たっては、法第118条

の２第１項に規定する介護保

険等関連情報その他必要な情

  （指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業の一般原則） 

第三条 指定地域密着型介護予

防サービス事業者は、利用者

の意思及び人格を尊重して、

常に利用者の立場に立ったサ

ービスの提供に努めなければ

ならない。 

２ 指定地域密着型介護予防サ

ービス事業者は、指定地域密

着型介護予防サービスの事業

を運営するに当たっては、地

域との結び付きを重視し、市

町村（特別区を含む。以下同

じ。）、他の地域密着型介護予

防サービス事業者又は介護予

防サービス事業者（介護予防

サービス事業を行う者をい

う。以下同じ。）その他の保健

医療サービス及び福祉サービ

スを提供する者との連携に努

めなければならない。 

 

 

３ 指定地域密着型介護予防サ

ービス事業者は、利用者の人

権の擁護、虐待の防止等のた

め、必要な体制の整備を行う

とともに、その従業者に対し、

研修を実施する等の措置を講

じなければならない。 

４ 指定地域密着型介護予防サ

ービス事業者は、指定地域密

着型介護予防サービスを提供

するに当たっては、法第百十

八条の二第一項に規定する介

護保険等関連情報その他必要
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報を活用し、適切かつ有効に

行うよう努めなければならな

い。 

 

報を活用し、適切かつ有効に

行うよう努めなければならな

い。 

 

な情報を活用し、適切かつ有

効に行うよう努めなければな

らない。 

（申請者の要件） 

第４条 法第 115条の 12第２項

第１号の条例で定める者は、

法人（福岡市暴力団排除条例

（平成 22 年福岡市条例第 30

号）第２条第２号に規定する

暴力団員（以下「暴力団員」と

いう。）を役員とするもの及び

同条第１号に規定する暴力団

（以下「暴力団」という。）又

は暴力団員と密接な関係を有

するものを除く。）とする。 

 

（申請者の要件） 

第４条 法第 115条の 12第２項

第１号の条例で定める者は、

法人（福岡市暴力団排除条例

（平成 22 年福岡市条例第 30

号）第２条第２号に規定する

暴力団員（以下「暴力団員」と

いう。）を役員とするもの及び

同条第１号に規定する暴力団

（以下「暴力団」という。）又

は暴力団員と密接な関係を有

するものを除く。）とする。 

 

    

第２章 介護予防認知症

対応型通所介護 

 

第１節 基本方針 

 

第２章 介護予防認知症

対応型通所介護 

 

第１節 基本方針 

 

第２章 介護予防認知症

対応型通所介護 

第２章 介護予防認知症

対応型通所介護 

第二章 介護予防認知症

対応型通所介護 

 

第一節 基本方針 

 

第５条 指定地域密着型介護予

防サービスに該当する介護予

防認知症対応型通所介護（以

下「指定介護予防認知症対応

型通所介護」という。）の事業

は、その認知症である利用者

（その者の認知症の原因とな

る疾患が急性の状態にある者

を除く。以下同じ。）が可能な

限りその居宅において、自立

した日常生活を営むことがで

きるよう、必要な日常生活上

の支援及び機能訓練を行うこ

とにより、利用者の心身機能

の維持回復を図り、もって利

用者の生活機能の維持又は向

上を目指すものでなければな

第５条 指定地域密着型介護予

防サービスに該当する介護予

防認知症対応型通所介護（以

下「指定介護予防認知症対応

型通所介護」という。）の事業

は、その認知症である利用者

（その者の認知症の原因とな

る疾患が急性の状態にある者

を除く。以下同じ。）が可能な

限りその居宅において、自立

した日常生活を営むことがで

きるよう、必要な日常生活上

の支援及び機能訓練を行うこ

とにより、利用者の心身機能

の維持回復を図り、もって利

用者の生活機能の維持又は向

上を目指すものでなければな

  第四条 指定地域密着型介護予

防サービスに該当する介護予

防認知症対応型通所介護（以

下「指定介護予防認知症対応

型通所介護」という。）の事業

は、その認知症（法第五条の二

第一項に規定する認知症をい

う。以下同じ。）である利用者

（その者の認知症の原因とな

る疾患が急性の状態にある者

を除く。以下同じ。）が可能な

限りその居宅において、自立

した日常生活を営むことがで

きるよう、必要な日常生活上

の支援及び機能訓練を行うこ

とにより、利用者の心身機能

の維持回復を図り、もって利
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らない。 

 

らない。 

 

用者の生活機能の維持又は向

上を目指すものでなければな

らない。 

 

第２節 人員及び設備

に関する基準 

 

第１款 単独型指定

介護予防認

知症対応型

通所介護及

び併設型指

定介護予防

認知症対応

型通所介護 

 

第２節 人員及び設備

に関する基準 

 

第１款 単独型指定

介護予防認

知症対応型

通所介護及

び併設型指

定介護予防

認知症対応

型通所介護 

 

第１節 人員及び設備

に関する基準 

 

第１款 単独型指定

介護予防認

知症対応型

通所介護及

び併設型指

定介護予防

認知症対応

型通所介護 

第１節 人員及び設備

に関する基準 

 

第１款 単独型指定

介護予防認

知症対応型

通所介護及

び併設型指

定介護予防

認知症対応

型通所介護 

第二節 人員及び設備

に関する基準 

 

第一款 単独型指定

介護予防認

知症対応型

通所介護及

び併設型指

定介護予防

認知症対応

型通所介護 

 

（従業者） 

第６条 単独型指定介護予防認

知症対応型通所介護（特別養

護老人ホーム等（特別養護老

人ホーム（老人福祉法（昭和 38

年法律第 133号）第 20条の５

に規定する特別養護老人ホー

ムをいう。以下同じ。）、同法第

20 条の４に規定する養護老人

ホーム、病院、診療所、介護老

人保健施設、介護医療院、社会

福祉施設又は特定施設をい

う。以下この条において同

じ。）に併設されていない事業

所において行われる指定介護

予防認知症対応型通所介護を

いう。以下同じ。）の事業を行

う者及び併設型指定介護予防

認知症対応型通所介護（特別

養護老人ホーム等に併設され

ている事業所において行われ

る指定介護予防認知症対応型

通所介護をいう。以下同じ。）

（従業者） 

第６条 単独型指定介護予防認

知症対応型通所介護（特別養

護老人ホーム等（特別養護老

人ホーム（老人福祉法（昭和 38

年法律第 133号）第 20条の５

に規定する特別養護老人ホー

ムをいう。以下同じ。）、同法第

20 条の４に規定する養護老人

ホーム、病院、診療所、介護老

人保健施設、介護医療院、社会

福祉施設又は特定施設をい

う。以下この条において同

じ。）に併設されていない事業

所において行われる指定介護

予防認知症対応型通所介護を

いう。以下同じ。）の事業を行

う者及び併設型指定介護予防

認知症対応型通所介護（特別

養護老人ホーム等に併設され

ている事業所において行われ

る指定介護予防認知症対応型

通所介護をいう。以下同じ。）

（従業者の員数） 

第３条 条例第６条第１項各号

に掲げる単独型・併設型介護

予防認知症対応型通所介護従

業者の員数は、次の各号に掲

げる区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める員数とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（従業者の員数） 

第３条 条例第６条第１項各号

に掲げる単独型・併設型介護

予防認知症対応型通所介護従

業者の員数は、次の各号に掲

げる区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める員数とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（従業者の員数） 

第五条 単独型指定介護予防認

知症対応型通所介護（特別養

護老人ホーム等（特別養護老

人ホーム（老人福祉法（昭和三

十八年法律第百三十三号）第

二十条の五に規定する特別養

護老人ホームをいう。以下同

じ。）、同法第二十条の四に規

定する養護老人ホーム、病院、

診療所、介護老人保健施設、介

護医療院、社会福祉施設又は

特定施設に併設されていない

事業所において行われる指定

介護予防認知症対応型通所介

護をいう。以下同じ。））の事業

を行う者及び併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護

（特別養護老人ホーム等に併

設されている事業所において

行われる指定介護予防認知症

対応型通所介護をいう。以下

同じ。）の事業を行う者（以下
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の事業を行う者（以下「単独

型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者」と

いう。）は、当該事業を行う事

業所（以下「単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所

介護事業所」という。）ごとに、

次に掲げる単独型指定介護予

防認知症対応型通所介護及び

併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供に当たる

従業者（以下この条において

「単独型・併設型介護予防認

知症対応型通所介護従業者」

という。）を置かなければなら

ない。 

⑴ 生活相談員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 看護師若しくは准看護師

の事業を行う者（以下「単独

型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者」と

いう。）は、当該事業を行う事

業所（以下「単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所

介護事業所」という。）ごとに、

次に掲げる単独型指定介護予

防認知症対応型通所介護及び

併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供に当たる

従業者（以下この条において

「単独型・併設型介護予防認

知症対応型通所介護従業者」

という。）を置かなければなら

ない。 

⑴ 生活相談員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 看護師若しくは准看護師

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 生活相談員 単独型・併

設型指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供日ごと

に、当該単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所

介護を提供している時間帯

に生活相談員（専ら当該単

独型・併設型指定介護予防

認知症対応型通所介護の提

供に当たる者に限る。）が勤

務している時間数の合計数

を当該単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所

介護を提供している時間帯

の時間数で除して得た数が

１以上確保されるために必

要と認められる数 

 

 

 

 

 

⑵ 看護師若しくは准看護師

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 生活相談員 単独型・併

設型指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供日ごと

に、当該単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所

介護を提供している時間帯

に生活相談員（専ら当該単

独型・併設型指定介護予防

認知症対応型通所介護の提

供に当たる者に限る。）が勤

務している時間数の合計数

を当該単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所

介護を提供している時間帯

の時間数で除して得た数が

１以上確保されるために必

要と認められる数 

 

 

 

 

 

⑵ 看護師若しくは准看護師

「単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

者」という。）が当該事業を行

う事業所（以下「単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所」という。）ご

とに置くべき従業者の員数

は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 生活相談員 単独型・併

設型指定介護予防認知症対

応型通所介護（単独型・併設

型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所において

行われる指定介護予防認知

症対応型通所介護をいう。

以下同じ。）の提供日ごと

に、当該単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所

介護を提供している時間帯

に生活相談員（専ら当該単

独型・併設型指定介護予防

認知症対応型通所介護の提

供に当たる者に限る。）が勤

務している時間数の合計数

を当該単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所

介護を提供している時間帯

の時間数で除して得た数が

一以上確保されるために必

要と認められる数 

二 看護師若しくは准看護師
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又は介護職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 機能訓練指導員 

２ 前項各号に掲げる単独型・

併設型介護予防認知症対応型

通所介護従業者に関し必要な

基準は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

又は介護職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 機能訓練指導員 

２ 前項各号に掲げる単独型・

併設型介護予防認知症対応型

通所介護従業者に関し必要な

基準は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下「看護職員」という。）

又は介護職員 単独型・併

設型指定介護予防認知症対

応型通所介護の単位ごと

に、専ら当該単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型

通所介護の提供に当たる看

護職員又は介護職員が１以

上及び当該単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型

通所介護を提供している時

間帯に看護職員又は介護職

員（いずれも専ら当該単独

型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護の提供

に当たる者に限る。）が勤務

している時間数の合計数を

当該単独型・併設型指定介

護予防認知症対応型通所介

護を提供している時間数で

除して得た数が１以上確保

されるために必要と認めら

れる数 

⑶ 機能訓練指導員 １以上 

２ 単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

者は、単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護の

単位ごとに、前項第２号の看

護職員又は介護職員を、常時

１人以上当該単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通

所介護に従事させなければな

らない。 

３ 第１項第２号の規定にかか

わらず、同号の看護職員又は

介護職員は、利用者の処遇に

支障がない場合は、他の単独

型・併設型指定介護予防認知

（以下「看護職員」という。）

又は介護職員 単独型・併

設型指定介護予防認知症対

応型通所介護の単位ごと

に、専ら当該単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型

通所介護の提供に当たる看

護職員又は介護職員が１以

上及び当該単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型

通所介護を提供している時

間帯に看護職員又は介護職

員（いずれも専ら当該単独

型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護の提供

に当たる者に限る。）が勤務

している時間数の合計数を

当該単独型・併設型指定介

護予防認知症対応型通所介

護を提供している時間数で

除して得た数が１以上確保

されるために必要と認めら

れる数 

⑶ 機能訓練指導員 １以上 

２ 単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

者は、単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護の

単位ごとに、前項第２号の看

護職員又は介護職員を、常時

１人以上当該単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通

所介護に従事させなければな

らない。 

３ 第１項第２号の規定にかか

わらず、同号の看護職員又は

介護職員は、利用者の処遇に

支障がない場合は、他の単独

型・併設型指定介護予防認知

（以下この章において「看

護職員」という。）又は介護

職員 単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所

介護の単位ごとに、専ら当

該単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護

の提供に当たる看護職員又

は介護職員が一以上及び当

該単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護

を提供している時間帯に看

護職員又は介護職員（いず

れも専ら当該単独型・併設

型指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供に当たる

者に限る。）が勤務している

時間数の合計数を当該単独

型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護を提供

している時間数で除して得

た数が一以上確保されるた

めに必要と認められる数 

三 機能訓練指導員 一以上 

２ 単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

者は、単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護の

単位ごとに、前項第二号の看

護職員又は介護職員を、常時

一人以上当該単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通

所介護に従事させなければな

らない。 

３ 第一項第二号の規定にかか

わらず、同項の看護職員又は

介護職員は、利用者の処遇に

支障がない場合は、他の単独

型・併設型指定介護予防認知



福岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例及び同施行規則 

－12/142－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

症対応型通所介護の単位の看

護職員又は介護職員として従

事することができるものとす

る。 

４ 前３項の単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所

介護の単位は、単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通

所介護であってその提供が同

時に１又は複数の利用者（当

該単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

者が単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護事業者の指

定を併せて受け、かつ、単独

型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護の事業と単

独型・併設型指定認知症対応

型通所介護の事業とが同一の

事業所において一体的に運営

されている場合にあっては、

当該事業所における単独型・

併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護又は単独型・併

設型指定認知症対応型通所介

護の利用者。以下この項にお

いて同じ。）に対して一体的に

行われるものをいい、その利

用定員の数（当該単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所において同時

に単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護の提

供を受けることができる利用

者の数の上限をいう。次条第

１項第１号アにおいて同じ。）

を 12以下とする。 

 

 

症対応型通所介護の単位の看

護職員又は介護職員として従

事することができるものとす

る。 

４ 前３項の単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所

介護の単位は、単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通

所介護であってその提供が同

時に１又は複数の利用者（当

該単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

者が単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護事業者の指

定を併せて受け、かつ、単独

型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護の事業と単

独型・併設型指定認知症対応

型通所介護の事業とが同一の

事業所において一体的に運営

されている場合にあっては、

当該事業所における単独型・

併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護又は単独型・併

設型指定認知症対応型通所介

護の利用者。以下この項にお

いて同じ。）に対して一体的に

行われるものをいい、その利

用定員の数（当該単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所において同時

に単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護の提

供を受けることができる利用

者の数の上限をいう。次条第

１項第１号アにおいて同じ。）

を 12以下とする。 

 

 

症対応型通所介護の単位の看

護職員又は介護職員として従

事することができるものとす

る。 

４ 前各項の単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所

介護の単位は、単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通

所介護であってその提供が同

時に一又は複数の利用者（当

該単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

者が単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護事業者（指

定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関す

る基準（平成十八年厚生労働

省令第三十四号。以下「指定地

域密着型サービス基準」とい

う。）第四十二条第一項に規定

する単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護事業者をい

う。以下同じ。）の指定を併せ

て受け、かつ、単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通

所介護の事業と単独型・併設

型指定認知症対応型通所介護

（同項第一号に規定する単独

型・併設型指定認知症対応型

通所介護をいう。以下同じ。）

の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている

場合にあっては、当該事業所

における単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所介

護又は単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護の利用

者。以下この条において同

じ。）に対して一体的に行われ
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３ 単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

者が単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護事業者（福

岡市指定地域密着型サービス

の事業の人員、設備及び運営

の基準等を定める条例（平成

24年福岡市条例第 67号。以下

「指定地域密着型サービス基

準条例」という。）第 30 条第

１項に規定する単独型・併設

型指定認知症対応型通所介護

事業者をいう。以下同じ。）の

指定を併せて受け、かつ、単独

型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護（単独型・併

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

者が単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護事業者（福

岡市指定地域密着型サービス

の事業の人員、設備及び運営

の基準等を定める条例（平成

24年福岡市条例第 67号。以下

「指定地域密着型サービス基

準条例」という。）第 30 条第

１項に規定する単独型・併設

型指定認知症対応型通所介護

事業者をいう。以下同じ。）の

指定を併せて受け、かつ、単独

型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護（単独型・併

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 第１項第３号の機能訓練指

導員は、日常生活を営むのに

必要な機能の減退を防止する

ための訓練を行う能力を有す

る者とし、当該単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所の他の職務に従

事することができるものとす

る。 

６ 第１項の生活相談員、看護

職員又は介護職員のうち１人

以上は、常勤でなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 第１項第３号の機能訓練指

導員は、日常生活を営むのに

必要な機能の減退を防止する

ための訓練を行う能力を有す

る者とし、当該単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所の他の職務に従

事することができるものとす

る。 

６ 第１項の生活相談員、看護

職員又は介護職員のうち１人

以上は、常勤でなければなら

ない。 

るものをいい、その利用定員

（当該単独型・併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護

事業所において同時に単独

型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護の提供を受

けることができる利用者の数

の上限をいう。第七条第二項

第一号イにおいて同じ。）を十

二人以下とする。 

５ 第一項第三号の機能訓練指

導員は、日常生活を営むのに

必要な機能の減退を防止する

ための訓練を行う能力を有す

る者とし、当該単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所の他の職務に従

事することができるものとす

る。 

６ 第一項の生活相談員、看護

職員又は介護職員のうち一人

以上は、常勤でなければなら

ない。 

７ 単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

者が単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護事業者の指

定を併せて受け、かつ、単独

型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護の事業と単

独型・併設型指定認知症対応

型通所介護の事業とが同一の

事業所において一体的に運営

されている場合については、

指定地域密着型サービス基準

第四十二条第一項から第六項

までに規定する人員に関する

基準を満たすことをもって、

前各項に規定する基準を満た
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設型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所において行

われる指定介護予防認知症対

応型通所介護をいう。以下同

じ。）の事業と単独型・併設型

指定認知症対応型通所介護

（同条第３項に規定する単独

型・併設型指定認知症対応型

通所介護をいう。以下同じ。）

の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている

場合については、同条第１項

及び第２項の規定に基づく規

則に規定する人員に関する基

準を満たすことをもって、第

１項及び前項の規定に基づく

規則に規定する基準を満たし

ているものとみなすことがで

きる。 

 

設型指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所において行

われる指定介護予防認知症対

応型通所介護をいう。以下同

じ。）の事業と単独型・併設型

指定認知症対応型通所介護

（同条第３項に規定する単独

型・併設型指定認知症対応型

通所介護をいう。以下同じ。）

の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている

場合については、同条第１項

及び第２項の規定に基づく規

則に規定する人員に関する基

準を満たすことをもって、第

１項及び前項の規定に基づく

規則に規定する基準を満たし

ているものとみなすことがで

きる。 

 

しているものとみなすことが

できる。 

（管理者） 

第７条 単独型・併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護

事業者は、単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所介

護事業所ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置

かなければならない。ただし、

単独型・併設型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所

の管理上支障がない場合は、

当該単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護事

業所の他の職務に従事し、又

は同一敷地内にある他の事業

所、施設等の職務に従事する

ことができるものとする。 

２ 単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

（管理者） 

第７条 単独型・併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護

事業者は、単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所介

護事業所ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置

かなければならない。ただし、

単独型・併設型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所

の管理上支障がない場合は、

当該単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護事

業所の他の職務に従事し、又

は他の事業所、施設等の職務

に従事することができるもの

とする。 

２ 単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

  （管理者） 

第六条 単独型・併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護

事業者は、単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所介

護事業所ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置

かなければならない。ただし、

単独型・併設型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所

の管理上支障がない場合は、

当該単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護事

業所の他の職務に従事し、又

は同一敷地内にある他の事業

所、施設等の職務に従事する

ことができるものとする。 

２ 単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

（管理者） 

第六条 単独型・併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護

事業者は、単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所

介護事業所ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を

置かなければならない。ただ

し、単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護事

業所の管理上支障がない場合

は、当該単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所介

護事業所の他の職務に従事し

、又は他の事業所、施設等の

職務に従事することができる

ものとする。 

２ （略） 
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所の管理者は、適切な単独型・

併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護を提供するため

に必要な知識及び経験を有す

る者であって、別に厚生労働

大臣が定める研修を修了して

いるものでなければならな

い。 

 

所の管理者は、適切な単独型・

併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護を提供するため

に必要な知識及び経験を有す

る者であって、別に厚生労働

大臣が定める研修を修了して

いるものでなければならな

い。 

 

所の管理者は、適切な単独型・

併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護を提供するため

に必要な知識及び経験を有す

る者であって、別に厚生労働

大臣が定める研修を修了して

いるものでなければならな

い。 

 

（設備及び備品等） 

第８条 単独型・併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護

事業所は、食堂、機能訓練室、

静養室、相談室、事務室及び便

所を有するほか、消火設備そ

の他の非常災害に際して必要

な設備並びに単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通

所介護の提供に必要な設備及

び備品等を備えなければなら

ない。 

２ 前項に定める設備に関し必

要な基準は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（設備及び備品等） 

第８条 単独型・併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護

事業所は、食堂、機能訓練室、

静養室、相談室、事務室及び便

所を有するほか、消火設備そ

の他の非常災害に際して必要

な設備並びに単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通

所介護の提供に必要な設備及

び備品等を備えなければなら

ない。 

２ 前項に定める設備に関し必

要な基準は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４条 条例第８条第１項に定

める設備の基準は、次のとお

りとする。 

⑴ 食堂及び機能訓練室 

ア それぞれ必要な広さを

有するものとし、その合計

した面積は、３平方メート

ルに利用定員の数を乗じ

て得た面積以上とするこ

と。 

イ アにかかわらず、食事の

提供の際にはその提供に

支障がない広さを確保で

き、かつ、機能訓練を行う

際にはその実施に支障が

ない広さを確保できる場

合にあっては、同一の場所

とすることができること。 

（設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４条 条例第８条第１項に定

める設備の基準は、次のとお

りとする。 

⑴ 食堂及び機能訓練室 

ア それぞれ必要な広さを

有するものとし、その合計

した面積は、３平方メート

ルに利用定員の数を乗じ

て得た面積以上とするこ

と。 

イ アにかかわらず、食事の

提供の際にはその提供に

支障がない広さを確保で

き、かつ、機能訓練を行う

際にはその実施に支障が

ない広さを確保できる場

合にあっては、同一の場所

とすることができること。 

（設備及び備品等） 

第七条 単独型・併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護

事業所は、食堂、機能訓練室、

静養室、相談室及び事務室を

有するほか、消火設備その他

の非常災害に際して必要な設

備並びに単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所介

護の提供に必要なその他の設

備及び備品等を備えなければ

ならない。 

２ 前項に掲げる設備の基準

は、次のとおりとする。 

 

一 食堂及び機能訓練室 

イ 食堂及び機能訓練室は、

それぞれ必要な広さを有

するものとし、その合計し

た面積は、三平方メートル

に利用定員を乗じて得た

面積以上とすること。 

ロ イにかかわらず、食堂及

び機能訓練室は、食事の提

供の際にはその提供に支

障がない広さを確保でき、

かつ、機能訓練を行う際に

はその実施に支障がない

広さを確保できる場合に
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３ 単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

者が単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護事業者の指

定を併せて受け、かつ、単独

型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護の事業と単

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

者が単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護事業者の指

定を併せて受け、かつ、単独

型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護の事業と単

 

⑵ 相談室 遮へい物の設置

等により相談の内容が漏え

いしないよう配慮されてい

ること。 

⑶ 手すり 利用者の安全性

を確保するために必要な箇

所に設けること。 

２ 条例第８条第１項に定める

設備は、専ら当該単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型

通所介護の事業の用に供する

ものでなければならない。た

だし、利用者に対する単独型・

併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供に支障が

ない場合は、この限りでない。 

３ 前項ただし書の場合（単独

型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者が条

例第８条第１項に定める設備

を利用し、夜間及び深夜に単

独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護以外のサ

ービスを提供する場合に限

る。）には、当該サービスの内

容を当該サービスの提供の開

始前に当該単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所

介護事業者に係る指定を行っ

た市長に届け出るものとす

る。 

 

⑵ 相談室 遮へい物の設置

等により相談の内容が漏え

いしないよう配慮されてい

ること。 

⑶ 手すり 利用者の安全性

を確保するために必要な箇

所に設けること。 

２ 条例第８条第１項に定める

設備は、専ら当該単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型

通所介護の事業の用に供する

ものでなければならない。た

だし、利用者に対する単独型・

併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供に支障が

ない場合は、この限りでない。 

３ 前項ただし書の場合（単独

型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者が条

例第８条第１項に定める設備

を利用し、夜間及び深夜に単

独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護以外のサ

ービスを提供する場合に限

る。）には、当該サービスの内

容を当該サービスの提供の開

始前に当該単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所

介護事業者に係る指定を行っ

た市長に届け出るものとす

る。 

あっては、同一の場所とす

ることができる。 

二 相談室 遮へい物の設置

等により相談の内容が漏え

いしないよう配慮されてい

ること。 

 

 

 

３ 第一項に掲げる設備は、専

ら当該単独型・併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護

の事業の用に供するものでな

ければならない。ただし、利用

者に対する単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所

介護の提供に支障がない場合

は、この限りでない。 

４ 前項ただし書の場合（単独

型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者が第

一項に掲げる設備を利用し、

夜間及び深夜に単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型

通所介護以外のサービスを提

供する場合に限る。）には、当

該サービスの内容を当該サー

ビスの提供の開始前に当該単

独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業者に

係る指定を行った市町村長に

届け出るものとする。 

 

５ 単独型・併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

者が単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護事業者の指

定を併せて受け、かつ、単独

型・併設型指定介護予防認知
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独型・併設型指定認知症対応

型通所介護の事業とが同一の

事業所において一体的に運営

されている場合については、

指定地域密着型サービス基準

条例第32条第１項及び第２項

の規定に基づく規則に規定す

る設備に関する基準を満たす

ことをもって、第１項及び前

項の規定に基づく規則に規定

する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

 

独型・併設型指定認知症対応

型通所介護の事業とが同一の

事業所において一体的に運営

されている場合については、

指定地域密着型サービス基準

条例第32条第１項及び第２項

の規定に基づく規則に規定す

る設備に関する基準を満たす

ことをもって、第１項及び前

項の規定に基づく規則に規定

する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

 

症対応型通所介護の事業と単

独型・併設型指定認知症対応

型通所介護の事業とが同一の

事業所において一体的に運営

されている場合については、

指定地域密着型サービス基準

第四十四条第一項から第三項

までに規定する設備に関する

基準を満たすことをもって、

第一項から第三項までに規定

する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

 

第２款 共用型指定

介護予防認

知症対応型

通所介護 

第２款 共用型指定

介護予防認

知症対応型

通所介護 

第２款 共用型指定

介護予防認

知症対応型

通所介護 

第２款 共用型指定

介護予防認

知症対応型

通所介護 

第二款 共用型指定

介護予防認

知症対応型

通所介護 

 

（従業者） 

第９条 指定認知症対応型共同

生活介護事業所（指定地域密

着型サービス基準条例第33条

第１項に規定する指定認知症

対応型共同生活介護事業所を

いう。以下同じ。）若しくは指

定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業所（第 34条第１

項に規定する指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業

所をいう。次条において同

じ。）の居間若しくは食堂又は

指定地域密着型特定施設（指

定地域密着型サービス基準条

例第62条第１項に規定する指

定地域密着型特定施設をい

う。次条において同じ。）若し

くは指定地域密着型介護老人

福祉施設（指定地域密着型サ

ービス基準条例第72条第１項

に規定する指定地域密着型介

（従業者） 

第９条 指定認知症対応型共同

生活介護事業所（指定地域密

着型サービス基準条例第33条

第１項に規定する指定認知症

対応型共同生活介護事業所を

いう。以下同じ。）若しくは指

定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業所（第 34条第１

項に規定する指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業

所をいう。次条において同

じ。）の居間若しくは食堂又は

指定地域密着型特定施設（指

定地域密着型サービス基準条

例第62条第１項に規定する指

定地域密着型特定施設をい

う。次条において同じ。）若し

くは指定地域密着型介護老人

福祉施設（指定地域密着型サ

ービス基準条例第72条第１項

に規定する指定地域密着型介

（従業者の員数） 

第５条 条例第９条第１項に規

定する共用型介護予防認知症

対応型通所介護従業者の員数

は、指定認知症対応型共同生

活介護事業所、指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事

業所、指定地域密着型特定施

設（福岡市指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及

び運営の基準等を定める条例

（平成 24 年福岡市条例第 67

号。以下「指定地域密着型サー

ビス基準条例」という。）第 62

条第１項に規定する指定地域

密着型特定施設をいう。第 30

条第６項において同じ。）、指

定地域密着型介護老人福祉施

設（指定地域密着型サービス

基準条例第72条第１項に規定

する指定地域密着型介護老人

福祉施設をいう。第 30条第６

（従業者の員数） 

第５条 条例第９条第１項に規

定する共用型介護予防認知症

対応型通所介護従業者の員数

は、指定認知症対応型共同生

活介護事業所、指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事

業所、指定地域密着型特定施

設（福岡市指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及

び運営の基準等を定める条例

（平成 24 年福岡市条例第 67

号。以下「指定地域密着型サー

ビス基準条例」という。）第 62

条第１項に規定する指定地域

密着型特定施設をいう。第 30

条第６項において同じ。）、指

定地域密着型介護老人福祉施

設（指定地域密着型サービス

基準条例第72条第１項に規定

する指定地域密着型介護老人

福祉施設をいう。第 30条第６

（従業者の員数） 

第八条 指定認知症対応型共同

生活介護事業所（指定地域密

着型サービス基準第九十条第

一項に規定する指定認知症対

応型共同生活介護事業所をい

う。以下同じ。）若しくは指定

介護予防認知症対応型共同生

活介護事業所（第七十条第一

項に規定する指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業

所をいう。次条において同

じ。）の居間若しくは食堂又は

指定地域密着型特定施設（指

定地域密着型サービス基準第

百九条第一項に規定する指定

地域密着型特定施設をいう。

次条及び第四十四条第六項に

おいて同じ。）若しくは指定地

域密着型介護老人福祉施設

（指定地域密着型サービス基

準第百三十条第一項に規定す
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護老人福祉施設をいう。次条

において同じ。）の食堂若しく

は共同生活室において、これ

らの事業所又は施設（第 11条

第１項において「本体事業所

等」という。）の利用者、入居

者又は入所者とともに行う指

定介護予防認知症対応型通所

介護（以下「共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護」と

いう。）の事業を行う者（以下

「共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者」とい

う。）は、当該事業を行う事業

所（以下「共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業

所」という。）ごとに、共用型

指定介護予防認知症対応型通

所介護の提供に当たる従業者

（以下この条において「共用

型介護予防認知症対応型通所

介護従業者」という。）を置か

なければならない。 

２ 共用型介護予防認知症対応

型通所介護従業者に関し必要

な基準は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

護老人福祉施設をいう。次条

において同じ。）の食堂若しく

は共同生活室において、これ

らの事業所又は施設（第 11条

第１項において「本体事業所

等」という。）の利用者、入居

者又は入所者とともに行う指

定介護予防認知症対応型通所

介護（以下「共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護」と

いう。）の事業を行う者（以下

「共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者」とい

う。）は、当該事業を行う事業

所（以下「共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業

所」という。）ごとに、共用型

指定介護予防認知症対応型通

所介護の提供に当たる従業者

（以下この条において「共用

型介護予防認知症対応型通所

介護従業者」という。）を置か

なければならない。 

２ 共用型介護予防認知症対応

型通所介護従業者に関し必要

な基準は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項において同じ。）の利用者、

入居者又は入所者の数と当該

共用型指定介護予防認知症対

応型通所介護の利用者（条例

第10条第１項に規定する利用

者をいう。）の数を合計した数

について、第 50条及び条例第

34 条第１項又は指定地域密着

型サービス基準条例第52条第

１項及び第２項の規定に基づ

く規則、指定地域密着型サー

ビス基準条例第63条第１項及

び第２項の規定に基づく規則

若しくは指定地域密着型サー

ビス基準条例第74条第１項及

び第２項の規定に基づく規則

に定める人員に関する基準を

満たす（条例第 34条第３項の

規定により同条第１項及び第

２項の規定に基づく規則に規

定する人員に関する基準を満

たしているものとみなされる

場合及び指定地域密着型サー

ビス基準条例第52条第３項の

規定により同条第１項及び第

２項の規定に基づく規則に規

定する人員に関する基準を満

たしているものとみなされる

場合を含む。）ために必要な数

以上とする。 

 

 

項において同じ。）の利用者、

入居者又は入所者の数と当該

共用型指定介護予防認知症対

応型通所介護の利用者（条例

第10条第１項に規定する利用

者をいう。）の数を合計した数

について、第 50条及び条例第

34 条第１項又は指定地域密着

型サービス基準条例第52条第

１項及び第２項の規定に基づ

く規則、指定地域密着型サー

ビス基準条例第63条第１項及

び第２項の規定に基づく規則

若しくは指定地域密着型サー

ビス基準条例第74条第１項及

び第２項の規定に基づく規則

に定める人員に関する基準を

満たす（条例第 34条第３項の

規定により同条第１項及び第

２項の規定に基づく規則に規

定する人員に関する基準を満

たしているものとみなされる

場合及び指定地域密着型サー

ビス基準条例第52条第３項の

規定により同条第１項及び第

２項の規定に基づく規則に規

定する人員に関する基準を満

たしているものとみなされる

場合を含む。）ために必要な数

以上とする。 

 

 

る指定地域密着型介護老人福

祉施設をいう。次条及び第四

十四条第六項において同じ。）

の食堂若しくは共同生活室に

おいて、これらの事業所又は

施設（第十条第一項において

「本体事業所等」という。）の

利用者、入居者又は入所者と

ともに行う指定介護予防認知

症対応型通所介護（以下「共用

型指定介護予防認知症対応型

通所介護」という。）の事業を

行う者（以下「共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護事

業者」という。）が当該事業を

行う事業所（以下「共用型指定

介護予防認知症対応型通所介

護事業所」という。）に置くべ

き従業者の員数は、当該利用

者、当該入居者又は当該入所

者の数と当該共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護の

利用者（当該共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護事

業者が共用型指定認知症対応

型通所介護事業者（指定地域

密着型サービス基準第四十五

条第一項に規定する共用型指

定認知症対応型通所介護事業

者をいう。以下同じ。）の指定

を併せて受け、かつ、共用型指

定介護予防認知症対応型通所

介護の事業と共用型指定認知

症対応型通所介護（同項に規

定する共用型指定認知症対応

型通所介護をいう。以下同

じ。）の事業とが同一の事業所

において一体的に運営されて

いる場合にあっては、当該事
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３ 共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者が共用

型指定認知症対応型通所介護

事業者（指定地域密着型サー

ビス基準条例第33条第１項に

規定する共用型指定認知症対

応型通所介護事業者をいう。

以下同じ。）の指定を併せて受

け、かつ、共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護の事業

と共用型指定認知症対応型通

所介護（同項に規定する共用

型指定認知症対応型通所介護

をいう。以下同じ。）の事業と

が同一の事業所において一体

的に運営されている場合につ

いては、同項及び同条第２項

の規定に基づく規則に規定す

る人員に関する基準を満たす

ことをもって、第１項及び前

項の規定に基づく規則に規定

する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者が共用

型指定認知症対応型通所介護

事業者（指定地域密着型サー

ビス基準条例第33条第１項に

規定する共用型指定認知症対

応型通所介護事業者をいう。

以下同じ。）の指定を併せて受

け、かつ、共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護の事業

と共用型指定認知症対応型通

所介護（同項に規定する共用

型指定認知症対応型通所介護

をいう。以下同じ。）の事業と

が同一の事業所において一体

的に運営されている場合につ

いては、同項及び同条第２項

の規定に基づく規則に規定す

る人員に関する基準を満たす

ことをもって、第１項及び前

項の規定に基づく規則に規定

する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

 

業所における共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護又

は共用型指定認知症対応型通

所介護の利用者。次条におい

て同じ。）の数を合計した数に

ついて、第七十条又は指定地

域密着型サービス基準第九十

条、第百十条若しくは第百三

十一条の規定を満たすために

必要な数以上とする。 

２ 共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者が共用

型指定認知症対応型通所介護

事業者の指定を併せて受け、

かつ、共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護の事業と

共用型指定認知症対応型通所

介護の事業とが同一の事業所

において一体的に運営されて

いる場合については、指定地

域密着型サービス基準第四十

五条第一項に規定する人員に

関する基準を満たすことをも

って、前項に規定する基準を

満たしているものとみなすこ

とができる。 

（利用定員等） 

第10条 共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所

は、その利用定員の数（当該共

用型指定介護予防認知症対応

（利用定員等） 

第10条 共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所

は、その利用定員の数（当該共

用型指定介護予防認知症対応

  （利用定員等） 

第九条 共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所の

利用定員（当該共用型指定介

護予防認知症対応型通所介護

（利用定員等） 

第九条 （略） 
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型通所介護事業所において同

時に共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護の提供を受

けることができる利用者（当

該共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者が共用

型指定認知症対応型通所介護

事業者の指定を併せて受け、

かつ、共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護の事業と

共用型指定認知症対応型通所

介護の事業とが同一の事業所

において一体的に運営されて

いる場合にあっては、当該事

業所における共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護又

は共用型指定認知症対応型通

所介護の利用者）の数の上限

をいう。）を、指定認知症対応

型共同生活介護事業所又は指

定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業所においては共

同生活住居（法第８条第 20項

又は第８条の２第15項に規定

する共同生活を営むべき住居

をいう。）ごとに、指定地域密

着型特定施設又は指定地域密

着型介護老人福祉施設（ユニ

ット型指定地域密着型介護老

人福祉施設（指定地域密着型

サービス基準条例第82条に規

定するユニット型指定地域密

着型介護老人福祉施設をい

う。以下この項において同

じ。）を除く。）においては施設

ごとに１日当たり３以下と

し、ユニット型指定地域密着

型介護老人福祉施設において

は、ユニットごとに当該ユニ

型通所介護事業所において同

時に共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護の提供を受

けることができる利用者（当

該共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者が共用

型指定認知症対応型通所介護

事業者の指定を併せて受け、

かつ、共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護の事業と

共用型指定認知症対応型通所

介護の事業とが同一の事業所

において一体的に運営されて

いる場合にあっては、当該事

業所における共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護又

は共用型指定認知症対応型通

所介護の利用者）の数の上限

をいう。）を、指定認知症対応

型共同生活介護事業所又は指

定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業所においては共

同生活住居（法第８条第 20項

又は第８条の２第15項に規定

する共同生活を営むべき住居

をいう。）ごとに、指定地域密

着型特定施設又は指定地域密

着型介護老人福祉施設（ユニ

ット型指定地域密着型介護老

人福祉施設（指定地域密着型

サービス基準条例第82条に規

定するユニット型指定地域密

着型介護老人福祉施設をい

う。以下この項において同

じ。）を除く。）においては施設

ごとに１日当たり３以下と

し、ユニット型指定地域密着

型介護老人福祉施設において

は、ユニットごとに当該ユニ

事業所において同時に共用型

指定介護予防認知症対応型通

所介護の提供を受けることが

できる利用者の数の上限をい

う。）は、指定認知症対応型共

同生活介護事業所又は指定介

護予防認知症対応型共同生活

介護事業所においては共同生

活住居（法第八条第二十項又

は法第八条の二第十五項に規

定する共同生活を営むべき住

居をいう。）ごとに、指定地域

密着型特定施設又は指定地域

密着型介護老人福祉施設（ユ

ニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設（指定地域密着

型サービス基準第百五十八条

に規定するユニット型指定地

域密着型介護老人福祉施設を

いう。以下この項において同

じ。）を除く。）においては施設

ごとに一日当たり三人以下と

し、ユニット型指定地域密着

型介護老人福祉施設において

は、ユニットごとに当該ユニ

ット型指定地域密着型介護老

人福祉施設の入居者の数と当

該共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護の利用者の数

の合計が一日当たり十二人以

下となる数とする。 
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ット型指定地域密着型介護老

人福祉施設の入居者の数と当

該共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護の利用者の数

の合計が１日当たり12以下と

なる数とする。 

２ 共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者は、指

定居宅サービス、指定地域密

着型サービス、指定居宅介護

支援、指定介護予防サービス、

指定地域密着型介護予防サー

ビス若しくは指定介護予防支

援の事業又は介護保険施設若

しくは指定介護療養型医療施

設（健康保険法等の一部を改

正する法律（平成 18年法律第

83 号）附則第 130 条の２第１

項の規定によりなおその効力

を有するものとされた同法第

26 条の規定による改正前の法

第48条第１項第３号に規定す

る指定介護療養型医療施設を

いう。）の運営（以下「指定居

宅サービス事業等」という。）

について３年以上の経験を有

する者でなければならない。 

 

ット型指定地域密着型介護老

人福祉施設の入居者の数と当

該共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護の利用者の数

の合計が１日当たり12以下と

なる数とする。 

２ 共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者は、指

定居宅サービス、指定地域密

着型サービス、指定居宅介護

支援、指定介護予防サービス、

指定地域密着型介護予防サー

ビス若しくは指定介護予防支

援の事業又は介護保険施設若

しくは健康保険法等の一部を

改正する法律（平成 18年法律

第 83 号）第 26 条の規定によ

る改正前の法第48条第１項第

３号に規定する指定介護療養

型医療施設の運営（以下「指定

居宅サービス事業等」とい

う。）について３年以上の経験

を有する者でなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者は、指

定居宅サービス（法第四十一

条第一項に規定する指定居宅

サービスをいう。）、指定地域

密着型サービス（法第四十二

条の二第一項に規定する指定

地域密着型サービスをい

う。）、指定居宅介護支援（法第

四十六条第一項に規定する指

定居宅介護支援をいう。）、指

定介護予防サービス（法第五

十三条第一項に規定する指定

介護予防サービスをいう。）、

指定地域密着型介護予防サー

ビス若しくは指定介護予防支

援（法第五十八条第一項に規

定する指定介護予防支援をい

う。）の事業又は介護保険施設

（法第八条第二十五項に規定

する介護保険施設をいう。）若

しくは指定介護療養型医療施

設（健康保険法等の一部を改

正する法律（平成十八年法律

第八十三号）附則第百三十条

の二第一項の規定によりなお

その効力を有するものとされ

た同法第二十六条の規定によ

る改正前の法第四十八条第一

項第三号に規定する指定介護

療養型医療施設をいう。第四

十四条第六項において同じ。）

の運営（第四十四条第七項に

 

 

 

 

 

 

２ 共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者は、

指定居宅サービス（法第四十

一条第一項に規定する指定居

宅サービスをいう。）、指定地

域密着型サービス（法第四十

二条の二第一項に規定する指

定地域密着型サービスをい

う。）、指定居宅介護支援（法第

四十六条第一項に規定する指

定居宅介護支援をいう。）、指

定介護予防サービス（法第五

十三条第一項に規定する指定

介護予防サービスをいう。）、

指定地域密着型介護予防サー

ビス若しくは指定介護予防支

援（法第五十八条第一項に規

定する指定介護予防支援をい

う。）の事業又は介護保険施設

（法第八条第二十五項に規定

する介護保険施設をいう。）若

しくは健康保険法等の一部を

改正する法律（平成十八年法

律第八十三号）第二十六条の

規定による改正前の法第八条

第一項第三号に規定する指定

介護療養型医療施設の運営

（第四十四条第七項及び第七

十条第九項において「指定居

宅サービス事業等」という。）

について三年以上の経験を有

する者でなければならない。 
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おいて「指定居宅サービス事

業等」という。）について三年

以上の経験を有する者でなけ

ればならない。 

 

（管理者） 

第11条 共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業者

は、共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所ごと

に専らその職務に従事する常

勤の管理者を置かなければな

らない。ただし、共用型指定介

護予防認知症対応型通所介護

事業所の管理上支障がない場

合は、当該共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

所の他の職務に従事し、又は

同一敷地内にある他の事業

所、施設等の職務に従事する

ことができるものとする。な

お、共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所の管

理上支障がない場合は、当該

共用型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所の他の職

務に従事し、かつ、同一敷地内

にある他の本体事業所等の職

務に従事することとしても差

し支えない。 

２ 共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所の管理

者は、適切な共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護を

提供するために必要な知識及

び経験を有する者であって、

第７条第２項に規定する厚生

労働大臣が定める研修を修了

しているものでなければなら

（管理者） 

第11条 共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業者

は、共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所ごと

に専らその職務に従事する常

勤の管理者を置かなければな

らない。ただし、共用型指定介

護予防認知症対応型通所介護

事業所の管理上支障がない場

合は、当該共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

所の他の職務に従事し、又は

他の事業所、施設等の職務に

従事することができるものと

する。なお、共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

所の管理上支障がない場合

は、当該共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所

の他の職務に従事し、かつ、他

の本体事業所等の職務に従事

することとしても差し支えな

い。 

 

２ 共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所の管理

者は、適切な共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護を

提供するために必要な知識及

び経験を有する者であって、

第７条第２項に規定する厚生

労働大臣が定める研修を修了

しているものでなければなら

  （管理者） 

第十条 共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業者

は、共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所ごと

に専らその職務に従事する常

勤の管理者を置かなければな

らない。ただし、共用型指定介

護予防認知症対応型通所介護

事業所の管理上支障がない場

合は、当該共用型指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

所の他の職務に従事し、又は

同一敷地内にある他の事業

所、施設等の職務に従事する

ことができるものとする。な

お、共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所の管

理上支障がない場合は、当該

共用型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所の他の職

務に従事し、かつ、同一敷地内

にある他の本体事業所等の職

務に従事することとしても差

し支えない。 

２ 共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所の管理

者は、適切な共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護を

提供するために必要な知識及

び経験を有する者であって、

第六条第二項に規定する厚生

労働大臣が定める研修を修了

しているものでなければなら

（管理者） 

第十条 共用型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業者は

、共用型指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所ごとに

専らその職務に従事する常勤

の管理者を置かなければなら

ない。ただし、共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護事

業所の管理上支障がない場合

は、当該共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所

の他の職務に従事し、又は他

の事業所、施設等の職務に従

事することができるものとす

る。なお、共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所

の管理上支障がない場合は、

当該共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所の他

の職務に従事し、かつ、他の本

体事業所等の職務に従事する

こととしても差し支えない。 

 

 

２ （略） 
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ない。 

 

ない。 

 

ない。 

 

第３節 運営に関する

基準 

 

第３節 運営に関する

基準 

 

第２節 運営に関する

基準 

第２節 運営に関する

基準 

第三節 運営に関する

基準 

 

（内容及び手続の説明及び同

意） 

第12条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者（単独型・

併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者及び共用

型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者をいう。以下

同じ。）は、指定介護予防認知

症対応型通所介護の提供の開

始に際し、あらかじめ、利用申

込者又はその家族に対し、事

業の運営についての重要事項

に関する規程（以下「運営規

程」という。）の概要、介護予

防認知症対応型通所介護従業

者（第６条第１項に規定する

単独型・併設型介護予防認知

症対応型通所介護従業者又は

第９条第１項に規定する共用

型介護予防認知症対応型通所

介護従業者をいう。以下同

じ。）の勤務の体制その他の利

用申込者のサービスの選択に

資すると認められる重要事項

を記した文書を交付して説明

を行い、当該提供の開始につ

いて文書により利用申込者の

同意を得なければならない。 

 

（内容及び手続の説明及び同

意） 

第12条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者（単独型・

併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者及び共用

型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者をいう。以下

同じ。）は、指定介護予防認知

症対応型通所介護の提供の開

始に際し、あらかじめ、利用申

込者又はその家族に対し、事

業の運営についての重要事項

に関する規程（以下「運営規

程」という。）の概要、介護予

防認知症対応型通所介護従業

者（第６条第１項に規定する

単独型・併設型介護予防認知

症対応型通所介護従業者又は

第９条第１項に規定する共用

型介護予防認知症対応型通所

介護従業者をいう。以下同

じ。）の勤務の体制その他の利

用申込者のサービスの選択に

資すると認められる重要事項

を記した文書を交付して説明

を行い、当該提供の開始につ

いて文書により利用申込者の

同意を得なければならない。 

 

  （内容及び手続の説明及び同

意） 

第十一条 指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者（単独

型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者及び

共用型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者をいう。

以下同じ。）は、指定介護予防

認知症対応型通所介護の提供

の開始に際し、あらかじめ、利

用申込者又はその家族に対

し、第二十七条に規定する運

営規程の概要、介護予防認知

症対応型通所介護従業者（第

五条第一項又は第八条第一項

の従業者をいう。以下同じ。）

の勤務の体制その他の利用申

込者のサービスの選択に資す

ると認められる重要事項を記

した文書を交付して説明を行

い、当該提供の開始について

利用申込者の同意を得なけれ

ばならない。 

 

 

  （重要事項の電磁的方法によ

る提供） 

第６条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、利用

（重要事項の電磁的方法によ

る提供） 

第６条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、利用

 

 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、利用申込
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申込者又はその家族からの申

出があった場合には、条例第

12 条の規定による文書の交付

に代えて、第３項で定めると

ころにより、当該利用申込者

又はその家族の承諾を得て、

当該文書に記すべき重要事項

（以下この条において「重要

事項」という。）を電子情報処

理組織（指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者の使用

に係る電子計算機と利用申込

者又はその家族の使用に係る

電子計算機とを電気通信回線

で接続した電子情報処理組織

をいう。以下この項において

同じ。）を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する

方法であって次に掲げるもの

（以下この条において「電磁

的方法」という。）により提供

することができる。この場合

において、当該指定介護予防

認知症対応型通所介護事業者

は、当該文書を交付したもの

とみなす。 

⑴ 電子情報処理組織を使用

する方法のうちア又はイに

掲げるもの 

ア 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者の使

用に係る電子計算機と利

用申込者又はその家族の

使用に係る電子計算機と

を接続する電気通信回線

を通じて送信し、受信者の

使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに記

録する方法 

申込者又はその家族からの申

出があった場合には、条例第

12 条の規定による文書の交付

に代えて、第３項で定めると

ころにより、当該利用申込者

又はその家族の承諾を得て、

当該文書に記すべき重要事項

（以下この条において「重要

事項」という。）を電子情報処

理組織（指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者の使用

に係る電子計算機と利用申込

者又はその家族の使用に係る

電子計算機とを電気通信回線

で接続した電子情報処理組織

をいう。以下この項において

同じ。）を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する

方法であって次に掲げるもの

（以下この条において「電磁

的方法」という。）により提供

することができる。この場合

において、当該指定介護予防

認知症対応型通所介護事業者

は、当該文書を交付したもの

とみなす。 

⑴ 電子情報処理組織を使用

する方法のうちア又はイに

掲げるもの 

ア 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者の使

用に係る電子計算機と利

用申込者又はその家族の

使用に係る電子計算機と

を接続する電気通信回線

を通じて送信し、受信者の

使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに記

録する方法 

者又はその家族からの申出が

あった場合には、前項の規定

による文書の交付に代えて、

第五項で定めるところによ

り、当該利用申込者又はその

家族の承諾を得て、当該文書

に記すべき重要事項を電子情

報処理組織を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用

する方法であって次に掲げる

もの（以下この条において「電

磁的方法」という。）により提

供することができる。この場

合において、当該指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

者は、当該文書を交付したも

のとみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 電子情報処理組織を使用

する方法のうちイ又はロに

掲げるもの 

イ 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者の使

用に係る電子計算機と利

用申込者又はその家族の

使用に係る電子計算機と

を接続する電気通信回線

を通じて送信し、受信者の

使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに記

録する方法 
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イ 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者の使

用に係る電子計算機に備

えられたファイルに記録

された重要事項を電気通

信回線を通じて利用申込

者又はその家族の閲覧に

供し、当該利用申込者又は

その家族の使用に係る電

子計算機に備えられたフ

ァイルに当該重要事項を

記録する方法（第３項の承

諾又は第４項の申出をす

る場合にあっては、指定介

護予防認知症対応型通所

介護事業者の使用に係る

電子計算機に備えられた

ファイルにその旨を記録

する方法） 

 

 

⑵ 磁気ディスク、CD-ROM そ

の他これらに準じる方法に

より一定の事項を確実に記

録しておくことができる物

をもって調製するファイル

に重要事項を記録したもの

を交付する方法 

 

２ 前項に掲げる方法は、利用

申込者又はその家族がファイ

ルへの記録を出力することに

より文書を作成することがで

きるものでなければならな

い。 

 

 

 

 

イ 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者の使

用に係る電子計算機に備

えられたファイルに記録

された重要事項を電気通

信回線を通じて利用申込

者又はその家族の閲覧に

供し、当該利用申込者又は

その家族の使用に係る電

子計算機に備えられたフ

ァイルに当該重要事項を

記録する方法（第３項の承

諾又は第４項の申出をす

る場合にあっては、指定介

護予防認知症対応型通所

介護事業者の使用に係る

電子計算機に備えられた

ファイルにその旨を記録

する方法） 

 

 

⑵ 磁気ディスク、CD-ROM そ

の他これらに準じる方法に

より一定の事項を確実に記

録しておくことができる物

をもって調製するファイル

に重要事項を記録したもの

を交付する方法 

 

２ 前項に掲げる方法は、利用

申込者又はその家族がファイ

ルへの記録を出力することに

より文書を作成することがで

きるものでなければならな

い。 

 

 

 

 

ロ 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者の使

用に係る電子計算機に備

えられたファイルに記録

された前項に規定する重

要事項を電気通信回線を

通じて利用申込者又はそ

の家族の閲覧に供し、当該

利用申込者又はその家族

の使用に係る電子計算機

に備えられたファイルに

当該重要事項を記録する

方法（電磁的方法による提

供を受ける旨の承諾又は

受けない旨の申出をする

場合にあっては、指定介護

予防認知症対応型通所介

護事業者の使用に係る電

子計算機に備えられたフ

ァイルにその旨を記録す

る方法） 

二 磁気ディスク、シー・ディ

ー・ロムその他これらに準

ずる方法により一定の事項

を確実に記録しておくこと

ができる物をもって調製す

るファイルに前項に規定す

る重要事項を記録したもの

を交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用

申込者又はその家族がファイ

ルへの記録を出力することに

より文書を作成することがで

きるものでなければならな

い。 

４ 第二項第一号の「電子情報

処理組織」とは、指定介護予防

認知症対応型通所介護事業者

の使用に係る電子計算機と、
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３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、第１項の

規定により重要事項を提供し

ようとするときは、あらかじ

め、当該利用申込者又はその

家族に対し、その用いる次に

掲げる電磁的方法の種類及び

内容を示し、文書又は電磁的

方法による承諾を得なければ

ならない。 

⑴ 第１項各号に規定する方

法のうち指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者が

使用するもの 

⑵ ファイルへの記録の方式 

４ 前項の承諾を得た指定介護

予防認知症対応型通所介護事

業者は、当該利用申込者又は

その家族から文書又は電磁的

方法により電磁的方法による

提供を受けない旨の申出があ

った場合は、当該利用申込者

又はその家族に対し、重要事

項の提供を電磁的方法によっ

てしてはならない。ただし、当

該利用申込者又はその家族が

再び同項の承諾をした場合

は、この限りでない。 

 

 

 

 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、第１項の

規定により重要事項を提供し

ようとするときは、あらかじ

め、当該利用申込者又はその

家族に対し、その用いる次に

掲げる電磁的方法の種類及び

内容を示し、文書又は電磁的

方法による承諾を得なければ

ならない。 

⑴ 第１項各号に規定する方

法のうち指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者が

使用するもの 

⑵ ファイルへの記録の方式 

４ 前項の承諾を得た指定介護

予防認知症対応型通所介護事

業者は、当該利用申込者又は

その家族から文書又は電磁的

方法により電磁的方法による

提供を受けない旨の申出があ

った場合は、当該利用申込者

又はその家族に対し、重要事

項の提供を電磁的方法によっ

てしてはならない。ただし、当

該利用申込者又はその家族が

再び同項の承諾をした場合

は、この限りでない。 

利用申込者又はその家族の使

用に係る電子計算機とを電気

通信回線で接続した電子情報

処理組織をいう。 

５ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、第二項の

規定により第一項に規定する

重要事項を提供しようとする

ときは、あらかじめ、当該利用

申込者又はその家族に対し、

その用いる次に掲げる電磁的

方法の種類及び内容を示し、

文書又は電磁的方法による承

諾を得なければならない。 

一 第二項各号に規定する方

法のうち指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者が

使用するもの 

二 ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得

た指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、当該利用

申込者又はその家族から文書

又は電磁的方法により電磁的

方法による提供を受けない旨

の申出があった場合は、当該

利用申込者又はその家族に対

し、第一項に規定する重要事

項の提供を電磁的方法によっ

てしてはならない。ただし、当

該利用申込者又はその家族が

再び前項の規定による承諾を

した場合は、この限りでない。 

 

（提供拒否の禁止） 

第13条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、正当

な理由なく指定介護予防認知

症対応型通所介護の提供を拒

（提供拒否の禁止） 

第13条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、正当

な理由なく指定介護予防認知

症対応型通所介護の提供を拒

  （提供拒否の禁止） 

第十二条 指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者は、正

当な理由なく指定介護予防認

知症対応型通所介護の提供を
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んではならない。 

 

んではならない。 

 

拒んではならない。 

 

  （サービス提供困難時の対

応） 

第７条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、当該

指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所の通常の事業の

実施地域（当該事業所が通常

時に当該サービスを提供する

地域をいう。以下同じ。）等を

勘案し、利用申込者に対し自

ら適切な指定介護予防認知症

対応型通所介護を提供するこ

とが困難であると認めた場合

は、当該利用申込者に係る介

護予防支援事業者への連絡、

適当な他の指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者等の

紹介その他の必要な措置を速

やかに講じなければならな

い。 

（サービス提供困難時の対

応） 

第７条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、当該

指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所の通常の事業の

実施地域（当該事業所が通常

時に当該サービスを提供する

地域をいう。以下同じ。）等を

勘案し、利用申込者に対し自

ら適切な指定介護予防認知症

対応型通所介護を提供するこ

とが困難であると認めた場合

は、当該利用申込者に係る介

護予防支援事業者への連絡、

適当な他の指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者等の

紹介その他の必要な措置を速

やかに講じなければならな

い。 

（サービス提供困難時の対

応） 

第十三条 指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者は、当

該指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所（単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所又は共用型指

定介護予防認知症対応型通所

介護事業所をいう。以下同

じ。）の通常の事業の実施地域

（当該事業所が通常時に当該

サービスを提供する地域をい

う。以下同じ。）等を勘案し、

利用申込者に対し自ら適切な

指定介護予防認知症対応型通

所介護を提供することが困難

であると認めた場合は、当該

利用申込者に係る介護予防支

援事業者への連絡、適当な他

の指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者等の紹介その

他の必要な措置を速やかに講

じなければならない。 

 

 

  （受給資格等の確認） 

第８条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型通所介

護の提供を求められた場合

は、その者の提示する被保険

者証によって、被保険者資格、

要支援認定の有無及び要支援

認定の有効期間を確かめなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、前項の被

（受給資格等の確認） 

第８条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型通所介

護の提供を求められた場合

は、その者の提示する被保険

者証によって、被保険者資格、

要支援認定の有無及び要支援

認定の有効期間を確かめなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、前項の被

（受給資格等の確認） 

第十四条 指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者は、指

定介護予防認知症対応型通所

介護の提供を求められた場合

は、その者の提示する被保険

者証によって、被保険者資格、

要支援認定の有無及び要支援

認定の有効期間を確かめるも

のとする。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、前項の被
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保険者証に、認定審査会意見

が記載されているときは、当

該認定審査会意見に配慮し

て、指定介護予防認知症対応

型通所介護を提供するように

努めなければならない。 

保険者証に、認定審査会意見

が記載されているときは、当

該認定審査会意見に配慮し

て、指定介護予防認知症対応

型通所介護を提供するように

努めなければならない。 

保険者証に、法第百十五条の

十三第二項の規定により認定

審査会意見が記載されている

ときは、当該認定審査会意見

に配慮して、指定介護予防認

知症対応型通所介護を提供す

るように努めなければならな

い。 

 

  （要支援認定の申請に係る援

助） 

第９条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型通所介

護の提供の開始に際し、要支

援認定を受けていない利用申

込者については、要支援認定

の申請が既に行われているか

どうかを確認し、申請が行わ

れていない場合は、当該利用

申込者の意思を踏まえて速や

かに当該申請が行われるよう

必要な援助を行わなければな

らない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、介護予防

支援（これに相当するサービ

スを含む。）が利用者に対して

行われていない等の場合であ

って必要と認めるときは、要

支援認定の更新の申請が、遅

くとも当該利用者が受けてい

る要支援認定の有効期間の満

了日の30日前には行われるよ

う必要な援助を行わなければ

ならない。 

（要支援認定の申請に係る援

助） 

第９条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型通所介

護の提供の開始に際し、要支

援認定を受けていない利用申

込者については、要支援認定

の申請が既に行われているか

どうかを確認し、申請が行わ

れていない場合は、当該利用

申込者の意思を踏まえて速や

かに当該申請が行われるよう

必要な援助を行わなければな

らない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、介護予防

支援（これに相当するサービ

スを含む。）が利用者に対して

行われていない等の場合であ

って必要と認めるときは、要

支援認定の更新の申請が、遅

くとも当該利用者が受けてい

る要支援認定の有効期間の満

了日の30日前には行われるよ

う必要な援助を行わなければ

ならない。 

（要支援認定の申請に係る援

助） 

第十五条 指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者は、指

定介護予防認知症対応型通所

介護の提供の開始に際し、要

支援認定を受けていない利用

申込者については、要支援認

定の申請が既に行われている

かどうかを確認し、申請が行

われていない場合は、当該利

用申込者の意思を踏まえて速

やかに当該申請が行われるよ

う必要な援助を行わなければ

ならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、介護予防

支援（これに相当するサービ

スを含む。）が利用者に対して

行われていない等の場合であ

って必要と認めるときは、要

支援認定の更新の申請が、遅

くとも当該利用者が受けてい

る要支援認定の有効期間が終

了する日の三十日前にはなさ

れるよう、必要な援助を行わ

なければならない。 

 

 

  （心身の状況等の把握） 

第10条 指定介護予防認知症対

（心身の状況等の把握） 

第10条 指定介護予防認知症対

（心身の状況等の把握） 

第十六条 指定介護予防認知症
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応型通所介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型通所介

護の提供に当たっては、利用

者に係る介護予防支援事業者

が開催するサービス担当者会

議（福岡市指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営等の

基準等を定める条例（平成 26

年福岡市条例第 28 号。）第 12

条第３項に規定するサービス

担当者会議をいう。以下この

章において同じ。）等を通じ

て、利用者の心身の状況、その

置かれている環境、他の保健

医療サービス又は福祉サービ

スの利用状況等の把握に努め

なければならない。 

応型通所介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型通所介

護の提供に当たっては、利用

者に係る介護予防支援事業者

が開催するサービス担当者会

議（福岡市指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営等の

基準等を定める条例（平成 26

年福岡市条例第 28 号。）第 12

条第３項に規定するサービス

担当者会議をいう。以下この

章において同じ。）等を通じ

て、利用者の心身の状況、その

置かれている環境、他の保健

医療サービス又は福祉サービ

スの利用状況等の把握に努め

なければならない。 

対応型通所介護事業者は、指

定介護予防認知症対応型通所

介護の提供に当たっては、利

用者に係る介護予防支援事業

者が開催するサービス担当者

会議（指定介護予防支援等の

事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の

方法に関する基準（平成十八

年厚生労働省令第三十七号。

以下「指定介護予防支援等基

準」という。）第三十条第九号

に規定するサービス担当者会

議をいう。以下この章におい

て同じ。）等を通じて、利用者

の心身の状況、その置かれて

いる環境、他の保健医療サー

ビス又は福祉サービスの利用

状況等の把握に努めなければ

ならない。 

 

  （介護予防支援事業者等との

連携） 

第11条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型通所介

護を提供するに当たっては、

介護予防支援事業者その他保

健医療サービス又は福祉サー

ビスを提供する者との密接な

連携に努めなければならな

い。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、指定介護

予防認知症対応型通所介護の

提供の終了に際しては、利用

者又はその家族に対して適切

な指導を行うとともに、当該

（介護予防支援事業者等との

連携） 

第11条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型通所介

護を提供するに当たっては、

介護予防支援事業者その他保

健医療サービス又は福祉サー

ビスを提供する者との密接な

連携に努めなければならな

い。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、指定介護

予防認知症対応型通所介護の

提供の終了に際しては、利用

者又はその家族に対して適切

な指導を行うとともに、当該

（介護予防支援事業者等との

連携） 

第十七条 指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者は、指

定介護予防認知症対応型通所

介護を提供するに当たって

は、介護予防支援事業者その

他保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との密

接な連携に努めなければなら

ない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、指定介護

予防認知症対応型通所介護の

提供の終了に際しては、利用

者又はその家族に対して適切

な指導を行うとともに、当該
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利用者に係る介護予防支援事

業者に対する情報の提供及び

保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との密接

な連携に努めなければならな

い。 

利用者に係る介護予防支援事

業者に対する情報の提供及び

保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との密接

な連携に努めなければならな

い。 

利用者に係る介護予防支援事

業者に対する情報の提供及び

保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との密接

な連携に努めなければならな

い。 

 

  （地域密着型介護予防サービ

ス費の支給を受けるための援

助） 

第12条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型通所介

護の提供の開始に際し、利用

申込者が介護保険法施行規則

（平成 11年厚生省令第 36号。

以下「施行規則」という。）第

85 条の２各号のいずれにも該

当しないときは、当該利用申

込者又はその家族に対し、介

護予防サービス計画の作成を

介護予防支援事業者に依頼す

る旨を市町村に対して届け出

ること等により、地域密着型

介護予防サービス費の支給を

受けることができる旨を説明

すること、介護予防支援事業

者に関する情報を提供するこ

とその他の地域密着型介護予

防サービス費の支給を受ける

ために必要な援助を行わなけ

ればならない。 

（地域密着型介護予防サービ

ス費の支給を受けるための援

助） 

第12条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型通所介

護の提供の開始に際し、利用

申込者が介護保険法施行規則

（平成 11年厚生省令第 36号。

以下「施行規則」という。）第

85 条の２各号のいずれにも該

当しないときは、当該利用申

込者又はその家族に対し、介

護予防サービス計画の作成を

介護予防支援事業者に依頼す

る旨を市町村に対して届け出

ること等により、地域密着型

介護予防サービス費の支給を

受けることができる旨を説明

すること、介護予防支援事業

者に関する情報を提供するこ

とその他の地域密着型介護予

防サービス費の支給を受ける

ために必要な援助を行わなけ

ればならない。 

（地域密着型介護予防サービ

ス費の支給を受けるための援

助） 

第十八条 指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者は、指

定介護予防認知症対応型通所

介護の提供の開始に際し、利

用申込者が介護保険法施行規

則（平成十一年厚生省令第三

十六号。以下「施行規則」とい

う。）第八十五条の二各号のい

ずれにも該当しないときは、

当該利用申込者又はその家族

に対し、介護予防サービス計

画の作成を介護予防支援事業

者に依頼する旨を市町村に対

して届け出ること等により、

地域密着型介護予防サービス

費の支給を受けることができ

る旨を説明すること、介護予

防支援事業者に関する情報を

提供することその他の地域密

着型介護予防サービス費の支

給を受けるために必要な援助

を行わなければならない。 

 

 

  （介護予防サービス計画に沿

ったサービスの提供） 

第13条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、介護

予防サービス計画（施行規則

第85条の２第１号ハに規定す

（介護予防サービス計画に沿

ったサービスの提供） 

第13条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、介護

予防サービス計画（施行規則

第85条の２第１号ハに規定す

（介護予防サービス計画に沿

ったサービスの提供） 

第十九条 指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者は、介

護予防サービス計画（施行規

則第八十五条の二第一号ハに
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る計画を含む。以下同じ。）が

作成されている場合は、当該

計画に沿った指定介護予防認

知症対応型通所介護を提供し

なければならない。 

る計画を含む。以下同じ。）が

作成されている場合は、当該

計画に沿った指定介護予防認

知症対応型通所介護を提供し

なければならない。 

規定する計画を含む。以下同

じ。）が作成されている場合

は、当該計画に沿った指定介

護予防認知症対応型通所介護

を提供しなければならない。 

 

  （介護予防サービス計画等の

変更の援助） 

第14条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、利用

者が介護予防サービス計画の

変更を希望する場合は、当該

利用者に係る介護予防支援事

業者への連絡その他の必要な

援助を行わなければならな

い。 

（介護予防サービス計画等の

変更の援助） 

第14条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、利用

者が介護予防サービス計画の

変更を希望する場合は、当該

利用者に係る介護予防支援事

業者への連絡その他の必要な

援助を行わなければならな

い。 

（介護予防サービス計画等の

変更の援助） 

第二十条 指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者は、利

用者が介護予防サービス計画

の変更を希望する場合は、当

該利用者に係る介護予防支援

事業者への連絡その他の必要

な援助を行わなければならな

い。 

 

 

  （サービスの提供の記録） 

第15条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型通所介

護を提供した際には、当該指

定介護予防認知症対応型通所

介護の提供日及び内容、当該

指定介護予防認知症対応型通

所介護について法第54条の２

第６項の規定により利用者に

代わって支払を受ける地域密

着型介護予防サービス費の額

その他必要な事項を、利用者

の介護予防サービス計画を記

載した書面又はこれに準じる

書面に記載しなければならな

い。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、指定介護

予防認知症対応型通所介護を

提供した際には、提供した具

体的なサービスの内容等を記

（サービスの提供の記録） 

第15条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型通所介

護を提供した際には、当該指

定介護予防認知症対応型通所

介護の提供日及び内容、当該

指定介護予防認知症対応型通

所介護について法第54条の２

第６項の規定により利用者に

代わって支払を受ける地域密

着型介護予防サービス費の額

その他必要な事項を、利用者

の介護予防サービス計画を記

載した書面又はこれに準じる

書面に記載しなければならな

い。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、指定介護

予防認知症対応型通所介護を

提供した際には、提供した具

体的なサービスの内容等を記

（サービスの提供の記録） 

第二十一条 指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者は、

指定介護予防認知症対応型通

所介護を提供した際には、当

該指定介護予防認知症対応型

通所介護の提供日及び内容、

当該指定介護予防認知症対応

型通所介護について法第五十

四条の二第六項の規定により

利用者に代わって支払を受け

る地域密着型介護予防サービ

ス費の額その他必要な事項

を、利用者の介護予防サービ

ス計画を記載した書面又はこ

れに準ずる書面に記載しなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、指定介護

予防認知症対応型通所介護を

提供した際には、提供した具

体的なサービスの内容等を記

 



福岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例及び同施行規則 

－32/142－ 

録するとともに、利用者から

その記録に係る情報の提供の

申出があった場合には、当該

記録の写しの交付その他適切

な方法により、提供しなけれ

ばならない。 

録するとともに、利用者から

その記録に係る情報の提供の

申出があった場合には、当該

記録の写しの交付その他適切

な方法により、提供しなけれ

ばならない。 

録するとともに、利用者から

の申出があった場合には、文

書の交付その他適切な方法に

より、その情報を利用者に対

して提供しなければならな

い。 

 

  （利用料等の受領） 

第16条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、法定

代理受領サービスに該当する

指定介護予防認知症対応型通

所介護を提供した際には、そ

の利用者から利用料の一部と

して、当該指定介護予防認知

症対応型通所介護に係る地域

密着型介護予防サービス費用

基準額から当該指定介護予防

認知症対応型通所介護事業者

に支払われる地域密着型介護

予防サービス費の額を控除し

て得た額の支払を受けるもの

とする。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、法定代理

受領サービスに該当しない指

定介護予防認知症対応型通所

介護を提供した際にその利用

者から支払を受ける利用料の

額と、指定介護予防認知症対

応型通所介護に係る地域密着

型介護予防サービス費用基準

額との間に、不合理な差額が

生じないようにしなければな

らない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、前２項の

支払を受ける額のほか、次に

掲げる費用の額の支払を利用

（利用料等の受領） 

第16条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、法定

代理受領サービスに該当する

指定介護予防認知症対応型通

所介護を提供した際には、そ

の利用者から利用料の一部と

して、当該指定介護予防認知

症対応型通所介護に係る地域

密着型介護予防サービス費用

基準額から当該指定介護予防

認知症対応型通所介護事業者

に支払われる地域密着型介護

予防サービス費の額を控除し

て得た額の支払を受けるもの

とする。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、法定代理

受領サービスに該当しない指

定介護予防認知症対応型通所

介護を提供した際にその利用

者から支払を受ける利用料の

額と、指定介護予防認知症対

応型通所介護に係る地域密着

型介護予防サービス費用基準

額との間に、不合理な差額が

生じないようにしなければな

らない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、前２項の

支払を受ける額のほか、次に

掲げる費用の額の支払を利用

（利用料等の受領） 

第二十二条 指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者は、

法定代理受領サービスに該当

する指定介護予防認知症対応

型通所介護を提供した際に

は、その利用者から利用料の

一部として、当該指定介護予

防認知症対応型通所介護に係

る地域密着型介護予防サービ

ス費用基準額から当該指定介

護予防認知症対応型通所介護

事業者に支払われる地域密着

型介護予防サービス費の額を

控除して得た額の支払を受け

るものとする。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、法定代理

受領サービスに該当しない指

定介護予防認知症対応型通所

介護を提供した際にその利用

者から支払を受ける利用料の

額と、指定介護予防認知症対

応型通所介護に係る地域密着

型介護予防サービス費用基準

額との間に、不合理な差額が

生じないようにしなければな

らない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、前二項の

支払を受ける額のほか、次の

各号に掲げる費用の額の支払
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者から受けることができる。 

 

⑴ 利用者の選定により通常

の事業の実施地域以外の地

域に居住する利用者に対し

て行う送迎に要する費用 

⑵ 指定介護予防認知症対応

型通所介護に通常要する時

間を超える指定介護予防認

知症対応型通所介護であっ

て利用者の選定に係るもの

の提供に伴い必要となる費

用の範囲内において、通常

の指定介護予防認知症対応

型通所介護に係る地域密着

型介護予防サービス費用基

準額を超える費用 

⑶ 食事の提供に要する費用 

⑷ おむつ代 

⑸ 前各号に掲げるもののほ

か、指定介護予防認知症対

応型通所介護において提供

される便宜のうち、日常生

活においても通常必要とな

るものに係る費用であっ

て、その利用者に負担させ

ることが適当と認められる

費用 

４ 前項第３号に掲げる費用に

ついては、別に厚生労働大臣

が定めるところによるものと

する。 

５ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、第３項の

費用の額に係るサービスの提

供に当たっては、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し、

当該サービスの内容及び費用

について説明を行い、利用者

者から受けることができる。 

 

⑴ 利用者の選定により通常

の事業の実施地域以外の地

域に居住する利用者に対し

て行う送迎に要する費用 

⑵ 指定介護予防認知症対応

型通所介護に通常要する時

間を超える指定介護予防認

知症対応型通所介護であっ

て利用者の選定に係るもの

の提供に伴い必要となる費

用の範囲内において、通常

の指定介護予防認知症対応

型通所介護に係る地域密着

型介護予防サービス費用基

準額を超える費用 

⑶ 食事の提供に要する費用 

⑷ おむつ代 

⑸ 前各号に掲げるもののほ

か、指定介護予防認知症対

応型通所介護において提供

される便宜のうち、日常生

活においても通常必要とな

るものに係る費用であっ

て、その利用者に負担させ

ることが適当と認められる

費用 

４ 前項第３号に掲げる費用に

ついては、別に厚生労働大臣

が定めるところによるものと

する。 

５ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、第３項の

費用の額に係るサービスの提

供に当たっては、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し、

当該サービスの内容及び費用

について説明を行い、利用者

を利用者から受けることがで

きる。 

一 利用者の選定により通常

の事業の実施地域以外の地

域に居住する利用者に対し

て行う送迎に要する費用 

二 指定介護予防認知症対応

型通所介護に通常要する時

間を超える指定介護予防認

知症対応型通所介護であっ

て利用者の選定に係るもの

の提供に伴い必要となる費

用の範囲内において、通常

の指定介護予防認知症対応

型通所介護に係る地域密着

型介護予防サービス費用基

準額を超える費用 

三 食事の提供に要する費用 

四 おむつ代 

五 前各号に掲げるもののほ

か、指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供におい

て提供される便宜のうち、

日常生活においても通常必

要となるものに係る費用で

あって、その利用者に負担

させることが適当と認めら

れる費用 

４ 前項第三号に掲げる費用に

ついては、別に厚生労働大臣

が定めるところによるものと

する。 

５ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、第三項の

費用の額に係るサービスの提

供に当たっては、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し、

当該サービスの内容及び費用

について説明を行い、利用者
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の同意を得なければならな

い。 

の同意を得なければならな

い。 

の同意を得なければならな

い。 

 

  （保険給付の請求のための証

明書の交付） 

第17条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、法定

代理受領サービスに該当しな

い指定介護予防認知症対応型

通所介護に係る利用料の支払

を受けた場合は、提供した指

定介護予防認知症対応型通所

介護の内容、費用の額その他

必要と認められる事項を記載

したサービス提供証明書を利

用者に対して交付しなければ

ならない。 

（保険給付の請求のための証

明書の交付） 

第17条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、法定

代理受領サービスに該当しな

い指定介護予防認知症対応型

通所介護に係る利用料の支払

を受けた場合は、提供した指

定介護予防認知症対応型通所

介護の内容、費用の額その他

必要と認められる事項を記載

したサービス提供証明書を利

用者に対して交付しなければ

ならない。 

（保険給付の請求のための証

明書の交付） 

第二十三条 指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者は、

法定代理受領サービスに該当

しない指定介護予防認知症対

応型通所介護に係る利用料の

支払を受けた場合は、提供し

た指定介護予防認知症対応型

通所介護の内容、費用の額そ

の他必要と認められる事項を

記載したサービス提供証明書

を利用者に対して交付しなけ

ればならない。 

 

 

  （利用者に関する市町村への

通知） 

第18条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型通所介

護を受けている利用者が次の

各号のいずれかに該当する場

合は、遅滞なく、意見を付して

その旨を市町村に通知しなけ

ればならない。 

⑴ 正当な理由なしに指定介

護予防認知症対応型通所介

護の利用に関する指示に従

わないことにより、要支援

状態の程度を増進させたと

認められるとき又は要介護

状態になったと認められる

とき。 

⑵ 偽りその他不正な行為に

よって保険給付を受け、又

は受けようとしたとき。 

（利用者に関する市町村への

通知） 

第18条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型通所介

護を受けている利用者が次の

各号のいずれかに該当する場

合は、遅滞なく、意見を付して

その旨を市町村に通知しなけ

ればならない。 

⑴ 正当な理由なしに指定介

護予防認知症対応型通所介

護の利用に関する指示に従

わないことにより、要支援

状態の程度を増進させたと

認められるとき又は要介護

状態になったと認められる

とき。 

⑵ 偽りその他不正な行為に

よって保険給付を受け、又

は受けようとしたとき。 

（利用者に関する市町村への

通知） 

第二十四条 指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者は、

指定介護予防認知症対応型通

所介護を受けている利用者が

次の各号のいずれかに該当す

る場合は、遅滞なく、意見を付

してその旨を市町村に通知し

なければならない。 

一 正当な理由なしに指定介

護予防認知症対応型通所介

護の利用に関する指示に従

わないことにより、要支援

状態の程度を増進させたと

認められるとき又は要介護

状態になったと認められる

とき。 

二 偽りその他不正な行為に

よって保険給付を受け、又

は受けようとしたとき。 
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（緊急時等の対応） 

第14条 介護予防認知症対応型

通所介護従業者は、現に指定

介護予防認知症対応型通所介

護の提供を行っているときに

利用者に病状の急変が生じた

場合その他必要な場合は、速

やかに主治の医師への連絡を

行う等の必要な措置を講じな

ければならない。 

 

（緊急時等の対応） 

第14条 介護予防認知症対応型

通所介護従業者は、現に指定

介護予防認知症対応型通所介

護の提供を行っているときに

利用者に病状の急変が生じた

場合その他必要な場合は、速

やかに主治の医師への連絡を

行う等の必要な措置を講じな

ければならない。 

 

  （緊急時等の対応） 

第二十五条 介護予防認知症対

応型通所介護従業者は、現に

指定介護予防認知症対応型通

所介護の提供を行っていると

きに利用者に病状の急変が生

じた場合その他必要な場合

は、速やかに主治の医師への

連絡を行う等の必要な措置を

講じなければならない。 

 

 

（管理者の責務） 

第15条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所（単独型・

併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所又は共用

型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所をいう。以下

同じ。）の管理者は、指定介護

予防認知症対応型通所介護事

業所の従業者の管理及び指定

介護予防認知症対応型通所介

護の利用の申込みに係る調

整、業務の実施状況の把握そ

の他の管理を一元的に行うも

のとする。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所の管理者は、

当該指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の従業者に

この節及びこの条例の規定に

基づく規則の規定（指定介護

予防認知症対応型通所介護の

運営の基準に係る規定に限

る。）を遵守させるため必要な

指揮命令を行うものとする。 

 

（管理者の責務） 

第15条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所（単独型・

併設型指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所又は共用

型指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所をいう。以下

同じ。）の管理者は、指定介護

予防認知症対応型通所介護事

業所の従業者の管理及び指定

介護予防認知症対応型通所介

護の利用の申込みに係る調

整、業務の実施状況の把握そ

の他の管理を一元的に行うも

のとする。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所の管理者は、

当該指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の従業者に

この節及びこの条例の規定に

基づく規則の規定（指定介護

予防認知症対応型通所介護の

運営の基準に係る規定に限

る。）を遵守させるため必要な

指揮命令を行うものとする。 

 

  （管理者の責務） 

第二十六条 指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所の管

理者（第六条又は第十条の管

理者をいう。以下この条及び

第四十二条において同じ。）

は、指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の従業者の

管理及び指定介護予防認知症

対応型通所介護の利用の申込

みに係る調整、業務の実施状

況の把握その他の管理を一元

的に行うものとする。 

 

 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所の管理者は、

当該指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の従業者に

この節の規定を遵守させるた

め必要な指揮命令を行うもの

とする。 

 

  （運営規程） （運営規程） （運営規程）  
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第19条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型通所介

護事業所ごとに、次に掲げる

事項に関する運営規程を定め

ておかなければならない。 

 

 

 

⑴ 事業の目的及び運営の方

針 

⑵ 従業者の職種、員数及び

職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定介護予防認知症対応

型通所介護の利用定員の数

（第３条第４項又は条例第

10 条第１項の利用定員の数

をいう。第 21条において同

じ。） 

⑸ 指定介護予防認知症対応

型通所介護の内容及び利用

料その他の費用の額 

⑹ 通常の事業の実施地域 

⑺ サービス利用に当たって

の留意事項 

⑻ 緊急時等における対応方

法 

⑼ 非常災害対策 

⑽ 虐待の防止のための措置

に関する事項 

⑾ その他運営に関する重要

事項 

第19条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型通所介

護事業所ごとに、次に掲げる

事項に関する運営規程を定め

ておかなければならない。 

 

 

 

⑴ 事業の目的及び運営の方

針 

⑵ 従業者の職種、員数及び

職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定介護予防認知症対応

型通所介護の利用定員の数

（第３条第４項又は条例第

10 条第１項の利用定員の数

をいう。第 21条において同

じ。） 

⑸ 指定介護予防認知症対応

型通所介護の内容及び利用

料その他の費用の額 

⑹ 通常の事業の実施地域 

⑺ サービス利用に当たって

の留意事項 

⑻ 緊急時等における対応方

法 

⑼ 非常災害対策 

⑽ 虐待の防止のための措置

に関する事項 

⑾ その他運営に関する重要

事項 

第二十七条 指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者は、

指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所ごとに、次に掲

げる事業の運営についての重

要事項に関する規程（以下こ

の章において「運営規程」とい

う。）を定めておかなければな

らない。 

一 事業の目的及び運営の方

針 

二 従業者の職種、員数及び

職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定介護予防認知症対応

型通所介護の利用定員（第

五条第二項又は第九条第一

項の利用定員をいう。第二

十九条において同じ。） 

 

五 指定介護予防認知症対応

型通所介護の内容及び利用

料その他の費用の額 

六 通常の事業の実施地域 

七 サービス利用に当たって

の留意事項 

八 緊急時等における対応方

法 

九 非常災害対策 

十 虐待の防止のための措置

に関する事項 

十一 その他運営に関する重

要事項 

 

  （勤務体制の確保等） 

第20条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、利用

者に対し適切な指定介護予防

認知症対応型通所介護を提供

（勤務体制の確保等） 

第20条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、利用

者に対し適切な指定介護予防

認知症対応型通所介護を提供

（勤務体制の確保等） 

第二十八条 指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者は、

利用者に対し適切な指定介護

予防認知症対応型通所介護を
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できるよう、指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所ご

とに、従業者の勤務の体制を

定めておかなければならな

い。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、指定介護

予防認知症対応型通所介護事

業所ごとに、当該指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

所の従業者によって指定介護

予防認知症対応型通所介護を

提供しなければならない。た

だし、利用者の処遇に直接影

響を及ぼさない業務について

は、この限りでない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、介護予防

認知症対応型通所介護従業者

の具体的な研修計画を策定す

るとともに、介護予防認知症

対応型通所介護従業者に対

し、研修機関又は当該指定介

護予防認知症対応型通所介護

事業者が実施する研修その他

その資質の向上のための研修

の機会を確保しなければなら

ない。その際、当該指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

者は、全ての介護予防認知症

対応型通所介護従業者（看護

師、准看護師、介護福祉士、介

護支援専門員、法第８条第２

項に規定する政令で定める者

等の資格を有する者その他こ

れに類する者を除く。）に対

し、認知症介護に係る基礎的

な研修を受講させるために必

要な措置を講じなければなら

できるよう、指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所ご

とに、従業者の勤務の体制を

定めておかなければならな

い。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、指定介護

予防認知症対応型通所介護事

業所ごとに、当該指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

所の従業者によって指定介護

予防認知症対応型通所介護を

提供しなければならない。た

だし、利用者の処遇に直接影

響を及ぼさない業務について

は、この限りでない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、介護予防

認知症対応型通所介護従業者

の具体的な研修計画を策定す

るとともに、介護予防認知症

対応型通所介護従業者に対

し、研修機関又は当該指定介

護予防認知症対応型通所介護

事業者が実施する研修その他

その資質の向上のための研修

の機会を確保しなければなら

ない。その際、当該指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

者は、全ての介護予防認知症

対応型通所介護従業者（看護

師、准看護師、介護福祉士、介

護支援専門員、法第８条第２

項に規定する政令で定める者

等の資格を有する者その他こ

れに類する者を除く。）に対

し、認知症介護に係る基礎的

な研修を受講させるために必

要な措置を講じなければなら

提供できるよう、指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

所ごとに従業者の勤務の体制

を定めておかなければならな

い。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、指定介護

予防認知症対応型通所介護事

業所ごとに、当該指定介護予

防認知症対応型通所介護事業

所の従業者によって指定介護

予防認知症対応型通所介護を

提供しなければならない。た

だし、利用者の処遇に直接影

響を及ぼさない業務について

は、この限りでない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、介護予防

認知症対応型通所介護従業者

の資質の向上のために、その

研修の機会を確保しなければ

ならない。その際、当該指定介

護予防認知症対応型通所介護

事業者は、全ての介護予防認

知症対応型通所介護従業者

（看護師、准看護師、介護福祉

士、介護支援専門員、法第八条

第二項に規定する政令で定め

る者等の資格を有する者その

他これに類する者を除く。）に

対し、認知症介護に係る基礎

的な研修を受講させるために

必要な措置を講じなければな

らない。 
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ない。 

４ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、利用者の

人権の擁護、高齢者虐待（高齢

者虐待の防止、高齢者の養護

者に対する支援等に関する法

律（平成 17年法律第 124号）

第２条第５項に規定する養介

護施設従事者等による高齢者

虐待をいう。以下同じ。）の防

止等のため、介護予防認知症

対応型通所介護従業者に対

し、研修の実施その他必要な

措置を講じなければならな

い。 

５ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、適切な指

定介護予防認知症対応型通所

介護の提供を確保する観点か

ら、職場において行われる性

的な言動又は優越的な関係を

背景とした言動であって業務

上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより介護予防認知症

対応型通所介護従業者の就業

環境が害されることを防止す

るための方針の明確化等の必

要な措置を講じなければなら

ない。 

ない。 

４ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、利用者の

人権の擁護、高齢者虐待（高齢

者虐待の防止、高齢者の養護

者に対する支援等に関する法

律（平成 17年法律第 124号）

第２条第５項に規定する養介

護施設従事者等による高齢者

虐待をいう。以下同じ。）の防

止等のため、介護予防認知症

対応型通所介護従業者に対

し、研修の実施その他必要な

措置を講じなければならな

い。 

５ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、適切な指

定介護予防認知症対応型通所

介護の提供を確保する観点か

ら、職場において行われる性

的な言動又は優越的な関係を

背景とした言動であって業務

上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより介護予防認知症

対応型通所介護従業者の就業

環境が害されることを防止す

るための方針の明確化等の必

要な措置を講じなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、適切な指

定介護予防認知症対応型通所

介護の提供を確保する観点か

ら、職場において行われる性

的な言動又は優越的な関係を

背景とした言動であって業務

上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより介護予防認知症

対応型通所介護従業者の就業

環境が害されることを防止す

るための方針の明確化等の必

要な措置を講じなければなら

ない。 

 

  （業務継続計画の策定等） 

第20条の２ 指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者は、

感染症や非常災害の発生時に

おいて、利用者に対する指定

介護予防認知症対応型通所介

護の提供を継続的に実施する

ための、及び非常時の体制で

早期の業務再開を図るための

（業務継続計画の策定等） 

第20条の２ 指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者は、

感染症や非常災害の発生時に

おいて、利用者に対する指定

介護予防認知症対応型通所介

護の提供を継続的に実施する

ための、及び非常時の体制で

早期の業務再開を図るための

（業務継続計画の策定等） 

第二十八条の二 指定介護予防

認知症対応型通所介護事業者

は、感染症や非常災害の発生

時において、利用者に対する

指定介護予防認知症対応型通

所介護の提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体

制で早期の業務再開を図るた
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計画（以下「業務継続計画」と

いう。）を策定し、当該業務継

続計画に従い必要な措置を講

じなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、介護予防

認知症対応型通所介護従業者

に対し、業務継続計画につい

て周知するとともに、必要な

研修及び訓練を定期的に実施

しなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、定期的に

業務継続計画の見直しを行

い、必要に応じて業務継続計

画の変更を行うものとする。 

 

計画（以下「業務継続計画」と

いう。）を策定し、当該業務継

続計画に従い必要な措置を講

じなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、介護予防

認知症対応型通所介護従業者

に対し、業務継続計画につい

て周知するとともに、必要な

研修及び訓練を定期的に実施

しなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、定期的に

業務継続計画の見直しを行

い、必要に応じて業務継続計

画の変更を行うものとする。 

 

めの計画（以下「業務継続計

画」という。）を策定し、当該

業務継続計画に従い必要な措

置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、介護予防

認知症対応型通所介護従業者

に対し、業務継続計画につい

て周知するとともに、必要な

研修及び訓練を定期的に実施

しなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、定期的に

業務継続計画の見直しを行

い、必要に応じて業務継続計

画の変更を行うものとする。 

  （定員の遵守） 

第21条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、利用

定員の数を超えて指定介護予

防認知症対応型通所介護の提

供を行ってはならない。ただ

し、災害その他のやむを得な

い事情がある場合は、この限

りでない。 

（定員の遵守） 

第21条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、利用

定員の数を超えて指定介護予

防認知症対応型通所介護の提

供を行ってはならない。ただ

し、災害その他のやむを得な

い事情がある場合は、この限

りでない。 

（定員の遵守） 

第二十九条 指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者は、

利用定員を超えて指定介護予

防認知症対応型通所介護の提

供を行ってはならない。ただ

し、災害その他のやむを得な

い事情がある場合は、この限

りでない。 

 

 

（非常災害対策） 

第16条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、非常

災害に関する具体的計画を立

て、非常災害時の関係機関へ

の通報及び連携体制を整備

し、それらを定期的に従業者

に周知するとともに、定期的

に避難、救出その他の必要な

訓練を行わなければならな

い。 

２ 指定介護予防認知症対応型

（非常災害対策） 

第16条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、非常

災害に関する具体的計画を立

て、非常災害時の関係機関へ

の通報及び連携体制を整備

し、それらを定期的に従業者

に周知するとともに、定期的

に避難、救出その他の必要な

訓練を行わなければならな

い。 

２ 指定介護予防認知症対応型

  （非常災害対策） 

第三十条 指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者は、非

常災害に関する具体的計画を

立て、非常災害時の関係機関

への通報及び連携体制を整備

し、それらを定期的に従業者

に周知するとともに、定期的

に避難、救出その他必要な訓

練を行わなければならない。 
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通所介護事業者は、前項に規

定する具体的計画を立てる際

には、想定される非常災害の

種類及び規模に応じ、それぞ

れ立てるよう努めなければな

らない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、第１項に

規定する訓練の実施に当たっ

て、地域住民の参加が得られ

るよう連携に努めなければな

らない。 

 

通所介護事業者は、前項に規

定する具体的計画を立てる際

には、想定される非常災害の

種類及び規模に応じ、それぞ

れ立てるよう努めなければな

らない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、第１項に

規定する訓練の実施に当たっ

て、地域住民の参加が得られ

るよう連携に努めなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、前項に規

定する訓練の実施に当たっ

て、地域住民の参加が得られ

るよう連携に努めなければな

らない。 

  （衛生管理等） 

第22条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、利用

者の使用する施設、食器その

他の設備又は飲用に供する水

について、衛生的な管理に努

め、又は衛生上必要な措置を

講じなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、その指定

介護予防認知症対応型通所介

護事業所において感染症が発

生し、又はまん延しないよう

に、次に掲げる措置を講じな

ければならない。 

⑴ 当該指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所にお

ける感染症の予防及びまん

延の防止のための対策を検

討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）をお

おむね６月に１回以上開催

するとともに、その結果に

ついて、介護予防認知症対

応型通所介護従業者に周知

（衛生管理等） 

第22条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、利用

者の使用する施設、食器その

他の設備又は飲用に供する水

について、衛生的な管理に努

め、又は衛生上必要な措置を

講じなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、その指定

介護予防認知症対応型通所介

護事業所において感染症が発

生し、又はまん延しないよう

に、次に掲げる措置を講じな

ければならない。 

⑴ 当該指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所にお

ける感染症の予防及びまん

延の防止のための対策を検

討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）をお

おむね６月に１回以上開催

するとともに、その結果に

ついて、介護予防認知症対

応型通所介護従業者に周知

（衛生管理等） 

第三十一条 指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者は、

利用者の使用する施設、食器

その他の設備又は飲用に供す

る水について、衛生的な管理

に努め、又は衛生上必要な措

置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、当該指定

介護予防認知症対応型通所介

護事業所において感染症が発

生し、又はまん延しないよう

に、次の各号に掲げる措置を

講じなければならない。 

一 当該指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所にお

ける感染症の予防及びまん

延の防止のための対策を検

討する委員会（テレビ電話

装置その他の情報通信機器

（以下「テレビ電話装置等」

という。）を活用して行うこ

とができるものとする。）を

おおむね六月に一回以上開

催するとともに、その結果
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徹底を図ること。 

 

 

⑵ 当該指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所にお

ける感染症の予防及びまん

延の防止のための指針を整

備すること。 

⑶ 当該指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所にお

いて、介護予防認知症対応

型通所介護従業者に対し、

感染症の予防及びまん延の

防止のための研修及び訓練

を定期的に実施すること。 

 

徹底を図ること。 

 

 

⑵ 当該指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所にお

ける感染症の予防及びまん

延の防止のための指針を整

備すること。 

⑶ 当該指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所にお

いて、介護予防認知症対応

型通所介護従業者に対し、

感染症の予防及びまん延の

防止のための研修及び訓練

を定期的に実施すること。 

 

について、介護予防認知症

対応型通所介護従業者に周

知徹底を図ること。 

二 当該指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所にお

ける感染症の予防及びまん

延の防止のための指針を整

備すること。 

三 当該指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所にお

いて、介護予防認知症対応

型通所介護従業者に対し、

感染症の予防及びまん延の

防止のための研修及び訓練

を定期的に実施すること。 

 

  （掲示） 

第23条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型通所介

護事業所の見やすい場所に、

運営規程の概要、介護予防認

知症対応型通所介護従業者の

勤務の体制その他の利用申込

者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項を掲示

し、又は縦覧に供さなければ

ならない。 

 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、前項に規

定する事項を記載した書面を

その指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所に備え付

け、かつ、これをいつでも関係

者に自由に閲覧させることに

より、同項の規定による掲示

に代えることができる。 

（新設） 

（掲示） 

第23条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型通所介

護事業所の見やすい場所に、

運営規程の概要、介護予防認

知症対応型通所介護従業者の

勤務の体制その他の利用申込

者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項（以下

この条において単に「重要事

項」という。）を掲示しなけれ

ばならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、重要事項

を記載した書面を当該指定介

護予防認知症対応型通所介護

事業所に備え付け、かつ、これ

をいつでも関係者に自由に閲

覧させることにより、前項の

規定による掲示に代えること

ができる。 

３ 指定介護予防認知症対応型

（掲示） 

第三十二条 指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者は、

指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所の見やすい場所

に、運営規程の概要、介護予防

認知症対応型通所介護従業者

の勤務の体制その他の利用申

込者のサービスの選択に資す

ると認められる重要事項を掲

示しなければならない。 

 

 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、前項に規

定する事項を記載した書面を

当該指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所に備え付

け、かつ、これをいつでも関係

者に自由に閲覧させることに

より、同項の規定による掲示

に代えることができる。 

（新設） 

（掲示） 

第三十二条 指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者は、

指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所の見やすい場所

に、運営規程の概要、介護予

防認知症対応型通所介護従業

者の勤務の体制その他の利用

申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項（

以下この条において単に「重

要事項」という。）を掲示し

なければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、重要事項

を記載した書面を当該指定介

護予防認知症対応型通所介護

事業所に備え付け、かつ、こ

れをいつでも関係者に自由に

閲覧させることにより、前項

の規定による掲示に代えるこ

とができる。 

３ 指定介護予防認知症対応
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通所介護事業者は、原則とし

て、重要事項をウェブサイト

に掲載しなければならない。 

 

 

 

 

型通所介護事業者は、原則と

して、重要事項をウェブサイ

トに掲載しなければならな

い。 

（秘密保持等） 

第17条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所の従業者

は、正当な理由がなく、その業

務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を漏らしてはなら

ない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、当該指定

介護予防認知症対応型通所介

護事業所の従業者であった者

が、正当な理由がなく、その業

務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を漏らすことがな

いよう、必要な措置を講じな

ければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、サービス

担当者会議（福岡市指定介護

予防支援等の事業の人員及び

運営等の基準等を定める条例

（平成 26 年福岡市条例第 28

号）第 12条第３項に規定する

サービス担当者会議をいう。）

等において、利用者の個人情

報を用いる場合は利用者の同

意を、利用者の家族の個人情

報を用いる場合は当該家族の

同意を、あらかじめ文書によ

り得ておかなければならな

い。 

 

（秘密保持等） 

第17条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所の従業者

は、正当な理由がなく、その業

務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を漏らしてはなら

ない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、当該指定

介護予防認知症対応型通所介

護事業所の従業者であった者

が、正当な理由がなく、その業

務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を漏らすことがな

いよう、必要な措置を講じな

ければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、サービス

担当者会議（福岡市指定介護

予防支援等の事業の人員及び

運営等の基準等を定める条例

（平成 26 年福岡市条例第 28

号）第 12条第３項に規定する

サービス担当者会議をいう。）

等において、利用者の個人情

報を用いる場合は利用者の同

意を、利用者の家族の個人情

報を用いる場合は当該家族の

同意を、あらかじめ文書によ

り得ておかなければならな

い。 

 

  （秘密保持等） 

第三十三条 指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所の従

業者は、正当な理由がなく、そ

の業務上知り得た利用者又は

その家族の秘密を漏らしては

ならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、当該指定

介護予防認知症対応型通所介

護事業所の従業者であった者

が、正当な理由がなく、その業

務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を漏らすことがな

いよう、必要な措置を講じな

ければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、サービス

担当者会議等において、利用

者の個人情報を用いる場合は

利用者の同意を、利用者の家

族の個人情報を用いる場合は

当該家族の同意を、あらかじ

め文書により得ておかなけれ

ばならない。 

 

  （広告） 

第24条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、指定

（広告） 

第24条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、指定

（広告） 

第三十四条 指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者は、
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介護予防認知症対応型通所介

護事業所について広告をする

場合においては、その内容が

虚偽又は誇大なものとしては

ならない。 

介護予防認知症対応型通所介

護事業所について広告をする

場合においては、その内容が

虚偽又は誇大なものとしては

ならない。 

指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所について広告を

する場合においては、その内

容が虚偽又は誇大なものとし

てはならない。 

 

  （介護予防支援事業者に対す

る利益供与の禁止） 

第25条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、介護

予防支援事業者又はその従業

者に対し、利用者に特定の事

業者によるサービスを利用さ

せることの対償として、金品

その他の財産上の利益を供与

してはならない。 

（介護予防支援事業者に対す

る利益供与の禁止） 

第25条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、介護

予防支援事業者又はその従業

者に対し、利用者に特定の事

業者によるサービスを利用さ

せることの対償として、金品

その他の財産上の利益を供与

してはならない。 

（介護予防支援事業者に対す

る利益供与の禁止） 

第三十五条 指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者は、

介護予防支援事業者又はその

従業者に対し、利用者に特定

の事業者によるサービスを利

用させることの対償として、

金品その他の財産上の利益を

供与してはならない。 

 

 

（苦情処理） 

第18条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、提供

した指定介護予防認知症対応

型通所介護に係る利用者及び

その家族からの苦情に迅速か

つ適切に対応するために、苦

情を受け付けるための窓口を

設置する等の必要な措置を講

じなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、前項の苦

情を受け付けた場合には、当

該苦情の内容等を記録しなけ

ればならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、提供した

指定介護予防認知症対応型通

所介護に関し、法第 23条の規

定により市町村が行う文書そ

の他の物件の提出若しくは提

示の求め又は当該市町村の職

（苦情処理） 

第18条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、提供

した指定介護予防認知症対応

型通所介護に係る利用者及び

その家族からの苦情に迅速か

つ適切に対応するために、苦

情を受け付けるための窓口を

設置する等の必要な措置を講

じなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、前項の苦

情を受け付けた場合には、当

該苦情の内容等を記録しなけ

ればならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、提供した

指定介護予防認知症対応型通

所介護に関し、法第 23条の規

定により市町村が行う文書そ

の他の物件の提出若しくは提

示の求め又は当該市町村の職

  （苦情処理） 

第三十六条 指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者は、

提供した指定介護予防認知症

対応型通所介護に係る利用者

及びその家族からの苦情に迅

速かつ適切に対応するため

に、苦情を受け付けるための

窓口を設置する等の必要な措

置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、前項の苦

情を受け付けた場合には、当

該苦情の内容等を記録しなけ

ればならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、提供した

指定介護予防認知症対応型通

所介護に関し、法第二十三条

の規定により市町村が行う文

書その他の物件の提出若しく

は提示の求め又は当該市町村

 



福岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例及び同施行規則 

－44/142－ 

員からの質問若しくは照会に

応じ、及び利用者からの苦情

に関して市町村が行う調査に

協力するとともに、市町村か

ら指導又は助言を受けた場合

においては、当該指導又は助

言に従って必要な改善を行わ

なければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、市町村か

らの求めがあった場合には、

前項の改善の内容を市町村に

報告しなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、提供した

指定介護予防認知症対応型通

所介護に係る利用者からの苦

情に関して国民健康保険団体

連合会（国民健康保険法（昭和

33 年法律第 192 号）第 45 条

第５項に規定する国民健康保

険団体連合会をいう。以下同

じ。）が行う法第 176条第１項

第３号の調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合

会から同号の指導又は助言を

受けた場合においては、当該

指導又は助言に従って必要な

改善を行わなければならな

い。 

６ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、国民健康

保険団体連合会からの求めが

あった場合には、前項の改善

の内容を国民健康保険団体連

合会に報告しなければならな

い。 

 

員からの質問若しくは照会に

応じ、及び利用者からの苦情

に関して市町村が行う調査に

協力するとともに、市町村か

ら指導又は助言を受けた場合

においては、当該指導又は助

言に従って必要な改善を行わ

なければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、市町村か

らの求めがあった場合には、

前項の改善の内容を市町村に

報告しなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、提供した

指定介護予防認知症対応型通

所介護に係る利用者からの苦

情に関して国民健康保険団体

連合会（国民健康保険法（昭和

33 年法律第 192 号）第 45 条

第５項に規定する国民健康保

険団体連合会をいう。以下同

じ。）が行う法第 176 条第１項

第３号の調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合

会から同号の指導又は助言を

受けた場合においては、当該

指導又は助言に従って必要な

改善を行わなければならな

い。 

６ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、国民健康

保険団体連合会からの求めが

あった場合には、前項の改善

の内容を国民健康保険団体連

合会に報告しなければならな

い。 

 

の職員からの質問若しくは照

会に応じ、及び利用者からの

苦情に関して市町村が行う調

査に協力するとともに、市町

村から指導又は助言を受けた

場合においては、当該指導又

は助言に従って必要な改善を

行わなければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、市町村か

らの求めがあった場合には、

前項の改善の内容を市町村に

報告しなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、提供した

指定介護予防認知症対応型通

所介護に係る利用者からの苦

情に関して国民健康保険団体

連合会（国民健康保険法（昭和

三十三年法律第百九十二号）

第四十五条第五項に規定する

国民健康保険団体連合会をい

う。以下同じ。）が行う法第百

七十六条第一項第三号の調査

に協力するとともに、国民健

康保険団体連合会から同号の

指導又は助言を受けた場合に

おいては、当該指導又は助言

に従って必要な改善を行わな

ければならない。 

６ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、国民健康

保険団体連合会からの求めが

あった場合には、前項の改善

の内容を国民健康保険団体連

合会に報告しなければならな

い。 

 

（事故発生時の対応） （事故発生時の対応）   （事故発生時の対応）  
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第19条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、利用

者に対する指定介護予防認知

症対応型通所介護の提供によ

り事故が発生した場合は、速

やかに市町村、当該利用者の

家族、当該利用者に係る介護

予防支援事業者等に連絡を行

うとともに、必要な措置を講

じなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、前項の事

故の状況及び事故に際して採

った処置について記録しなけ

ればならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、利用者に

対する指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供により賠

償すべき事故が発生した場合

は、損害賠償を速やかに行わ

なければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、第８条第

１項に定める設備を利用し、

夜間及び深夜に、単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型

通所介護以外のサービスを提

供したことにより事故が発生

した場合は、第１項及び第２

項の規定に準じた必要な措置

を講じなければならない。 

 

第19条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、利用

者に対する指定介護予防認知

症対応型通所介護の提供によ

り事故が発生した場合は、速

やかに市町村、当該利用者の

家族、当該利用者に係る介護

予防支援事業者等に連絡を行

うとともに、必要な措置を講

じなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、前項の事

故の状況及び事故に際して採

った処置について記録しなけ

ればならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、利用者に

対する指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供により賠

償すべき事故が発生した場合

は、損害賠償を速やかに行わ

なければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、第８条第

１項に定める設備を利用し、

夜間及び深夜に、単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型

通所介護以外のサービスを提

供したことにより事故が発生

した場合は、第１項及び第２

項の規定に準じた必要な措置

を講じなければならない。 

 

第三十七条 指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者は、

利用者に対する指定介護予防

認知症対応型通所介護の提供

により事故が発生した場合

は、市町村、当該利用者の家

族、当該利用者に係る介護予

防支援事業者等に連絡を行う

とともに、必要な措置を講じ

なければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、前項の事

故の状況及び事故に際して採

った処置について記録しなけ

ればならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、利用者に

対する指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供により賠

償すべき事故が発生した場合

は、損害賠償を速やかに行わ

なければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、第七条第

四項の単独型・併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護

以外のサービスの提供により

事故が発生した場合は、第一

項及び第二項の規定に準じた

必要な措置を講じなければな

らない。 

（虐待の防止） 

第19条の２ 指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者は、

その指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所における虐

待の発生又はその再発を防止

（虐待の防止） 

第19条の２ 指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者は、

その指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所における虐

待の発生又はその再発を防止

  （虐待の防止） 

第三十七条の二 指定介護予防

認知症対応型通所介護事業者

は、虐待の発生又はその再発

を防止するため、次の各号に

掲げる措置を講じなければな
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するため、次に掲げる措置を

講じなければならない。 

⑴ 当該指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所にお

ける虐待の防止のための対

策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置その他の情報通

信機器（以下「テレビ電話装

置等」という。）を活用して

行うことができるものとす

る。）を定期的に開催すると

ともに、その結果について、

介護予防認知症対応型通所

介護従業者に周知徹底を図

ること。 

⑵ 当該指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所にお

ける虐待の防止のための指

針を整備すること。 

⑶ 当該指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所にお

いて、介護予防認知症対応

型通所介護従業者に対し、

虐待の防止のための研修を

定期的に実施すること。 

⑷ 前３号に掲げる措置を適

切に実施するための担当者

を置くこと。 

 

するため、次に掲げる措置を

講じなければならない。 

⑴ 当該指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所にお

ける虐待の防止のための対

策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置その他の情報通

信機器（以下「テレビ電話装

置等」という。）を活用して

行うことができるものとす

る。）を定期的に開催すると

ともに、その結果について、

介護予防認知症対応型通所

介護従業者に周知徹底を図

ること。 

⑵ 当該指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所にお

ける虐待の防止のための指

針を整備すること。 

⑶ 当該指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所にお

いて、介護予防認知症対応

型通所介護従業者に対し、

虐待の防止のための研修を

定期的に実施すること。 

⑷ 前３号に掲げる措置を適

切に実施するための担当者

を置くこと。 

 

らない。 

 

一 当該指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所にお

ける虐待の防止のための対

策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行

うことができるものとす

る。）を定期的に開催すると

ともに、その結果について、

介護予防認知症対応型通所

介護従業者に周知徹底を図

ること。 

 

 

二 当該指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所にお

ける虐待の防止のための指

針を整備すること。 

三 当該指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所にお

いて、介護予防認知症対応

型通所介護従業者に対し、

虐待の防止のための研修を

定期的に実施すること。 

四 前三号に掲げる措置を適

切に実施するための担当者

を置くこと。 

 

  （会計の区分） 

第26条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型通所介

護事業所ごとに経理を区分す

るとともに、指定介護予防認

知症対応型通所介護の事業の

会計とその他の事業の会計を

区分しなければならない。 

（会計の区分） 

第26条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型通所介

護事業所ごとに経理を区分す

るとともに、指定介護予防認

知症対応型通所介護の事業の

会計とその他の事業の会計を

区分しなければならない。 

（会計の区分） 

第三十八条 指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者は、

指定介護予防認知症対応型通

所介護事業所ごとに経理を区

分するとともに、指定介護予

防認知症対応型通所介護の事

業の会計とその他の事業の会

計を区分しなければならな

い。 
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  （地域との連携等） 

第27条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型通所介

護の提供に当たっては、利用

者、利用者の家族、地域住民の

代表者、指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所が所在

する市町村の職員又は当該指

定介護予防認知症対応型通所

介護事業所が所在する区域を

管轄する法第 115条の 46第１

項に規定する地域包括支援セ

ンターの職員、介護予防認知

症対応型通所介護について知

見を有する者等により構成さ

れる協議会（以下この項にお

いて「運営推進会議」という。）

を設置し、概ね６月に１回以

上、運営推進会議に対し活動

状況を報告し、運営推進会議

による評価を受けるととも

に、運営推進会議から必要な

要望、助言等を聴く機会を設

けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、前項の報

告、評価、要望、助言等につい

（地域との連携等） 

第27条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型通所介

護の提供に当たっては、利用

者、利用者の家族、地域住民の

代表者、指定介護予防認知症

対応型通所介護事業所が所在

する市町村の職員又は当該指

定介護予防認知症対応型通所

介護事業所が所在する区域を

管轄する法第 115条の 46第１

項に規定する地域包括支援セ

ンターの職員、介護予防認知

症対応型通所介護について知

見を有する者等により構成さ

れる協議会（以下この項にお

いて「運営推進会議」という。）

を設置し、概ね６月に１回以

上、運営推進会議に対し活動

状況を報告し、運営推進会議

による評価を受けるととも

に、運営推進会議から必要な

要望、助言等を聴く機会を設

けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、前項の報

告、評価、要望、助言等につい

（地域との連携等） 

第三十九条 指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者は、

指定介護予防認知症対応型通

所介護の提供に当たっては、

利用者、利用者の家族、地域住

民の代表者、指定介護予防認

知症対応型通所介護事業所が

所在する市町村の職員又は当

該指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所が所在する区

域を管轄する法第百十五条の

四十六第一項に規定する地域

包括支援センターの職員、介

護予防認知症対応型通所介護

について知見を有する者等に

より構成される協議会（テレ

ビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。た

だし、利用者又はその家族（以

下この項及び第四十九条にお

いて「利用者等」という。）が

参加する場合にあっては、テ

レビ電話装置等の活用につい

て当該利用者等の同意を得な

ければならない。）（以下この

項において「運営推進会議」と

いう。）を設置し、おおむね六

月に一回以上、運営推進会議

に対し活動状況を報告し、運

営推進会議による評価を受け

るとともに、運営推進会議か

ら必要な要望、助言等を聞く

機会を設けなければならな

い。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、前項の報

告、評価、要望、助言等につい
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ての記録を作成するととも

に、当該記録を公表しなけれ

ばならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、その事業

の運営に当たっては、地域住

民又はその自発的な活動等と

の連携及び協力を行う等の地

域との交流を図らなければな

らない。 

４ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、その事業

の運営に当たっては、提供し

た指定介護予防認知症対応型

通所介護に関する利用者から

の苦情に関して、市町村等が

派遣する者が相談及び援助を

行う事業その他の市町村が実

施する事業に協力するよう努

めなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、指定介護

予防認知症対応型通所介護事

業所の所在する建物と同一の

建物に居住する利用者に対し

て指定介護予防認知症対応型

通所介護を提供する場合に

は、当該建物に居住する利用

者以外の者に対しても指定介

護予防認知症対応型通所介護

の提供を行うよう努めなけれ

ばならない。 

 

ての記録を作成するととも

に、当該記録を公表しなけれ

ばならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、その事業

の運営に当たっては、地域住

民又はその自発的な活動等と

の連携及び協力を行う等の地

域との交流を図らなければな

らない。 

４ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、その事業

の運営に当たっては、提供し

た指定介護予防認知症対応型

通所介護に関する利用者から

の苦情に関して、市町村等が

派遣する者が相談及び援助を

行う事業その他の市町村が実

施する事業に協力するよう努

めなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、指定介護

予防認知症対応型通所介護事

業所の所在する建物と同一の

建物に居住する利用者に対し

て指定介護予防認知症対応型

通所介護を提供する場合に

は、当該建物に居住する利用

者以外の者に対しても指定介

護予防認知症対応型通所介護

の提供を行うよう努めなけれ

ばならない。 

 

ての記録を作成するととも

に、当該記録を公表しなけれ

ばならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、その事業

の運営に当たっては、地域住

民又はその自発的な活動等と

の連携及び協力を行う等の地

域との交流を図らなければな

らない。 

４ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、その事業

の運営に当たっては、提供し

た指定介護予防認知症対応型

通所介護に関する利用者から

の苦情に関して、市町村等が

派遣する者が相談及び援助を

行う事業その他の市町村が実

施する事業に協力するよう努

めなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、指定介護

予防認知症対応型通所介護事

業所の所在する建物と同一の

建物に居住する利用者に対し

て指定介護予防認知症対応型

通所介護を提供する場合に

は、当該建物に居住する利用

者以外の者に対しても指定介

護予防認知症対応型通所介護

の提供を行うよう努めなけれ

ばならない。 

 

  （記録の整備） 

第28条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、従業

者、設備、備品及び会計に関す

る諸記録を整備しておかなけ

ればならない。 

（記録の整備） 

第28条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者は、従業

者、設備、備品及び会計に関す

る諸記録を整備しておかなけ

ればならない。 

（記録の整備） 

第四十条 指定介護予防認知症

対応型通所介護事業者は、従

業者、設備、備品及び会計に関

する諸記録を整備しておかな

ければならない。 

（記録の整備） 

第四十条 （略） 
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２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、利用者に

対する指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から５年間保存し

なければならない。 

⑴ 介護予防認知症対応型通

所介護計画 

⑵ 第 15条第２項に規定する

提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

（新設） 

 

 

 

 

 

⑶ 第 18条に規定する市町村

への通知に係る記録 

⑷ 条例第 18条第２項に規定

する苦情の内容等の記録 

⑸ 条例第 19条第２項に規定

する事故の状況及び事故に

際して採った処置について

の記録 

⑹ 前条第２項に規定する報

告、評価、要望、助言等の記

録 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、利用者に

対する指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供に関する

次に掲げる記録を整備し、そ

の完結の日から５年間保存し

なければならない。 

⑴ 介護予防認知症対応型通

所介護計画 

⑵ 第 15条第２項に規定する

提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

⑶ 条例第21条の２第２項の

規定に規定する身体的拘束

等の態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の

記録 

⑷ 第 18条の規定による市町

村への通知に係る記録 

⑸ 条例第 18条第２項に規定

する苦情の内容等の記録 

⑹ 条例第 19条第２項に規定

する事故の状況及び事故に

際して採った処置について

の記録 

⑺ 前条第２項に規定する報

告、評価、要望、助言等の記

録 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、利用者に

対する指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供に関する

次の各号に掲げる記録を整備

し、その完結の日から二年間

保存しなければならない。 

一 介護予防認知症対応型通

所介護計画 

二 第二十一条第二項に規定

する提供した具体的なサー

ビスの内容等の記録 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

三 第二十四条に規定する市

町村への通知に係る記録 

四 第三十六条第二項に規定

する苦情の内容等の記録 

五 第三十七条第二項に規定

する事故の状況及び事故に

際して採った処置について

の記録 

六 前条第二項に規定する報

告、評価、要望、助言等の記

録 

 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、利用者に

対する指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供に関する

次の各号に掲げる記録を整備

し、その完結の日から二年間

保存しなければならない。 

一 （略） 

 

二 第二十一条第二項の規定

による提供した具体的なサ

ービスの内容等の記録 

三 第四十二条第十一号の規

定による身体的拘束その他

利用者の行動を制限する行

為（以下「身体的拘束等」と

いう。）の態様及び時間、そ

の際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理

由の記録 

四 第二十四条の規定による

市町村への通知に係る記録 

五 第三十六条第二項の規定

による苦情の内容等の記録 

六 第三十七条第二項の規定

による事故の状況及び事故

に際して採った処置につい

ての記録 

七 （略） 

（暴力団員等の排除） 

第20条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所の管理者

は、暴力団員又は暴力団若し

くは暴力団員と密接な関係を

有する者であってはならな

い。 

（暴力団員等の排除） 

第20条 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所の管理者

は、暴力団員又は暴力団若し

くは暴力団員と密接な関係を

有する者であってはならな

い。 
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２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所は、その運営

について、暴力団、暴力団員及

び暴力団又は暴力団員と密接

な関係を有する者の支配を受

けてはならない。 

 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所は、その運営

について、暴力団、暴力団員及

び暴力団又は暴力団員と密接

な関係を有する者の支配を受

けてはならない。 

 

第４節 介護予防のた

めの効果的な

支援の方法に

関する基準 

 

第４節 介護予防のた

めの効果的な

支援の方法に

関する基準 

 

第３節 介護予防のた

めの効果的な

支援の方法に

関する基準 

 

第３節 介護予防のた

めの効果的な

支援の方法に

関する基準 

 

第四節 介護予防のた

めの効果的な

支援の方法に

関する基準 

 

（指定介護予防認知症対応型

通所介護の基本取扱方針） 

第21条 指定介護予防認知症対

応型通所介護は、利用者の介

護予防に資するよう、その目

標を設定し、計画的に行われ

なければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、自らその

提供する指定介護予防認知症

対応型通所介護の質の評価を

行い、常にその改善を図らな

ければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、指定介護

予防認知症対応型通所介護の

提供に当たり、利用者ができ

る限り要介護状態とならない

で自立した日常生活を営むこ

とができるよう支援すること

を目的とするものであること

を常に意識してサービスの提

供に当たらなければならな

い。 

４ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、利用者が

その有する能力を最大限活用

（指定介護予防認知症対応型

通所介護の基本取扱方針） 

第21条 指定介護予防認知症対

応型通所介護は、利用者の介

護予防に資するよう、その目

標を設定し、計画的に行われ

なければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、自らその

提供する指定介護予防認知症

対応型通所介護の質の評価を

行い、常にその改善を図らな

ければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、指定介護

予防認知症対応型通所介護の

提供に当たり、利用者ができ

る限り要介護状態とならない

で自立した日常生活を営むこ

とができるよう支援すること

を目的とするものであること

を常に意識してサービスの提

供に当たらなければならな

い。 

４ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、利用者が

その有する能力を最大限活用

  （指定介護予防認知症対応型

通所介護の基本取扱方針） 

第四十一条 指定介護予防認知

症対応型通所介護は、利用者

の介護予防に資するよう、そ

の目標を設定し、計画的に行

われなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、自らその

提供する指定介護予防認知症

対応型通所介護の質の評価を

行い、常にその改善を図らな

ければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、指定介護

予防認知症対応型通所介護の

提供に当たり、利用者ができ

る限り要介護状態とならない

で自立した日常生活を営むこ

とができるよう支援すること

を目的とするものであること

を常に意識してサービスの提

供に当たらなければならな

い。 

４ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、利用者が

その有する能力を最大限活用

 



福岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例及び同施行規則 

－51/142－ 

することができるような方法

によるサービスの提供に努め

ることとし、利用者が有する

能力を阻害する等の不適切な

サービスの提供を行わないよ

う配慮しなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、指定介護

予防認知症対応型通所介護の

提供に当たり、利用者とのコ

ミュニケーションを十分に図

ることその他の様々な方法に

より、利用者が主体的に事業

に参加するよう適切な働きか

けに努めなければならない。 

 

することができるような方法

によるサービスの提供に努め

ることとし、利用者が有する

能力を阻害する等の不適切な

サービスの提供を行わないよ

う配慮しなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、指定介護

予防認知症対応型通所介護の

提供に当たり、利用者とのコ

ミュニケーションを十分に図

ることその他の様々な方法に

より、利用者が主体的に事業

に参加するよう適切な働きか

けに努めなければならない。 

 

することができるような方法

によるサービスの提供に努め

ることとし、利用者が有する

能力を阻害する等の不適切な

サービスの提供を行わないよ

う配慮しなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業者は、指定介護

予防認知症対応型通所介護の

提供に当たり、利用者とのコ

ミュニケーションを十分に図

ることその他の様々な方法に

より、利用者が主体的に事業

に参加するよう適切な働きか

けに努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第29条 指定介護予防認知症対

応型通所介護の方針は、条例

第５条に定める基本方針及び

条例第21条に定める基本取扱

方針に基づき、次に掲げると

ころによるものとする。 

⑴ 指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供に当たっ

ては、主治の医師又は歯科

医師からの情報伝達やサー

ビス担当者会議を通じる等

の適切な方法により、利用

者の心身の状況、その置か

れている環境等利用者の日

常生活全般の状況の的確な

把握を行うこと。 

⑵ 指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の管理者

は、前号に規定する利用者

の日常生活全般の状況及び

希望を踏まえて、指定介護

 

 

第29条 指定介護予防認知症対

応型通所介護の方針は、条例

第５条に定める基本方針及び

条例第21条に定める基本取扱

方針に基づき、次に掲げると

ころによるものとする。 

⑴ 指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供に当たっ

ては、主治の医師又は歯科

医師からの情報伝達やサー

ビス担当者会議を通じる等

の適切な方法により、利用

者の心身の状況、その置か

れている環境等利用者の日

常生活全般の状況の的確な

把握を行うこと。 

⑵ 指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の管理者

は、前号に規定する利用者

の日常生活全般の状況及び

希望を踏まえて、指定介護

（指定介護予防認知症対応型

通所介護の具体的取扱方針） 

第四十二条 指定介護予防認知

症対応型通所介護の方針は、

第四条に規定する基本方針及

び前条に規定する基本取扱方

針に基づき、次に掲げるとこ

ろによるものとする。 

一 指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供に当たっ

ては、主治の医師又は歯科

医師からの情報伝達やサー

ビス担当者会議を通じる等

の適切な方法により、利用

者の心身の状況、その置か

れている環境等利用者の日

常生活全般の状況の的確な

把握を行うものとする。 

二 指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の管理者

は、前号に規定する利用者

の日常生活全般の状況及び

希望を踏まえて、指定介護

（指定介護予防認知症対応型

通所介護の具体的取扱方針） 

第四十二条 指定介護予防認知

症対応型通所介護の方針は、

第四条に規定する基本方針及

び前条に規定する基本取扱方

針に基づき、次に掲げるとこ

ろによるものとする。 

一～九 （略） 
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予防認知症対応型通所介護

の目標、当該目標を達成す

るための具体的なサービス

の内容、サービスの提供を

行う期間等を記載した介護

予防認知症対応型通所介護

計画を作成すること。 

 

⑶ 介護予防認知症対応型通

所介護計画は、既に介護予

防サービス計画が作成され

ている場合は、当該計画の

内容に沿って作成するこ

と。 

⑷ 指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の管理者

は、介護予防認知症対応型

通所介護計画の作成に当た

っては、その内容について

利用者又はその家族に対し

て説明し、文書により利用

者の同意を得ること。 

⑸ 指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の管理者

は、介護予防認知症対応型

通所介護計画を作成した際

には、当該介護予防認知症

対応型通所介護計画を利用

者に交付すること。 

 

⑹ 指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供に当たっ

ては、利用者が住み慣れた

地域での生活を継続するこ

とができるよう、地域住民

との交流や地域活動への参

加を図りつつ、利用者の心

身の状況を踏まえ、適切に

行うこと。 

予防認知症対応型通所介護

の目標、当該目標を達成す

るための具体的なサービス

の内容、サービスの提供を

行う期間等を記載した介護

予防認知症対応型通所介護

計画を作成すること。 

 

⑶ 介護予防認知症対応型通

所介護計画は、既に介護予

防サービス計画が作成され

ている場合は、当該計画の

内容に沿って作成するこ

と。 

⑷ 指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の管理者

は、介護予防認知症対応型

通所介護計画の作成に当た

っては、その内容について

利用者又はその家族に対し

て説明し、文書により利用

者の同意を得ること。 

⑸ 指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の管理者

は、介護予防認知症対応型

通所介護計画を作成した際

には、当該介護予防認知症

対応型通所介護計画を利用

者に交付すること。 

 

⑹ 指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供に当たっ

ては、利用者が住み慣れた

地域での生活を継続するこ

とができるよう、地域住民

との交流や地域活動への参

加を図りつつ、利用者の心

身の状況を踏まえ、適切に

行うこと。 

予防認知症対応型通所介護

の目標、当該目標を達成す

るための具体的なサービス

の内容、サービスの提供を

行う期間等を記載した介護

予防認知症対応型通所介護

計画を作成するものとす

る。 

三 介護予防認知症対応型通

所介護計画は、既に介護予

防サービス計画が作成され

ている場合は、当該計画の

内容に沿って作成しなけれ

ばならない。 

四 指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の管理者

は、介護予防認知症対応型

通所介護計画の作成に当た

っては、その内容について

利用者又はその家族に対し

て説明し、利用者の同意を

得なければならない。 

五 指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の管理者

は、介護予防認知症対応型

通所介護計画を作成した際

には、当該介護予防認知症

対応型通所介護計画を利用

者に交付しなければならな

い。 

六 指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供に当たっ

ては、利用者が住み慣れた

地域での生活を継続するこ

とができるよう、地域住民

との交流や地域活動への参

加を図りつつ、利用者の心

身の状況を踏まえ、妥当適

切に行うものとする。 
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（身体拘束等の禁止） 

第21条の２ 指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者は、

の提供に当たっては、当該利

用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身

体的拘束その他利用者の行動

を制限する行為（以下「身体

的拘束等」という。）を行っ

てはならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

通介護事業者は、身体的拘束

等を行う場合には、その態様

及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由を記録しなければ

ならない。 

⑺ 指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供に当たっ

ては、利用者一人ひとりの

人格を尊重し、利用者がそ

れぞれの役割を持って日常

生活を送ることができるよ

う配慮して行うこと。 

⑻ 指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供に当たっ

ては、介護予防認知症対応

型通所介護計画に基づき、

利用者が日常生活を営むの

に必要な支援を行うこと。 

 

⑼ 指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供に当たっ

ては、懇切丁寧に行うこと

を旨とし、利用者又はその

家族に対し、サービスの提

供方法等について、理解し

やすいように説明を行うこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑺ 指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供に当たっ

ては、利用者一人ひとりの

人格を尊重し、利用者がそ

れぞれの役割を持って日常

生活を送ることができるよ

う配慮して行うこと。 

⑻ 指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供に当たっ

ては、介護予防認知症対応

型通所介護計画に基づき、

利用者が日常生活を営むの

に必要な支援を行うこと。 

 

⑼ 指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供に当たっ

ては、懇切丁寧に行うこと

を旨とし、利用者又はその

家族に対し、サービスの提

供方法等について、理解し

やすいように説明を行うこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七 指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供に当たっ

ては、利用者一人一人の人

格を尊重し、利用者がそれ

ぞれの役割を持って日常生

活を送ることができるよう

配慮して行うものとする。 

八 指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供に当たっ

ては、介護予防認知症対応

型通所介護計画に基づき、

利用者が日常生活を営むの

に必要な支援を行うものと

する。 

九 指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供に当たっ

ては、懇切丁寧に行うこと

を旨とし、利用者又はその

家族に対し、サービスの提

供方法等について、理解し

やすいように説明を行うも

のとする。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十 指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供に当たっ

ては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならない。 

 

 

 

 

十一 前号の身体的拘束等を

行う場合には、その態様及び

時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得

ない理由を記録しなければ

ならない。 
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⑽ 指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供に当たっ

ては、介護技術の進歩に対

応し、適切な介護技術をも

ってサービスの提供を行う

こと。 

⑾ 介護予防認知症対応型通

所介護従業者は、介護予防

認知症対応型通所介護計画

に基づくサービスの提供の

開始時から、当該介護予防

認知症対応型通所介護計画

に記載したサービスの提供

を行う期間が終了するまで

に、少なくとも１回は、当該

介護予防認知症対応型通所

介護計画の実施状況の把握

（以下この条において「モ

ニタリング」という。）を行

うこと。 

⑿ 指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の管理者

は、モニタリングの結果を

記録し、当該記録を当該サ

ービスの提供に係る介護予

防サービス計画を作成した

指定介護予防支援事業者に

報告すること。 

 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所の管理者は、

モニタリングの結果を踏ま

え、必要に応じて介護予防認

知症対応型通所介護計画の変

更を行うものとする。 

 

３ 第１項の規定は、前項に規

定する介護予防認知症対応型

 

⑽ 指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供に当たっ

ては、介護技術の進歩に対

応し、適切な介護技術をも

ってサービスの提供を行う

こと。 

⑾ 介護予防認知症対応型通

所介護従業者は、介護予防

認知症対応型通所介護計画

に基づくサービスの提供の

開始時から、当該介護予防

認知症対応型通所介護計画

に記載したサービスの提供

を行う期間が終了するまで

に、少なくとも１回は、当該

介護予防認知症対応型通所

介護計画の実施状況の把握

（以下この条において「モ

ニタリング」という。）を行

うこと。 

⑿ 指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の管理者

は、モニタリングの結果を

記録し、当該記録を当該サ

ービスの提供に係る介護予

防サービス計画を作成した

指定介護予防支援事業者に

報告すること。 

 

２ 指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所の管理者は、

モニタリングの結果を踏ま

え、必要に応じて介護予防認

知症対応型通所介護計画の変

更を行うものとする。 

 

３ 第１項の規定は、前項に規

定する介護予防認知症対応型

 

十 指定介護予防認知症対応

型通所介護の提供に当たっ

ては、介護技術の進歩に対

応し、適切な介護技術をも

ってサービスの提供を行う

ものとする。 

十一 介護予防認知症対応型

通所介護従業者は、介護予

防認知症対応型通所介護計

画に基づくサービスの提供

の開始時から、当該介護予

防認知症対応型通所介護計

画に記載したサービスの提

供を行う期間が終了するま

でに、少なくとも一回は、当

該介護予防認知症対応型通

所介護計画の実施状況の把

握（以下この条において「モ

ニタリング」という。）を行

うものとする。 

十二 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所の管理

者は、モニタリングの結果

を記録し、当該記録を当該

サービスの提供に係る介護

予防サービス計画を作成し

た指定介護予防支援事業者

に報告しなければならな

い。 

十三 指定介護予防認知症対

応型通所介護事業所の管理

者は、モニタリングの結果

を踏まえ、必要に応じて介

護予防認知症対応型通所介

護計画の変更を行うものと

する。 

十四 第一号から第十二号ま

での規定は、前号に規定す

 

十二～十五 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十六 第一号から第十四号ま

での規定は、前号に規定する
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通所介護計画の変更について

準用する。 

通所介護計画の変更について

準用する。 

る介護予防認知症対応型通

所介護計画の変更について

準用する。 

 

介護予防認知症対応型通所介

護計画の変更について準用す

る。 

第３章 介護予防小規模

多機能型居宅介

護 

 

第１節 基本方針 

 

第３章 介護予防小規模

多機能型居宅介

護 

 

第１節 基本方針 

 

第３章 介護予防小規模

多機能型居宅介

護 

第３章 介護予防小規模

多機能型居宅介

護 

第三章 介護予防小規模

多機能型居宅介

護 

 

第一節 基本方針 

 

第22条 指定地域密着型介護予

防サービスに該当する介護予

防小規模多機能型居宅介護

（以下「指定介護予防小規模

多機能型居宅介護」という。）

の事業は、その利用者が可能

な限りその居宅において、又

はサービスの拠点に通わせ、

若しくは短期間宿泊させ、当

該拠点において、家庭的な環

境と地域住民との交流の下で

自立した日常生活を営むこと

ができるよう、入浴、排せつ、

食事等の介護その他の日常生

活上の支援及び機能訓練を行

うことにより、利用者の心身

機能の維持回復を図り、もっ

て利用者の生活機能の維持又

は向上を目指すものでなけれ

ばならない。 

 

第22条 指定地域密着型介護予

防サービスに該当する介護予

防小規模多機能型居宅介護

（以下「指定介護予防小規模

多機能型居宅介護」という。）

の事業は、その利用者が可能

な限りその居宅において、又

はサービスの拠点に通わせ、

若しくは短期間宿泊させ、当

該拠点において、家庭的な環

境と地域住民との交流の下で

自立した日常生活を営むこと

ができるよう、入浴、排せつ、

食事等の介護その他の日常生

活上の支援及び機能訓練を行

うことにより、利用者の心身

機能の維持回復を図り、もっ

て利用者の生活機能の維持又

は向上を目指すものでなけれ

ばならない。 

 

  第四十三条 指定地域密着型介

護予防サービスに該当する介

護予防小規模多機能型居宅介

護（以下「指定介護予防小規模

多機能型居宅介護」という。）

の事業は、その利用者が可能

な限りその居宅において、又

はサービスの拠点に通わせ、

若しくは短期間宿泊させ、当

該拠点において、家庭的な環

境と地域住民との交流の下で

自立した日常生活を営むこと

ができるよう、入浴、排せつ、

食事等の介護その他の日常生

活上の支援及び機能訓練を行

うことにより、利用者の心身

機能の維持回復を図り、もっ

て利用者の生活機能の維持又

は向上を目指すものでなけれ

ばならない。 

 

 

第２節 人員に関する

基準 

 

第２節 人員に関する

基準 

 

第１節 人員に関する

基準 

 

第１節 人員に関する

基準 

 

第二節 人員に関する

基準 

 

（従業者） 

第23条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護の事業を行う

者（以下「指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業者」と

（従業者） 

第23条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護の事業を行う

者（以下「指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業者」と

（従業者の員数等） 

第 30 条 条例第 23 条第１項に

規定する介護予防小規模多機

能型居宅介護従業者の員数

は、次の各号に掲げる時間帯

（従業者の員数等） 

第 30 条 条例第 23 条第１項に

規定する介護予防小規模多機

能型居宅介護従業者の員数

は、次の各号に掲げる時間帯

（従業者の員数等） 

第四十四条 指定介護予防小規

模多機能型居宅介護の事業を

行う者（以下「指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業

（従業者の員数等） 

第四十四条 （略） 
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いう。）は、当該事業を行う事

業所（以下「指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所」

という。）ごとに、指定介護予

防小規模多機能型居宅介護の

提供に当たる従業者（以下「介

護予防小規模多機能型居宅介

護従業者」という。）を置かな

ければならない。 

２ 介護予防小規模多機能型居

宅介護従業者に関し必要な基

準は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いう。）は、当該事業を行う事

業所（以下「指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所」

という。）ごとに、指定介護予

防小規模多機能型居宅介護の

提供に当たる従業者（以下「介

護予防小規模多機能型居宅介

護従業者」という。）を置かな

ければならない。 

２ 介護予防小規模多機能型居

宅介護従業者に関し必要な基

準は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める員数とする。 

⑴ 夜間及び深夜の時間帯以

外の時間帯 常勤換算方法

で、通いサービス（登録者

（指定介護予防小規模多機

能型居宅介護を利用するた

めに指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所に登

録を受けた者をいう。以下

この章において同じ。）を指

定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所に通わせて

行う介護予防小規模多機能

型居宅介護をいう。以下こ

の章において同じ。）の提供

に当たる者をその利用者

（条例第 26条第２項に規定

する利用者をいう。以下こ

の節及び次節において同

じ。）の数が３又はその端数

を増すごとに１以上及び訪

問サービス（介護予防小規

模多機能型居宅介護従業者

が登録者の居宅を訪問し、

当該居宅において行う介護

予防小規模多機能型居宅介

護（本体事業所（条例第 24

条第２項に規定する本体事

業所をいう。以下この章に

おいて同じ。）である指定介

護予防小規模多機能型居宅

介護事業所にあっては当該

本体事業所に係るサテライ

ト型指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所の登

録者の居宅において行う指

定介護予防小規模多機能型

居宅介護を、サテライト型

の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める員数とする。 

⑴ 夜間及び深夜の時間帯以

外の時間帯 常勤換算方法

で、通いサービス（登録者

（指定介護予防小規模多機

能型居宅介護を利用するた

めに指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所に登

録を受けた者をいう。以下

この章において同じ。）を指

定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所に通わせて

行う介護予防小規模多機能

型居宅介護をいう。以下こ

の章において同じ。）の提供

に当たる者をその利用者

（条例第 26条第２項に規定

する利用者をいう。以下こ

の節及び次節において同

じ。）の数が３又はその端数

を増すごとに１以上及び訪

問サービス（介護予防小規

模多機能型居宅介護従業者

が登録者の居宅を訪問し、

当該居宅において行う介護

予防小規模多機能型居宅介

護（本体事業所（条例第 24

条第２項に規定する本体事

業所をいう。以下この章に

おいて同じ。）である指定介

護予防小規模多機能型居宅

介護事業所にあっては当該

本体事業所に係るサテライ

ト型指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所の登

録者の居宅において行う指

定介護予防小規模多機能型

居宅介護を、サテライト型

者」という。）が当該事業を行

う事業所（以下「指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業

所」という。）ごとに置くべき

指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の提供に当たる従業

者（以下「介護予防小規模多機

能型居宅介護従業者」とい

う。）の員数は、夜間及び深夜

の時間帯以外の時間帯に指定

介護予防小規模多機能型居宅

介護の提供に当たる介護予防

小規模多機能型居宅介護従業

者については、常勤換算方法

で、通いサービス（登録者（指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護を利用するために指定

介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所に登録を受けた者

をいう。以下この章において

同じ。）を指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所に通

わせて行う介護予防小規模多

機能型居宅介護をいう。以下

この章において同じ。）の提供

に当たる者をその利用者（当

該指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者が指定小規

模多機能型居宅介護事業者

（指定地域密着型サービス基

準第六十三条第一項に規定す

る指定小規模多機能型居宅介

護事業者をいう。以下この章

において同じ。）の指定を併せ

て受け、かつ、指定介護予防小

規模多機能型居宅介護の事業

と指定小規模多機能型居宅介

護（指定地域密着型サービス

基準第六十二条に規定する指
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指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所にあって

は当該サテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅

介護事業所に係る本体事業

所及び当該本体事業所に係

る他のサテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅

介護事業所の登録者の居宅

において行う指定介護予防

小規模多機能型居宅介護を

含む。）をいう。以下この章

において同じ。）の提供に当

たる者を１以上 

⑵ 夜間及び深夜の時間帯 

当該時間帯を通じて夜間及

び深夜の勤務（夜間及び深

夜の時間帯に行われる勤務

（宿直勤務を除く。）をい

う。第５項において同じ。）

に当たる者を１以上及び宿

直勤務に当たる者を当該宿

直勤務に必要な数以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所にあって

は当該サテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅

介護事業所に係る本体事業

所及び当該本体事業所に係

る他のサテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅

介護事業所の登録者の居宅

において行う指定介護予防

小規模多機能型居宅介護を

含む。）をいう。以下この章

において同じ。）の提供に当

たる者を１以上 

⑵ 夜間及び深夜の時間帯 

当該時間帯を通じて夜間及

び深夜の勤務（夜間及び深

夜の時間帯に行われる勤務

（宿直勤務を除く。）をい

う。第５項において同じ。）

に当たる者を１以上及び宿

直勤務に当たる者を当該宿

直勤務に必要な数以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定小規模多機能型居宅介護を

いう。以下この章において同

じ。）の事業とが同一の事業所

において一体的に運営されて

いる場合にあっては、当該事

業所における指定介護予防小

規模多機能型居宅介護又は指

定小規模多機能型居宅介護の

利用者。以下この節及び次節

において同じ。）の数が三又は

その端数を増すごとに一以上

及び訪問サービス（介護予防

小規模多機能型居宅介護従業

者が登録者の居宅を訪問し、

当該居宅において行う介護予

防小規模多機能型居宅介護

（第七項に規定する本体事業

所である指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所にあ

っては当該本体事業所に係る

同項に規定するサテライト型

指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所の登録者の居

宅において行う指定介護予防

小規模多機能型居宅介護を、

同項に規定するサテライト型

指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所にあっては当

該サテライト型指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業

所に係る同項に規定する本体

事業所及び当該本体事業所に

係る他の同項に規定するサテ

ライト型指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所の登

録者の居宅において行う指定

介護予防小規模多機能型居宅

介護を含む。）をいう。以下こ

の章において同じ。）の提供に
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２ 前項の利用者の数は、前年

度の平均値とする。ただし、新

規に指定を受ける場合は、推

定数による。 

３ 第１項の介護予防小規模多

機能型居宅介護従業者のうち

１以上は、常勤でなければな

らない。 

４ 第１項の介護予防小規模多

機能型居宅介護従業者のうち

１以上は、看護職員でなけれ

ばならない。 

５ 宿泊サービス（登録者を指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所に宿泊させて行

う指定介護予防小規模多機能

型居宅介護（本体事業所であ

る指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所にあって

は、当該本体事業所に係るサ

テライト型指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所の

登録者の心身の状況を勘案

し、その処遇に支障がない場

合に、当該登録者を当該本体

事業所に宿泊させて行う指定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の利用者の数は、前年

度の平均値とする。ただし、新

規に指定を受ける場合は、推

定数による。 

３ 第１項の介護予防小規模多

機能型居宅介護従業者のうち

１以上は、常勤でなければな

らない。 

４ 第１項の介護予防小規模多

機能型居宅介護従業者のうち

１以上は、看護職員でなけれ

ばならない。 

５ 宿泊サービス（登録者を指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所に宿泊させて行

う指定介護予防小規模多機能

型居宅介護（本体事業所であ

る指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所にあって

は、当該本体事業所に係るサ

テライト型指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所の

登録者の心身の状況を勘案

し、その処遇に支障がない場

合に、当該登録者を当該本体

事業所に宿泊させて行う指定

当たる者を一以上とし、夜間

及び深夜の時間帯を通じて指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護の提供に当たる介護予

防小規模多機能型居宅介護従

業者については、夜間及び深

夜の勤務（夜間及び深夜の時

間帯に行われる勤務（宿直勤

務を除く。）をいう。第五項に

おいて同じ。）に当たる者を一

以上及び宿直勤務に当たる者

を当該宿直勤務に必要な数以

上とする。 

２ 前項の利用者の数は、前年

度の平均値とする。ただし、新

規に指定を受ける場合は、推

定数による。 

３ 第一項の介護予防小規模多

機能型居宅介護従業者のうち

一以上の者は、常勤でなけれ

ばならない。 

４ 第一項の介護予防小規模多

機能型居宅介護従業者のうち

一以上の者は、看護師又は准

看護師でなければならない。 

５ 宿泊サービス（登録者を指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所に宿泊させて行

う指定介護予防小規模多機能

型居宅介護（第七項に規定す

る本体事業所である指定介護

予防小規模多機能型居宅介護

事業所にあっては、当該本体

事業所に係る同項に規定する

サテライト型指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所

の登録者の心身の状況を勘案

し、その処遇に支障がない場

合に、当該登録者を当該本体

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２～５ （略） 
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介護予防小規模多機能型居宅

介護を含む。）をいう。以下こ

の章において同じ。）の利用者

がいない場合であって、夜間

及び深夜の時間帯を通じて利

用者に対して訪問サービスを

提供するために必要な連絡体

制を整備しているときは、第

１項の規定にかかわらず、夜

間及び深夜の時間帯を通じて

夜間及び深夜の勤務並びに宿

直勤務に当たる介護予防小規

模多機能型居宅介護従業者を

置かないことができる。 

 

６ 次の表の左欄に掲げる場合

において、前各項及び条例第

23 条第１項に定める人員に関

する基準を満たす介護予防小

規模多機能型居宅介護従業者

を置くほか、同表の中欄に掲

げる施設等の人員に関する基

準を満たす従業者を置いてい

るときは、同表の右欄に掲げ

る当該介護予防小規模多機能

型居宅介護従業者は、同表の

中欄に掲げる施設等の職務に

従事することができる。 

 

当 該 指

定 介 護

予 防 小

規 模 多

機 能 型

居 宅 介

護 事 業

所 に 中

欄 に 掲

げ る 施

指 定 認

知 症 対

応 型 共

同 生 活

介 護 事

業所、指

定 地 域

密 着 型

特 定 施

設、指定

介 護 職

員 

介護予防小規模多機能型居宅

介護を含む。）をいう。以下こ

の章において同じ。）の利用者

がいない場合であって、夜間

及び深夜の時間帯を通じて利

用者に対して訪問サービスを

提供するために必要な連絡体

制を整備しているときは、第

１項の規定にかかわらず、夜

間及び深夜の時間帯を通じて

夜間及び深夜の勤務並びに宿

直勤務に当たる介護予防小規

模多機能型居宅介護従業者を

置かないことができる。 

 

６ 次の表の左欄に掲げる場合

において、前各項及び条例第

23 条第１項に定める人員に関

する基準を満たす介護予防小

規模多機能型居宅介護従業者

を置くほか、同表の中欄に掲

げる施設等の人員に関する基

準を満たす従業者を置いてい

るときは、同表の右欄に掲げ

る当該介護予防小規模多機能

型居宅介護従業者は、同表の

中欄に掲げる施設等の職務に

従事することができる。 

 

当 該 指

定 介 護

予 防 小

規 模 多

機 能 型

居 宅 介

護 事 業

所 に 中

欄 に 掲

げ る 施

指 定 認

知 症 対

応 型 共

同 生 活

介 護 事

業所、指

定 地 域

密 着 型

特 定 施

設、指定

介 護 職

員 

事業所に宿泊させて行う指定

介護予防小規模多機能型居宅

介護を含む。）をいう。以下こ

の章において同じ。）の利用者

がいない場合であって、夜間

及び深夜の時間帯を通じて利

用者に対して訪問サービスを

提供するために必要な連絡体

制を整備しているときは、第

一項の規定にかかわらず、夜

間及び深夜の時間帯を通じて

夜間及び深夜の勤務並びに宿

直勤務に当たる介護予防小規

模多機能型居宅介護従業者を

置かないことができる。 

６ 次の表の上欄に掲げる場合

において、前各項に定める人

員に関する基準を満たす介護

予防小規模多機能型居宅介護

従業者を置くほか、同表の中

欄に掲げる施設等の人員に関

する基準を満たす従業者を置

いているときは、同表の下欄

に掲げる当該介護予防小規模

多機能型居宅介護従業者は、

同表の中欄に掲げる施設等の

職務に従事することができ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 次の表の上欄に掲げる場合

において、前各項に定める人

員に関する基準を満たす介護

予防小規模多機能型居宅介護

従業者を置くほか、同表の中

欄に掲げる施設等の人員に関

する基準を満たす従業者を置

いているときは、同表の下欄

に掲げる当該介護予防小規模

多機能型居宅介護従業者は、

同表の中欄に掲げる施設等の

職務に従事することができる

。 

 

当 該 指

定 介 護

予 防 小

規 模 多

機 能 型

居 宅 介

護 事 業

所 に 中

欄 に 掲

げ る 施

指 定 認

知 症 対

応 型 共

同 生 活

介 護 事

業所、指

定 地 域

密 着 型

特 定 施

設、指定

介 護 職

員 
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設 等 の

い ず れ

か が 併

設 さ れ

て い る

場合 

地 域 密

着 型 介

護 老 人

福 祉 施

設、指定

介 護 老

人 福 祉

施設、介

護 老 人

保 健 施

設、指定

介 護 療

養 型 医

療 施 設

（ 医 療

法（昭和

23 年法

律第 205

号）第７

条 第 ２

項 第 ４

号 に 規

定 す る

療 養 病

床 を 有

す る 診

療 所 で

あ る も

の に 限

る。）又

は 介 護

医療院 

当 該 指

定 介 護

予 防 小

規 模 多

機 能 型

居 宅 介

護 事 業

当 該 指

定 介 護

予 防 小

規 模 多

機 能 型

居 宅 介

護 事 業

看 護 師

又 は 准

看護師 

設 等 の

い ず れ

か が 併

設 さ れ

て い る

場合 

地 域 密

着 型 介

護 老 人

福 祉 施

設、指定

介 護 老

人 福 祉

施設、介

護 老 人

保 健 施

設 又 は

介 護 医

療院 

当 該 指

定 介 護

予 防 小

規 模 多

機 能 型

居 宅 介

護 事 業

所 の 同

一 敷 地

内 に 中

欄 に 掲

げ る 施

設 等 の

い ず れ

か が あ

る場合 

当 該 指

定 介 護

予 防 小

規 模 多

機 能 型

居 宅 介

護 事 業

所 に 中

欄 に 掲

げ る 施

設 等 の

い ず れ

か が 併

設 さ れ

て い る

場 合 の

項 中 欄

に 掲 げ

る 施 設

等、指定

居 宅 サ

ー ビ ス

の 事 業

を 行 う

事業所、

指 定 定

看 護 師

又 は 准

看護師 

当 該 指

定 介 護

予 防 小

規 模 多

機 能 型

居 宅 介

護 事 業

所 に 中

欄 に 掲

げ る 施

設 等 の

い ず れ

か が 併

設 さ れ

て い る

場合 

指 定 認

知 症 対

応 型 共

同 生 活

介 護 事

業所、指

定 地 域

密 着 型

特 定 施

設、指定

地 域 密

着 型 介

護 老 人

福 祉 施

設、指定

介 護 老

人 福 祉

施設、介

護 老 人

保 健 施

設、指定

介 護 療

養 型 医

療施設（

医療法（

昭 和 二

十 三 年

法 律 第

二 百 五

号）第七

条 第 二

項 第 四

号 に 規

定 す る

療 養 病

床 を 有

す る 診

療 所 で

あ る も

介 護 職

員 

設 等 の

い ず れ

か が 併

設 さ れ

て い る

場合 

地 域 密

着 型 介

護 老 人

福 祉 施

設、指定

介 護 老

人 福 祉

施設、介

護 老 人

保 健 施

設 又 は

介 護 医

療院 

（略） （略） （略） 
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所 の 同

一 敷 地

内 に 中

欄 に 掲

げ る 施

設 等 の

い ず れ

か が あ

る場合 

所 に 中

欄 に 掲

げ る 施

設 等 の

い ず れ

か が 併

設 さ れ

て い る

場 合 の

項 中 欄

に 掲 げ

る 施 設

等、指定

居 宅 サ

ー ビ ス

の 事 業

を 行 う

事業所、

指 定 定

期巡回・

随 時 対

応 型 訪

問 介 護

看 護 事

業所、指

定 地 域

密 着 型

通 所 介

護 事 業

所 又 は

指 定 認

知 症 対

応 型 通

所 介 護

事業所 

７ 第１項の規定にかかわら

ず、サテライト型指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事

業所に置くべき訪問サービス

期巡回・

随 時 対

応 型 訪

問 介 護

看 護 事

業所、指

定 地 域

密 着 型

通 所 介

護 事 業

所 又 は

指 定 認

知 症 対

応 型 通

所 介 護

事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 第１項の規定にかかわら

ず、サテライト型指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事

業所に置くべき訪問サービス

の に 限

る。）又

は 介 護

医療院 

（略） （略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７～13 （略） 
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の提供に当たる介護予防小規

模多機能型居宅介護従業者に

ついては、本体事業所の職員

により当該サテライト型指定

介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所の登録者の処遇が

適切に行われると認められる

ときは、１人以上とすること

ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 第１項の規定にかかわら

ず、サテライト型指定介護予

の提供に当たる介護予防小規

模多機能型居宅介護従業者に

ついては、本体事業所の職員

により当該サテライト型指定

介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所の登録者の処遇が

適切に行われると認められる

ときは、１人以上とすること

ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 第１項の規定にかかわら

ず、サテライト型指定介護予

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 第一項の規定にかかわら

ず、サテライト型指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事

業所（指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所であっ

て、指定居宅サービス事業等

その他の保健医療又は福祉に

関する事業について三年以上

の経験を有する指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業

者又は指定看護小規模多機能

型居宅介護事業者（指定地域

密着型サービス基準第百七十

一条第一項に規定する指定看

護小規模多機能型居宅介護事

業者をいう。）により設置され

る当該指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所以外の

指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所又は指定看護

小規模多機能型居宅介護事業

所（同項に規定する指定看護

小規模多機能型居宅介護事業
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防小規模多機能型居宅介護事

業所については、夜間及び深

夜の時間帯を通じて本体事業

所において宿直勤務を行う介

護予防小規模多機能型居宅介

護従業者又は看護小規模多機

能型居宅介護従業者（指定地

域密着型サービス基準条例第

88 条第１項に規定する看護小

規模多機能型居宅介護従業者

をいう。）により当該サテライ

ト型指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所の登録者

の処遇が適切に行われると認

められるときは、夜間及び深

夜の時間帯を通じて宿直勤務

を行う介護予防小規模多機能

型居宅介護従業者を置かない

ことができる。 

９ 第４項の規定にかかわら

ず、サテライト型指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事

業所については、本体事業所

の看護職員により登録者の処

遇が適切に行われると認めら

れるときは、看護職員を置か

ないことができる。 

 

10 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、登録者

に係る指定介護予防サービス

等の利用に係る計画及び介護

予防小規模多機能型居宅介護

計画の作成に専ら従事する介

護支援専門員を置かなければ

ならない。ただし、当該介護支

援専門員は、利用者の処遇に

支障がない場合は、当該指定

介護予防小規模多機能型居宅

防小規模多機能型居宅介護事

業所については、夜間及び深

夜の時間帯を通じて本体事業

所において宿直勤務を行う介

護予防小規模多機能型居宅介

護従業者又は看護小規模多機

能型居宅介護従業者（指定地

域密着型サービス基準条例第

88 条第１項に規定する看護小

規模多機能型居宅介護従業者

をいう。）により当該サテライ

ト型指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所の登録者

の処遇が適切に行われると認

められるときは、夜間及び深

夜の時間帯を通じて宿直勤務

を行う介護予防小規模多機能

型居宅介護従業者を置かない

ことができる。 

９ 第４項の規定にかかわら

ず、サテライト型指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事

業所については、本体事業所

の看護職員により登録者の処

遇が適切に行われると認めら

れるときは、看護職員を置か

ないことができる。 

 

10 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、登録者

に係る指定介護予防サービス

等の利用に係る計画及び介護

予防小規模多機能型居宅介護

計画の作成に専ら従事する介

護支援専門員を置かなければ

ならない。ただし、当該介護支

援専門員は、利用者の処遇に

支障がない場合は、当該指定

介護予防小規模多機能型居宅

所をいう。）であって当該指定

介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所に対して指定介護

予防小規模多機能型居宅介護

の提供に係る支援を行うもの

（以下この章において「本体

事業所」という。）との密接な

連携の下に運営されるものを

いう。以下同じ。）に置くべき

訪問サービスの提供に当たる

介護予防小規模多機能型居宅

介護従業者については、本体

事業所の職員により当該サテ

ライト型指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所の登

録者の処遇が適切に行われる

と認められるときは、一人以

上とすることができる。 

８ 第一項の規定にかかわら

ず、サテライト型指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事

業所については、夜間及び深

夜の時間帯を通じて本体事業

所において宿直勤務を行う介

護予防小規模多機能型居宅介

護従業者又は看護小規模多機

能型居宅介護従業者（指定地

域密着型サービス基準第百七

十一条第一項に規定する看護

小規模多機能型居宅介護従業

者をいう。）により当該サテラ

イト型指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所の登録

者の処遇が適切に行われると

認められるときは、夜間及び

深夜の時間帯を通じて宿直勤

務を行う介護予防小規模多機

能型居宅介護従業者を置かな

いことができる。 
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３ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者が指定小規

模多機能型居宅介護事業者

（指定地域密着型サービス基

準条例第41条第１項に規定す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者が指定小規

模多機能型居宅介護事業者

（指定地域密着型サービス基

準条例第41条第１項に規定す

介護事業所の他の職務に従事

し、又は当該指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所

に併設する第６項の表当該指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所に中欄に掲げる

施設等のいずれかが併設され

ている場合の項中欄に掲げる

施設等の職務に従事すること

ができる。 

 

 

11 前項の介護支援専門員は、

別に厚生労働大臣が定める研

修を修了している者でなけれ

ばならない。 

12 第 10 項の規定にかかわら

ず、サテライト型指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事

業所については、本体事業所

の介護支援専門員により当該

サテライト型指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所

の登録者に対して指定介護予

防サービス等の利用に係る計

画の作成が適切に行われると

きは、介護支援専門員に代え

て、介護予防小規模多機能型

居宅介護計画の作成に専ら従

事する前項の別に厚生労働大

臣が定める研修を修了してい

る者（第 47条第１項第３号に

おいて「研修修了者」という。）

を置くことができる。 

介護事業所の他の職務に従事

し、又は当該指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所

に併設する第６項の表当該指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所に中欄に掲げる

施設等のいずれかが併設され

ている場合の項中欄に掲げる

施設等の職務に従事すること

ができる。 

 

 

11 前項の介護支援専門員は、

別に厚生労働大臣が定める研

修を修了している者でなけれ

ばならない。 

12 第 10 項の規定にかかわら

ず、サテライト型指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事

業所については、本体事業所

の介護支援専門員により当該

サテライト型指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所

の登録者に対して指定介護予

防サービス等の利用に係る計

画の作成が適切に行われると

きは、介護支援専門員に代え

て、介護予防小規模多機能型

居宅介護計画の作成に専ら従

事する前項の別に厚生労働大

臣が定める研修を修了してい

る者（第 47条第１項第３号に

おいて「研修修了者」という。）

を置くことができる。 

９ 第四項の規定にかかわら

ず、サテライト型指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事

業所については、本体事業所

の看護師又は准看護師により

登録者の処遇が適切に行われ

ると認められるときは、看護

師又は准看護師を置かないこ

とができる。 

10 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、登録者

に係る指定介護予防サービス

等（法第八条の二第十六項に

規定する指定介護予防サービ

ス等をいう。以下同じ。）の利

用に係る計画及び介護予防小

規模多機能型居宅介護計画の

作成に専ら従事する介護支援

専門員を置かなければならな

い。ただし、当該介護支援専門

員は、利用者の処遇に支障が

ない場合は、当該介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所

の他の職務に従事し、又は当

該介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所に併設する第六

項の表の当該指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所

に中欄に掲げる施設等のいず

れかが併設されている場合の

項の中欄に掲げる施設等の職

務に従事することができる。 

11 前項の介護支援専門員は、

別に厚生労働大臣が定める研

修を修了している者でなけれ

ばならない。 

12 第十項の規定にかかわら

ず、サテライト型指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事
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る指定小規模多機能型居宅介

護事業者をいう。以下この章

において同じ。）の指定を併せ

て受け、かつ、指定介護予防小

規模多機能型居宅介護の事業

と指定小規模多機能型居宅介

護（指定地域密着型サービス

基準条例第40条に規定する指

定小規模多機能型居宅介護を

いう。以下この章において同

じ。）の事業とが同一の事業所

において一体的に運営されて

いる場合については、指定地

域密着型サービス基準条例第

41 条第１項及び第２項の規定

に基づく規則に規定する人員

に関する基準を満たすことを

もって、第１項及び前項の規

定に基づく規則に規定する基

準を満たしているものとみな

すことができる。 

 

る指定小規模多機能型居宅介

護事業者をいう。以下この章

において同じ。）の指定を併せ

て受け、かつ、指定介護予防小

規模多機能型居宅介護の事業

と指定小規模多機能型居宅介

護（指定地域密着型サービス

基準条例第40条に規定する指

定小規模多機能型居宅介護を

いう。以下この章において同

じ。）の事業とが同一の事業所

において一体的に運営されて

いる場合については、指定地

域密着型サービス基準条例第

41 条第１項及び第２項の規定

に基づく規則に規定する人員

に関する基準を満たすことを

もって、第１項及び前項の規

定に基づく規則に規定する基

準を満たしているものとみな

すことができる。 

 

業所については、本体事業所

の介護支援専門員により当該

サテライト型指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所

の登録者に対して指定介護予

防サービス等の利用に係る計

画の作成が適切に行われると

きは、介護支援専門員に代え

て、介護予防小規模多機能型

居宅介護計画の作成に専ら従

事する前項の別に厚生労働大

臣が定める研修を修了してい

る者（第六十六条において「研

修修了者」という。）を置くこ

とができる。 

13 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者が指定小規

模多機能型居宅介護事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定

介護予防小規模多機能型居宅

介護の事業と指定小規模多機

能型居宅介護の事業とが同一

の事業所において一体的に運

営されている場合について

は、指定地域密着型サービス

基準第六十三条第一項から第

十二項までに規定する人員に

関する基準を満たすことをも

って、前各項に規定する基準

を満たしているものとみなす

ことができる。 

 

（管理者） 

 

第24条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所ごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者

（管理者） 

 

第24条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所ごとに専らその

職務に従事する常勤の管理者

（管理者の兼務が可能な併設

施設） 

第 31 条 条例第 24 条第１項の

規則で定める施設等は、前条

第６項の表当該指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業

所に中欄に掲げる施設等のい

 

 

第 31条 削除 

（管理者） 

 

第四十五条 指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者

は、指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所ごとに専

らその職務に従事する常勤の

（管理者） 

 

第四十五条 指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者

は、指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所ごとに専

らその職務に従事する常勤の
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を置かなければならない。た

だし、指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所の管理

上支障がない場合は、当該指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所の他の職務に従

事し、又は当該指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業

所に併設する規則で定める施

設等の職務、同一敷地内の指

定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所（指定地域密

着型サービス基準条例第７条

第１項に規定する指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護

事業所をいう。以下同じ。）の

職務（当該指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所に

係る指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業者（同項

に規定する指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業者

をいう。以下同じ。）が、指定

夜間対応型訪問介護事業者

（指定地域密着型サービス基

準条例第22条第１項に規定す

る指定夜間対応型訪問介護事

業者をいう。以下同じ。）、指定

訪問介護事業者（福岡市指定

居宅サービス等の事業の人

員、設備及び運営の基準等を

定める条例（平成 24年福岡市

条例第 66号。以下「指定居宅

サービス等基準条例」とい

う。）第６条第１項に規定する

指定訪問介護事業者をいう。

以下同じ。）又は指定訪問看護

事業者（指定居宅サービス等

基準条例第35条第１項に規定

を置かなければならない。た

だし、指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所の管理

上支障がない場合は、当該指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所の他の職務に従

事し、又は他の事業所、施設等

の職務に従事することができ

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ずれかが併設されている場合

の項中欄に掲げる施設等とす

る。 

管理者を置かなければならな

い。ただし、指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所の

管理上支障がない場合は、当

該指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所の他の職務

に従事し、又は当該指定介護

予防小規模多機能型居宅介護

事業所に併設する前条第六項

の表の当該指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所に

中欄に掲げる施設等のいずれ

かが併設されている場合の項

の中欄に掲げる施設等の職

務、同一敷地内の指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護

事業所（指定地域密着型サー

ビス基準第三条の四第一項に

規定する指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所を

いう。以下同じ。）の職務（当

該指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所に係る指

定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業者（指定地域密

着型サービス基準第三条の四

第一項に規定する指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護

事業者をいう。以下同じ。）が、

指定夜間対応型訪問介護事業

者（指定地域密着型サービス

基準第六条第一項に規定する

指定夜間対応型訪問介護事業

者をいう。以下同じ。）、指定訪

問介護事業者（指定居宅サー

ビス等の事業の人員、設備及

び運営に関する基準（平成十

一年厚生省令第三十七号。以

下「指定居宅サービス等基準」

管理者を置かなければならな

い。ただし、指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所の

管理上支障がない場合は、当

該指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所の他の職務

に従事し、又は他の事業所、施

設等の職務に従事することが

できるものとする。 
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する指定訪問看護事業者をい

う。以下同じ。）の指定を併せ

て受け、一体的な運営を行っ

ている場合には、これらの事

業に係る職務を含む。）若しく

は法第 115条の 45第１項に規

定する介護予防・日常生活支

援総合事業（同項第１号ニに

規定する第１号介護予防支援

事業を除く。）に従事すること

ができるものとする。 

 

 

 

 

 

 

２ 前項本文及び指定地域密着

型サービス基準条例第89条第

１項の規定にかかわらず、指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所の管理上支障が

ない場合は、サテライト型指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所（指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業

所であって、指定居宅サービ

ス事業等その他の保健医療又

は福祉に関する事業について

３年以上の経験を有する指定

介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者又は指定看護小規

模多機能型居宅介護事業者

（指定地域密着型サービス基

準条例第88条第１項に規定す

る指定看護小規模多機能型居

宅介護事業者をいう。）により

設置される当該指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項本文及び指定地域密着

型サービス基準条例第89条第

１項の規定にかかわらず、指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所の管理上支障が

ない場合は、サテライト型指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所（指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業

所であって、指定居宅サービ

ス事業等その他の保健医療又

は福祉に関する事業について

３年以上の経験を有する指定

介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者又は指定看護小規

模多機能型居宅介護事業者

（指定地域密着型サービス基

準条例第88条第１項に規定す

る指定看護小規模多機能型居

宅介護事業者をいう。）により

設置される当該指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業

という。）第五条第一項に規定

する指定訪問介護事業者をい

う。以下同じ。）又は指定訪問

看護事業者（指定居宅サービ

ス等基準第六十条第一項に規

定する指定訪問看護事業者を

いう。以下同じ。）の指定を併

せて受け、一体的な運営を行

っている場合には、これらの

事業に係る職務を含む。）若し

くは法第百十五条の四十五第

一項に規定する介護予防・日

常生活支援総合事業（同項第

一号ニに規定する第一号介護

予防支援事業を除く。）に従事

することができるものとす

る。 

２ 前項本文及び指定地域密着

型サービス基準第百七十二条

第一項の規定にかかわらず、

指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所の管理上支障

がない場合は、サテライト型

指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所の管理者は、

本体事業所の管理者をもって

充てることができるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２・３ （略） 
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所以外の指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所又は

指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所（同項に規定する

指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所をいう。）であって

当該指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所に対して

指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の提供に係る支援を

行うもの（以下この章におい

て「本体事業所」という。）と

の密接な連携の下に運営され

るものをいう。以下同じ。）の

管理者は、本体事業所の管理

者をもって充てることができ

るものとする。 

３ 前２項の管理者は、特別養

護老人ホーム、老人デイサー

ビスセンター（老人福祉法第

20 条の２の２に規定する老人

デイサービスセンターをい

う。以下同じ。）、介護老人保健

施設、介護医療院、指定認知症

対応型共同生活介護事業所、

指定複合型サービス事業所

（指定地域密着型サービス基

準条例第90条に規定する指定

複合型サービス事業所をい

う。次条において同じ。）、指定

介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所等の従業者又は訪

問介護員等（介護福祉士又は

法第８条第２項に規定する政

令で定める者をいう。次条、第

35 条第３項及び第 36 条にお

いて同じ。）として認知症であ

る者の介護に３年以上従事し

た経験を有する者であって、

所以外の指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所又は

指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所（同項に規定する

指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所をいう。）であって

当該指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所に対して

指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の提供に係る支援を

行うもの（以下この章におい

て「本体事業所」という。）と

の密接な連携の下に運営され

るものをいう。以下同じ。）の

管理者は、本体事業所の管理

者をもって充てることができ

るものとする。 

３ 前２項の管理者は、特別養

護老人ホーム、老人デイサー

ビスセンター（老人福祉法第

20 条の２の２に規定する老人

デイサービスセンターをい

う。以下同じ。）、介護老人保健

施設、介護医療院、指定認知症

対応型共同生活介護事業所、

指定複合型サービス事業所

（指定地域密着型サービス基

準条例第90条に規定する指定

複合型サービス事業所をい

う。次条において同じ。）、指定

介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所等の従業者又は訪

問介護員等（介護福祉士又は

法第８条第２項に規定する政

令で定める者をいう。次条、第

35 条第３項及び第 36 条にお

いて同じ。）として認知症であ

る者の介護に３年以上従事し

た経験を有する者であって、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 前二項の管理者は、特別養

護老人ホーム、老人デイサー

ビスセンター（老人福祉法第

二十条の二の二に規定する老

人デイサービスセンターをい

う。以下同じ。）、介護老人保健

施設、介護医療院、指定認知症

対応型共同生活介護事業所、

指定複合型サービス事業所

（指定地域密着型サービス基

準第百七十三条に規定する指

定複合型サービス事業所をい

う。次条において同じ。）、指定

介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所等の従業者又は訪

問介護員等（介護福祉士又は

法第八条第二項に規定する政

令で定める者をいう。次条、第

七十一条第三項及び第七十二

条において同じ。）として三年

以上認知症である者の介護に

従事した経験を有する者であ
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別に厚生労働大臣が定める研

修を修了しているものでなけ

ればならない。 

 

別に厚生労働大臣が定める研

修を修了しているものでなけ

ればならない。 

 

って、別に厚生労働大臣が定

める研修を修了しているもの

でなければならない。 

 

（指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者の代表者） 

第25条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者の代表

者は、特別養護老人ホーム、老

人デイサービスセンター、介

護老人保健施設、介護医療院、

指定認知症対応型共同生活介

護事業所、指定複合型サービ

ス事業所、指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所等

の従業者若しくは訪問介護員

等として認知症である者の介

護に従事した経験を有する者

又は保健医療サービス若しく

は福祉サービスの経営に携わ

った経験を有する者であっ

て、別に厚生労働大臣が定め

る研修を修了しているもので

なければならない。 

 

（指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者の代表者） 

第25条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者の代表

者は、特別養護老人ホーム、老

人デイサービスセンター、介

護老人保健施設、介護医療院、

指定認知症対応型共同生活介

護事業所、指定複合型サービ

ス事業所、指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所等

の従業者若しくは訪問介護員

等として認知症である者の介

護に従事した経験を有する者

又は保健医療サービス若しく

は福祉サービスの経営に携わ

った経験を有する者であっ

て、別に厚生労働大臣が定め

る研修を修了しているもので

なければならない。 

 

  （指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者の代表者） 

第四十六条 指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者の

代表者は、特別養護老人ホー

ム、老人デイサービスセンタ

ー、介護老人保健施設、介護医

療院、指定認知症対応型共同

生活介護事業所、指定複合型

サービス事業所、指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事

業所等の従業者若しくは訪問

介護員等として認知症である

者の介護に従事した経験を有

する者又は保健医療サービス

若しくは福祉サービスの経営

に携わった経験を有する者で

あって、別に厚生労働大臣が

定める研修を修了しているも

のでなければならない。 

 

 

第３節 設備に関する

基準 

 

第３節 設備に関する

基準 

 

第２節 設備に関する

基準 

第２節 設備に関する

基準 

第三節 設備に関する

基準 

 

（登録定員及び利用定員） 

第26条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所は、そ

の登録定員の数（登録者（指定

介護予防小規模多機能型居宅

介護を利用するために指定介

護予防小規模多機能型居宅介

護事業所に登録を受けた者を

いう。以下この章において同

じ。）の数（当該指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業

（登録定員及び利用定員） 

第26条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所は、そ

の登録定員の数（登録者（指定

介護予防小規模多機能型居宅

介護を利用するために指定介

護予防小規模多機能型居宅介

護事業所に登録を受けた者を

いう。以下この章において同

じ。）の数（当該指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業

  （登録定員及び利用定員） 

第四十七条 指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所

は、その登録定員（登録者の数

（当該指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者が指定

小規模多機能型居宅介護事業

者の指定を併せて受け、かつ、

指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の事業と指定小規模

多機能型居宅介護の事業とが
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者が指定小規模多機能型居宅

介護事業者の指定を併せて受

け、かつ、指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の事業と指

定小規模多機能型居宅介護の

事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場

合にあっては、登録者の数及

び指定地域密着型サービス基

準条例第44条第１項に規定す

る登録者の数の合計数）の上

限をいう。以下この章におい

て同じ。）を 29（サテライト型

指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所にあっては、

18）以下とする。 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所は、次に掲

げる範囲内において、通いサ

ービス（登録者を指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事

業所に通わせて行う介護予防

小規模多機能型居宅介護をい

う。以下この章において同

じ。）及び宿泊サービス（登録

者を指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所に宿泊さ

せて行う指定介護予防小規模

多機能型居宅介護（本体事業

所である指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所にあ

っては、当該本体事業所に係

るサテライト型指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業

所の登録者の心身の状況を勘

案し、その処遇に支障がない

場合に、当該登録者を当該本

体事業所に宿泊させて行う指

定介護予防小規模多機能型居

者が指定小規模多機能型居宅

介護事業者の指定を併せて受

け、かつ、指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の事業と指

定小規模多機能型居宅介護の

事業とが同一の事業所におい

て一体的に運営されている場

合にあっては、登録者の数及

び指定地域密着型サービス基

準条例第44条第１項に規定す

る登録者の数の合計数）の上

限をいう。以下この章におい

て同じ。）を 29（サテライト型

指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所にあっては、

18）以下とする。 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所は、次に掲

げる範囲内において、通いサ

ービス（登録者を指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事

業所に通わせて行う介護予防

小規模多機能型居宅介護をい

う。以下この章において同

じ。）及び宿泊サービス（登録

者を指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所に宿泊さ

せて行う指定介護予防小規模

多機能型居宅介護（本体事業

所である指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所にあ

っては、当該本体事業所に係

るサテライト型指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業

所の登録者の心身の状況を勘

案し、その処遇に支障がない

場合に、当該登録者を当該本

体事業所に宿泊させて行う指

定介護予防小規模多機能型居

同一の事業所において一体的

に運営されている場合にあっ

ては、登録者の数及び指定地

域密着型サービス基準第六十

三条第一項に規定する登録者

の数の合計数）の上限をいう。

以下この章において同じ。）を

二十九人（サテライト型指定

介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所にあっては、十八

人）以下とする。 

 

 

 

 

 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所は、次に掲

げる範囲内において、通いサ

ービス及び宿泊サービスの利

用定員（当該指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所

におけるサービスごとの一日

当たりの利用者の数の上限を

いう。以下この章において同

じ。）を定めるものとする。 
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宅介護を含む。）をいう。以下

この章において同じ。）の利用

定員の数（当該指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業

所におけるサービスごとの１

日当たりの利用者（当該指定

介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者が指定小規模多機

能型居宅介護事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定介護予

防小規模多機能型居宅介護の

事業と指定小規模多機能型居

宅介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営され

ている場合にあっては、当該

事業所における指定介護予防

小規模多機能型居宅介護又は

指定小規模多機能型居宅介護

の利用者。以下この節におい

て同じ。）の数の上限をいう。

以下この章において同じ。）を

定めるものとする。 

⑴ 通いサービス 登録定員

の数の２分の１から 15（登

録定員の数が 25を超える指

定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所にあっては

次の表の左欄に掲げる登録

定員の数に応じそれぞれ同

表の右欄に掲げる利用定員

の数、サテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅

介護事業所にあっては 12）

まで 

登録定員の

数 

利用定員の

数 

26又は 27 16 

28 17 

29 18 

宅介護を含む。）をいう。以下

この章において同じ。）の利用

定員の数（当該指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業

所におけるサービスごとの１

日当たりの利用者（当該指定

介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者が指定小規模多機

能型居宅介護事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定介護予

防小規模多機能型居宅介護の

事業と指定小規模多機能型居

宅介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営され

ている場合にあっては、当該

事業所における指定介護予防

小規模多機能型居宅介護又は

指定小規模多機能型居宅介護

の利用者。以下この節におい

て同じ。）の数の上限をいう。

以下この章において同じ。）を

定めるものとする。 

⑴ 通いサービス 登録定員

の数の２分の１から 15（登

録定員の数が 25を超える指

定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所にあっては

次の表の左欄に掲げる登録

定員の数に応じそれぞれ同

表の右欄に掲げる利用定員

の数、サテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅

介護事業所にあっては 12）

まで 

登録定員の

数 

利用定員の

数 

26又は 27 16 

28 17 

29 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 通いサービス 登録定員

の二分の一から十五人（登

録定員が二十五人を超える

指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所にあって

は、登録定員に応じて、次の

表に定める利用定員、サテ

ライト型指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所

にあっては、十二人）まで 

登録定員 利用定員 

二十六人又

は二十七人 

十六人 

二十八人 十七人 

二十九人 十八人 
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⑵ 宿泊サービス 通いサー

ビスの利用定員の数の３分

の１から９（サテライト型

指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所にあって

は、６）まで 

 

 

⑵ 宿泊サービス 通いサー

ビスの利用定員の数の３分

の１から９（サテライト型

指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所にあって

は、６）まで 

 

 

二 宿泊サービス 通いサー

ビスの利用定員の三分の一

から九人（サテライト型指

定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所にあって

は、六人）まで 

 

（設備及び備品等） 

第27条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所は、居

間、食堂、台所、宿泊室、浴室、

便所及び汚物処理室を有する

ほか、消火設備その他の非常

災害に際して必要な設備並び

に指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の提供に必要な設

備及び備品等を備えなければ

ならない。 

２ 前項に定める設備に関し必

要な基準は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（設備及び備品等） 

第27条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所は、居

間、食堂、台所、宿泊室、浴室、

便所及び汚物処理室を有する

ほか、消火設備その他の非常

災害に際して必要な設備並び

に指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の提供に必要な設

備及び備品等を備えなければ

ならない。 

２ 前項に定める設備に関し必

要な基準は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 32 条 条例第 27 条第１項に

定める設備の基準は、次のと

おりとする。 

⑴ 居間及び食堂 機能を十

分に発揮しうる適当な広さ

を有すること。 

⑵ 宿泊室 

ア 一の宿泊室の定員は、１

人とすること。ただし、利

用者の処遇上必要と認め

られる場合は、２人とする

ことができる。 

イ 一の宿泊室の床面積は、

7.43 平方メートル以上と

すること。 

ウ ア及びイを満たす宿泊

室（以下「個室」という。）

以外の宿泊室を設ける場

合は、個室以外の宿泊室の

面積を合計した面積は、お

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 32 条 条例第 27 条第１項に

定める設備の基準は、次のと

おりとする。 

⑴ 居間及び食堂 機能を十

分に発揮しうる適当な広さ

を有すること。 

⑵ 宿泊室 

ア 一の宿泊室の定員は、１

人とすること。ただし、利

用者の処遇上必要と認め

られる場合は、２人とする

ことができる。 

イ 一の宿泊室の床面積は、

7.43 平方メートル以上と

すること。 

ウ ア及びイを満たす宿泊

室（以下「個室」という。）

以外の宿泊室を設ける場

合は、個室以外の宿泊室の

面積を合計した面積は、お

（設備及び備品等） 

第四十八条 指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所

は、居間、食堂、台所、宿泊室、

浴室、消火設備その他の非常

災害に際して必要な設備その

他指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の提供に必要な設

備及び備品等を備えなければ

ならない。 

 

２ 前項に掲げる設備の基準

は、次のとおりとする。 

 

一 居間及び食堂 居間及び

食堂は、機能を十分に発揮

しうる適当な広さを有する

こと。 

二 宿泊室 

イ 一の宿泊室の定員は、一

人とする。ただし、利用者

の処遇上必要と認められ

る場合は、二人とすること

ができるものとする。 

ロ 一の宿泊室の床面積は、

七・四三平方メートル以上

としなければならない。 

ハ イ及びロを満たす宿泊

室（以下「個室」という。）

以外の宿泊室を設ける場

合は、個室以外の宿泊室の
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おむね 7.43 平方メートル

に宿泊サービスの利用定

員の数（当該指定介護予防

小規模多機能型居宅介護

事業所におけるサービス

ごとの１日当たりの利用

者の数の上限をいう。以下

この章において同じ。）か

ら個室の定員数を減じた

数を乗じて得た面積以上

とするものとし、その構造

は利用者のプライバシー

が確保されたものとする

こと。 

エ プライバシーが確保さ

れた居間については、ウの

個室以外の宿泊室の面積

に含めることができるこ

と。 

⑶ 手すり 利用者の安全性

を確保するために必要な箇

所に設けること。 

２ 条例第27条第１項に定める

設備は、専ら当該指定介護予

防小規模多機能型居宅介護の

事業の用に供するものでなけ

ればならない。ただし、利用者

に対する指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の提供に支

障がない場合は、この限りで

ない。 

３ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所は、利用者

の家族との交流の機会の確保

や地域住民との交流を図る観

点から、住宅地又は住宅地と

同程度に利用者の家族や地域

住民との交流の機会が確保さ

れる地域にあるようにしなけ

おむね 7.43 平方メートル

に宿泊サービスの利用定

員の数（当該指定介護予防

小規模多機能型居宅介護

事業所におけるサービス

ごとの１日当たりの利用

者の数の上限をいう。以下

この章において同じ。）か

ら個室の定員数を減じた

数を乗じて得た面積以上

とするものとし、その構造

は利用者のプライバシー

が確保されたものとする

こと。 

エ プライバシーが確保さ

れた居間については、ウの

個室以外の宿泊室の面積

に含めることができるこ

と。 

⑶ 手すり 利用者の安全性

を確保するために必要な箇

所に設けること。 

２ 条例第27条第１項に定める

設備は、専ら当該指定介護予

防小規模多機能型居宅介護の

事業の用に供するものでなけ

ればならない。ただし、利用者

に対する指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の提供に支

障がない場合は、この限りで

ない。 

３ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所は、利用者

の家族との交流の機会の確保

や地域住民との交流を図る観

点から、住宅地又は住宅地と

同程度に利用者の家族や地域

住民との交流の機会が確保さ

れる地域にあるようにしなけ

面積を合計した面積は、お

おむね七・四三平方メート

ルに宿泊サービスの利用

定員から個室の定員数を

減じた数を乗じて得た面

積以上とするものとし、そ

の構造は利用者のプライ

バシーが確保されたもの

でなければならない。 

 

 

 

 

 

ニ プライバシーが確保さ

れた居間については、ハの

個室以外の宿泊室の面積

に含めることができる。 

 

 

 

 

３ 第一項に掲げる設備は、専

ら当該指定介護予防小規模多

機能型居宅介護の事業の用に

供するものでなければならな

い。ただし、利用者に対する指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護の提供に支障がない場

合は、この限りでない。 

 

４ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所は、利用者

の家族との交流の機会の確保

や地域住民との交流を図る観

点から、住宅地又は住宅地と

同程度に利用者の家族や地域

住民との交流の機会が確保さ

れる地域にあるようにしなけ
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３ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者が指定小規

模多機能型居宅介護事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定

介護予防小規模多機能型居宅

介護の事業と指定小規模多機

能型居宅介護の事業とが同一

の事業所において一体的に運

営されている場合について

は、指定地域密着型サービス

基準条例第45条第１項及び第

２項の規定に基づく規則に規

定する設備に関する基準を満

たすことをもって、第１項及

び前項の規定に基づく規則に

規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。 

 

 

３ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者が指定小規

模多機能型居宅介護事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定

介護予防小規模多機能型居宅

介護の事業と指定小規模多機

能型居宅介護の事業とが同一

の事業所において一体的に運

営されている場合について

は、指定地域密着型サービス

基準条例第45条第１項及び第

２項の規定に基づく規則に規

定する設備に関する基準を満

たすことをもって、第１項及

び前項の規定に基づく規則に

規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。 

 

ればならない。 ればならない。 ればならない。 

５ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者が指定小規

模多機能型居宅介護事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定

介護予防小規模多機能型居宅

介護の事業と指定小規模多機

能型居宅介護の事業とが同一

の事業所において一体的に運

営されている場合について

は、指定地域密着型サービス

基準第六十七条第一項から第

四項までに規定する設備に関

する基準を満たすことをもっ

て、前各項に規定する基準を

満たしているものとみなすこ

とができる。 

 

第４節 運営に関する

基準 

 

第４節 運営に関する

基準 

 

第３節 運営に関する

基準 

第３節 運営に関する

基準 

第四節 運営に関する

基準 

 

  （心身の状況等の把握） 

第33条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護の提供に当たっては、

介護支援専門員（第 30 条第 12

項の規定により、介護支援専

門員を配置していないサテラ

イト型指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所にあっ

ては、本体事業所の介護支援

専門員。以下この条及び第 47

条第１項において同じ。）が開

催するサービス担当者会議

（介護支援専門員が指定介護

予防サービス等の利用に係る

計画の作成のために指定介護

（心身の状況等の把握） 

第33条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護の提供に当たっては、

介護支援専門員（第 30 条第 12

項の規定により、介護支援専

門員を配置していないサテラ

イト型指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所にあっ

ては、本体事業所の介護支援

専門員。以下この条及び第 47

条第１項において同じ。）が開

催するサービス担当者会議

（介護支援専門員が指定介護

予防サービス等の利用に係る

計画の作成のために指定介護

（心身の状況等の把握） 

第四十九条 指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者

は、指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の提供に当たっ

ては、介護支援専門員（第四十

四条第十二項の規定により、

介護支援専門員を配置してい

ないサテライト型指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事

業所にあっては、本体事業所

の介護支援専門員。以下この

条及び第六十六条において同

じ。）が開催するサービス担当

者会議（介護支援専門員が指

定介護予防サービス等の利用

に係る計画の作成のために指
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予防サービス等の利用に係る

計画の原案に位置付けた指定

介護予防サービス等の担当者

を招集して行う会議（テレビ

電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。ただ

し、利用者又はその家族（以下

この条において「利用者等」と

いう。）が参加する場合にあっ

ては、テレビ電話装置等の活

用について当該利用者等の同

意を得なければならない。）を

いう。）等を通じて、利用者の

心身の状況、その置かれてい

る環境、他の保健医療サービ

ス又は福祉サービスの利用状

況等の把握に努めなければな

らない。 

 

予防サービス等の利用に係る

計画の原案に位置付けた指定

介護予防サービス等の担当者

を招集して行う会議（テレビ

電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。ただ

し、利用者又はその家族（以下

この条において「利用者等」と

いう。）が参加する場合にあっ

ては、テレビ電話装置等の活

用について当該利用者等の同

意を得なければならない。）を

いう。）等を通じて、利用者の

心身の状況、その置かれてい

る環境、他の保健医療サービ

ス又は福祉サービスの利用状

況等の把握に努めなければな

らない。 

 

定介護予防サービス等の利用

に係る計画の原案に位置付け

た指定介護予防サービス等の

担当者を招集して行う会議

（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとす

る。ただし、利用者等が参加す

る場合にあっては、テレビ電

話装置等の活用について当該

利用者等の同意を得なければ

ならない。）をいう。）等を通じ

て、利用者の心身の状況、その

置かれている環境、他の保健

医療サービス又は福祉サービ

スの利用状況等の把握に努め

なければならない。 

 

  （介護予防サービス事業者等

との連携） 

第34条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護を提供するに当たって

は、介護予防サービス事業者

その他保健医療サービス又は

福祉サービスを提供する者と

の密接な連携に努めなければ

ならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、指定介

護予防小規模多機能型居宅介

護を提供するに当たっては、

利用者の健康管理を適切に行

うため、主治の医師との密接

な連携に努めなければならな

い。 

３ 指定介護予防小規模多機能

（介護予防サービス事業者等

との連携） 

第34条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護を提供するに当たって

は、介護予防サービス事業者

その他保健医療サービス又は

福祉サービスを提供する者と

の密接な連携に努めなければ

ならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、指定介

護予防小規模多機能型居宅介

護を提供するに当たっては、

利用者の健康管理を適切に行

うため、主治の医師との密接

な連携に努めなければならな

い。 

３ 指定介護予防小規模多機能

（介護予防サービス事業者等

との連携） 

第五十条 指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業者は、

指定介護予防小規模多機能型

居宅介護を提供するに当たっ

ては、介護予防サービス事業

者その他保健医療サービス又

は福祉サービスを提供する者

との密接な連携に努めなけれ

ばならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、指定介

護予防小規模多機能型居宅介

護を提供するに当たっては、

利用者の健康管理を適切に行

うため、主治の医師との密接

な連携に努めなければならな

い。 

３ 指定介護予防小規模多機能
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型居宅介護事業者は、指定介

護予防小規模多機能型居宅介

護の提供の終了に際しては、

利用者又はその家族に対して

適切な指導を行うとともに、

当該利用者に係る介護予防支

援事業者に対する情報の提供

及び保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する者との

密接な連携に努めなければな

らない。 

型居宅介護事業者は、指定介

護予防小規模多機能型居宅介

護の提供の終了に際しては、

利用者又はその家族に対して

適切な指導を行うとともに、

当該利用者に係る介護予防支

援事業者に対する情報の提供

及び保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する者との

密接な連携に努めなければな

らない。 

型居宅介護事業者は、指定介

護予防小規模多機能型居宅介

護の提供の終了に際しては、

利用者又はその家族に対して

適切な指導を行うとともに、

当該利用者に係る介護予防支

援事業者に対する情報の提供

及び保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する者との

密接な連携に努めなければな

らない。 

 

  （身分を証する書類の携行） 

第35条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、介

護予防小規模多機能型居宅介

護従業者のうち訪問サービス

の提供に当たるものに身分を

証する書類を携行させ、初回

訪問時及び利用者又はその家

族から求められたときは、こ

れを提示すべき旨を指導しな

ければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第35条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、介

護予防小規模多機能型居宅介

護従業者のうち訪問サービス

の提供に当たるものに身分を

証する書類を携行させ、初回

訪問時及び利用者又はその家

族から求められたときは、こ

れを提示すべき旨を指導しな

ければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第五十一条 指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者

は、介護予防小規模多機能型

居宅介護従業者のうち訪問サ

ービスの提供に当たるものに

身分を証する書類を携行さ

せ、初回訪問時及び利用者又

はその家族から求められたと

きは、これを提示すべき旨を

指導しなければならない。 

 

 

  （利用料等の受領） 

第36条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、法

定代理受領サービスに該当す

る指定介護予防小規模多機能

型居宅介護を提供した際に

は、その利用者から利用料の

一部として、当該指定介護予

防小規模多機能型居宅介護に

係る地域密着型介護予防サー

ビス費用基準額から当該指定

介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者に支払われる地域

密着型介護予防サービス費の

額を控除して得た額の支払を

（利用料等の受領） 

第36条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、法

定代理受領サービスに該当す

る指定介護予防小規模多機能

型居宅介護を提供した際に

は、その利用者から利用料の

一部として、当該指定介護予

防小規模多機能型居宅介護に

係る地域密着型介護予防サー

ビス費用基準額から当該指定

介護予防小規模多機能型居宅

介護事業者に支払われる地域

密着型介護予防サービス費の

額を控除して得た額の支払を

（利用料等の受領） 

第五十二条 指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者

は、法定代理受領サービスに

該当する指定介護予防小規模

多機能型居宅介護を提供した

際には、その利用者から利用

料の一部として、当該指定介

護予防小規模多機能型居宅介

護に係る地域密着型介護予防

サービス費用基準額から当該

指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業者に支払われる

地域密着型介護予防サービス

費の額を控除して得た額の支
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受けるものとする。 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、法定代

理受領サービスに該当しない

指定介護予防小規模多機能型

居宅介護を提供した際にその

利用者から支払を受ける利用

料の額と、指定介護予防小規

模多機能型居宅介護に係る地

域密着型介護予防サービス費

用基準額との間に、不合理な

差額が生じないようにしなけ

ればならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、前２項

の支払を受ける額のほか、次

に掲げる費用の額の支払を利

用者から受けることができ

る。 

⑴ 利用者の選定により通常

の事業の実施地域以外の地

域に居住する利用者に対し

て行う送迎に要する費用 

⑵ 利用者の選択により通常

の事業の実施地域以外の地

域の居宅において訪問サー

ビスを提供する場合は、そ

れに要した交通費の額 

⑶ 食事の提供に要する費用 

⑷ 宿泊に要する費用 

⑸ おむつ代 

⑹ 前各号に掲げるもののほ

か、指定介護予防小規模多

機能型居宅介護において提

供される便宜のうち、日常

生活においても通常必要と

なるものに係る費用であっ

て、その利用者に負担させ

ることが適当と認められる

受けるものとする。 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、法定代

理受領サービスに該当しない

指定介護予防小規模多機能型

居宅介護を提供した際にその

利用者から支払を受ける利用

料の額と、指定介護予防小規

模多機能型居宅介護に係る地

域密着型介護予防サービス費

用基準額との間に、不合理な

差額が生じないようにしなけ

ればならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、前２項

の支払を受ける額のほか、次

に掲げる費用の額の支払を利

用者から受けることができ

る。 

⑴ 利用者の選定により通常

の事業の実施地域以外の地

域に居住する利用者に対し

て行う送迎に要する費用 

⑵ 利用者の選択により通常

の事業の実施地域以外の地

域の居宅において訪問サー

ビスを提供する場合は、そ

れに要した交通費の額 

⑶ 食事の提供に要する費用 

⑷ 宿泊に要する費用 

⑸ おむつ代 

⑹ 前各号に掲げるもののほ

か、指定介護予防小規模多

機能型居宅介護において提

供される便宜のうち、日常

生活においても通常必要と

なるものに係る費用であっ

て、その利用者に負担させ

ることが適当と認められる

払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、法定代

理受領サービスに該当しない

指定介護予防小規模多機能型

居宅介護を提供した際にその

利用者から支払を受ける利用

料の額と、指定介護予防小規

模多機能型居宅介護に係る地

域密着型介護予防サービス費

用基準額との間に、不合理な

差額が生じないようにしなけ

ればならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、前二項

の支払を受ける額のほか、次

の各号に掲げる費用の額の支

払を利用者から受けることが

できる。 

一 利用者の選定により通常

の事業の実施地域以外の地

域に居住する利用者に対し

て行う送迎に要する費用 

二 利用者の選択により通常

の事業の実施地域以外の地

域の居宅において訪問サー

ビスを提供する場合は、そ

れに要した交通費の額 

三 食事の提供に要する費用 

四 宿泊に要する費用 

五 おむつ代 

六 前各号に掲げるもののほ

か、指定介護予防小規模多

機能型居宅介護の提供にお

いて提供される便宜のう

ち、日常生活においても通

常必要となるものに係る費

用であって、その利用者に

負担させることが適当と認
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費用 

４ 前項第３号及び第４号に掲

げる費用については、別に厚

生労働大臣が定めるところに

よるものとする。 

５ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、第３項

の費用の額に係るサービスの

提供に当たっては、あらかじ

め、利用者又はその家族に対

し、当該サービスの内容及び

費用について説明を行い、利

用者の同意を得なければなら

ない。 

費用 

４ 前項第３号及び第４号に掲

げる費用については、別に厚

生労働大臣が定めるところに

よるものとする。 

５ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、第３項

の費用の額に係るサービスの

提供に当たっては、あらかじ

め、利用者又はその家族に対

し、当該サービスの内容及び

費用について説明を行い、利

用者の同意を得なければなら

ない。 

められる費用 

４ 前項第三号及び第四号に掲

げる費用については、別に厚

生労働大臣が定めるところに

よるものとする。 

５ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、第三項

の費用の額に係るサービスの

提供に当たっては、あらかじ

め、利用者又はその家族に対

し、当該サービスの内容及び

費用について説明を行い、利

用者の同意を得なければなら

ない。 

 

（身体的拘束等の禁止） 

第28条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護の提供に当たっては、

当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束その他利用者

の行動を制限する行為（以下

「身体的拘束等」という。）を

行ってはならない。 

２ 前項の緊急やむを得ない場

合とは、身体拘束廃止委員会

（管理者及び利用者の処遇を

担当する者から構成され、身

体的拘束等に係る判断その他

必要な事項について検討を行

う会議をいい、テレビ電話装

置等を活用して行うことがで

きるものとする。以下この条

において同じ。）が次のいずれ

にも該当すると判断した場合

とする。 

（身体的拘束等の禁止） 

第28条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護の提供に当たっては、

当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行っては

ならない。 

 

 

２ 前項の緊急やむを得ない場

合とは、身体拘束廃止委員会

（管理者及び利用者の処遇を

担当する者から構成され、身

体的拘束等に係る判断、身体

的拘束等の適正化のための対

策その他必要な事項について

検討を行う会議をいい、テレ

ビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。以

下同じ。）が次のいずれにも該

当すると判断した場合とす

  （身体的拘束等の禁止） 

第五十三条 指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者

は、指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の提供に当たっ

ては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束その他

利用者の行動を制限する行為

（以下「身体的拘束等」とい

う。）を行ってはならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、前項の

身体的拘束等を行う場合に

は、その態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録

しなければならない。 

 

 

 

 

 

（身体的拘束等の禁止） 

第五十三条 指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者は

、指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の提供に当たって

は、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束等を行っ

てはならない。 

 

 

２ （略） 
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⑴ 利用者又は他の利用者等

の生命又は身体に危険が及

ぶ可能性が著しく高いこ

と。 

⑵ 身体的拘束等を行う以外

に当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護

するための手段がないこ

と。 

⑶ 身体的拘束等が一時的な

ものであること。 

 

３ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、身体的

拘束等を行うに当たっては、

次に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。 

⑴ 前項の規定による身体拘

束廃止委員会の判断の結果

について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図る

こと。 

⑵ 当該身体的拘束等が必要

な理由、その態様、時間その

他必要な事項について利用

者又はその家族に対して説

明した上で、文書により利

用者の同意を得ること。 

⑶ 当該身体的拘束等の態様

及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに第１項

の緊急やむを得ない場合の

具体的内容を記録するこ

と。 

４ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、身体的

拘束等を行っている場合にあ

っては、その間、当該身体的拘

束等が第２項各号に定める要

る。 

⑴ 利用者又は他の利用者等

の生命又は身体に危険が及

ぶ可能性が著しく高いこ

と。 

⑵ 身体的拘束等を行う以外

に当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護

するための手段がないこ

と。 

⑶ 身体的拘束等が一時的な

ものであること。 

３ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、身体的

拘束等を行うに当たっては、

次に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。 

⑴ 前項の規定による身体拘

束廃止委員会の判断の結果

について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図る

こと。 

⑵ 当該身体的拘束等が必要

な理由、その態様、時間その

他必要な事項について利用

者又はその家族に対して説

明した上で、文書により利

用者の同意を得ること。 

⑶ 当該身体的拘束等の態様

及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに第１項

の緊急やむを得ない場合の

具体的内容を記録するこ

と。 

４ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、身体的

拘束等を行っている場合にあ

っては、その間、当該身体的拘

束等が第２項各号に定める要
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件のいずれにも該当するかに

ついて判断するため、身体拘

束廃止委員会を必要に応じ随

時開催しなければならない。

この場合において、当該身体

的拘束等が同項各号に定める

要件のいずれかに該当しない

と判断されたときは、直ちに

当該身体的拘束等を廃止する

ものとする。 

（新設） 

 

件のいずれにも該当するかに

ついて判断するため、身体拘

束廃止委員会を必要に応じ随

時開催しなければならない。

この場合において、当該身体

的拘束等が同項各号に定める

要件のいずれかに該当しない

と判断されたときは、直ちに

当該身体的拘束等を廃止する

ものとする 

５ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、身体的

拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。 

⑴ 身体拘束廃止委員会を３

月に１回以上開催するとと

もに、その結果について、介

護職員その他の従業者に周

知徹底を図ること。 

 

 

 

 

⑵ 身体的拘束等の適正化の

ための指針を整備するこ

と。 

⑶ 介護職員その他の従業者

に対し、身体的拘束等の適

正化のための研修を定期的

に実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、身体的

拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。 

一 身体的拘束等の適正化の

ための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるもの

とする。）を三月に一回以上

開催するとともに、その結果

について、介護職員その他の

従業者に周知徹底を図るこ

と。 

二 身体的拘束等の適正化の

ための指針を整備すること。 

 

三 介護職員その他の従業者

に対し、身体的拘束等の適正

化のための研修を定期的に

実施すること。 

  （法定代理受領サービスに係

る報告） 

第37条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、毎

月、市町村（法第 54条の２第

９項において準用する法第 41

条第 10 項の規定により法第

（法定代理受領サービスに係

る報告） 

第37条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、毎

月、市町村（法第 54条の２第

９項において準用する法第 41

条第 10 項の規定により法第

（法定代理受領サービスに係

る報告） 

第五十四条 指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者

は、毎月、市町村（法第五十四

条の二第九項において準用す

る法第四十一条第十項の規定
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54 条の２第８項の規定による

審査及び支払に関する事務を

国民健康保険団体連合会に委

託している場合にあっては、

当該国民健康保険団体連合

会）に対し、指定介護予防サー

ビス等の利用に係る計画にお

いて位置付けられている指定

介護予防サービス等のうち法

定代理受領サービスとして位

置付けたものに関する情報を

記載した文書を提出しなけれ

ばならない。 

54 条の２第８項の規定による

審査及び支払に関する事務を

国民健康保険団体連合会に委

託している場合にあっては、

当該国民健康保険団体連合

会）に対し、指定介護予防サー

ビス等の利用に係る計画にお

いて位置付けられている指定

介護予防サービス等のうち法

定代理受領サービスとして位

置付けたものに関する情報を

記載した文書を提出しなけれ

ばならない。 

により法第五十四条の二第八

項の規定による審査及び支払

に関する事務を国民健康保険

団体連合会に委託している場

合にあっては、当該国民健康

保険団体連合会）に対し、指定

介護予防サービス等の利用に

係る計画において位置付けら

れている指定介護予防サービ

ス等のうち法定代理受領サー

ビスとして位置付けたものに

関する情報を記載した文書を

提出しなければならない。 

 

  （利用者に対する指定介護予

防サービス等の利用に係る計

画等の書類の交付） 

第38条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、登

録者が他の指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者の

利用を希望する場合その他登

録者からの申出があった場合

には、当該登録者に対し、直近

の指定介護予防サービス等の

利用に係る計画及びその実施

状況に関する書類を交付しな

ければならない。 

（利用者に対する指定介護予

防サービス等の利用に係る計

画等の書類の交付） 

第38条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、登

録者が他の指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者の

利用を希望する場合その他登

録者からの申出があった場合

には、当該登録者に対し、直近

の指定介護予防サービス等の

利用に係る計画及びその実施

状況に関する書類を交付しな

ければならない。 

（利用者に対する指定介護予

防サービス等の利用に係る計

画等の書類の交付） 

第五十五条 指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者

は、登録者が他の指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事

業者の利用を希望する場合そ

の他登録者からの申出があっ

た場合には、当該登録者に対

し、直近の指定介護予防サー

ビス等の利用に係る計画及び

その実施状況に関する書類を

交付しなければならない。 

 

 

（緊急時等の対応） 

第29条 介護予防小規模多機能

型居宅介護従業者は、現に指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護の提供を行っていると

きに利用者に病状の急変が生

じた場合その他必要な場合

は、速やかに主治の医師又は

あらかじめ当該指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業

（緊急時等の対応） 

第29条 介護予防小規模多機能

型居宅介護従業者は、現に指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護の提供を行っていると

きに利用者に病状の急変が生

じた場合その他必要な場合

は、速やかに主治の医師又は

あらかじめ当該指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業

  （緊急時等の対応） 

第五十六条 介護予防小規模多

機能型居宅介護従業者は、現

に指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の提供を行ってい

るときに利用者に病状の急変

が生じた場合その他必要な場

合は、速やかに主治の医師又

はあらかじめ当該指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事
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者が定めた協力医療機関への

連絡を行う等の必要な措置を

講じなければならない。 

 

者が定めた協力医療機関への

連絡を行う等の必要な措置を

講じなければならない。 

 

業者が定めた協力医療機関へ

の連絡を行う等の必要な措置

を講じなければならない。 

 

  （運営規程） 

第39条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所ごとに、次に掲

げる事項に関する運営規程を

定めておかなければならな

い。 

 

⑴ 事業の目的及び運営の方

針 

⑵ 従業者の職種、員数及び

職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の登録定員の

数（登録者の数（当該指定介

護予防小規模多機能型居宅

介護事業者が指定小規模多

機能型居宅介護事業者の指

定を併せて受け、かつ、指定

介護予防小規模多機能型居

宅介護の事業と指定小規模

多機能型居宅介護の事業と

が同一の事業所において一

体的に運営されている場合

にあっては、登録者の数及

び指定地域密着型サービス

基準条例第 44条第１項に規

定する登録者の数の合計

数）の上限をいう。以下この

章において同じ。）並びに通

いサービス及び宿泊サービ

スの利用定員の数 

⑸ 指定介護予防小規模多機

（運営規程） 

第39条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所ごとに、次に掲

げる事項に関する運営規程を

定めておかなければならな

い。 

 

⑴ 事業の目的及び運営の方

針 

⑵ 従業者の職種、員数及び

職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の登録定員の

数（登録者の数（当該指定介

護予防小規模多機能型居宅

介護事業者が指定小規模多

機能型居宅介護事業者の指

定を併せて受け、かつ、指定

介護予防小規模多機能型居

宅介護の事業と指定小規模

多機能型居宅介護の事業と

が同一の事業所において一

体的に運営されている場合

にあっては、登録者の数及

び指定地域密着型サービス

基準条例第 44条第１項に規

定する登録者の数の合計

数）の上限をいう。以下この

章において同じ。）並びに通

いサービス及び宿泊サービ

スの利用定員の数 

⑸ 指定介護予防小規模多機

（運営規程） 

第五十七条 指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者

は、指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所ごとに、

次に掲げる事業の運営につい

ての重要事項に関する規程を

定めておかなければならな

い。 

一 事業の目的及び運営の方

針 

二 従業者の職種、員数及び

職務の内容 

三 営業日及び営業時間 

四 指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の登録定員並

びに通いサービス及び宿泊

サービスの利用定員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五 指定介護予防小規模多機
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能型居宅介護の内容及び利

用料その他の費用の額 

⑹ 通常の事業の実施地域 

⑺ サービス利用に当たって

の留意事項 

⑻ 緊急時等における対応方

法 

⑼ 非常災害対策 

⑽ 虐待の防止のための措置

に関する事項 

⑾ その他運営に関する重要

事項 

 

能型居宅介護の内容及び利

用料その他の費用の額 

⑹ 通常の事業の実施地域 

⑺ サービス利用に当たって

の留意事項 

⑻ 緊急時等における対応方

法 

⑼ 非常災害対策 

⑽ 虐待の防止のための措置

に関する事項 

⑾ その他運営に関する重要

事項 

 

能型居宅介護の内容及び利

用料その他の費用の額 

六 通常の事業の実施地域 

七 サービス利用に当たって

の留意事項 

八 緊急時等における対応方

法 

九 非常災害対策 

十 虐待の防止のための措置

に関する事項 

十一 その他運営に関する重

要事項 

  （定員の遵守） 

第40条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、登

録定員の数並びに通いサービ

ス及び宿泊サービスの利用定

員の数を超えて指定介護予防

小規模多機能型居宅介護の提

供を行ってはならない。ただ

し、災害その他のやむを得な

い事情がある場合は、この限

りでない。 

 

 

 

 

 

 

２ 前項本文の規定にかかわら

ず、通いサービス及び宿泊サ

ービスの利用についは、利用

者の様態や希望等により特に

必要と認められる場合は、一

時的に登録定員並びに通いサ

ービス及び宿泊サービスの利

用定員を超えて指定介護予防

小規模多機能型居宅介護の提

（定員の遵守） 

第40条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、登

録定員の数並びに通いサービ

ス及び宿泊サービスの利用定

員の数を超えて指定介護予防

小規模多機能型居宅介護の提

供を行ってはならない。ただ

し、災害その他のやむを得な

い事情がある場合は、この限

りでない。 

 

 

 

 

 

 

２ 前項本文の規定にかかわら

ず、通いサービス及び宿泊サ

ービスの利用についは、利用

者の様態や希望等により特に

必要と認められる場合は、一

時的に登録定員並びに通いサ

ービス及び宿泊サービスの利

用定員を超えて指定介護予防

小規模多機能型居宅介護の提

（定員の遵守） 

第五十八条 指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者

は、登録定員並びに通いサー

ビス及び宿泊サービスの利用

定員を超えて指定介護予防小

規模多機能型居宅介護の提供

を行ってはならない。ただし、

通いサービス及び宿泊サービ

スの利用は、利用者の様態や

希望等により特に必要と認め

られる場合は、一時的にその

利用定員を超えることはやむ

を得ないものとする。なお、災

害その他のやむを得ない事情

がある場合は、この限りでな

い。 

２ 前項本文の規定にかかわら

ず、過疎地域その他これに類

する地域において、地域の実

情により当該地域における指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護の効率的運営に必要で

あると市町村が認めた場合

は、指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業者は、市町
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供を行うことができる。 供を行うことができる。 村が認めた日から市町村介護

保険事業計画（法第百十七条

第一項に規定する市町村介護

保険事業計画をいう。以下こ

の項において同じ。）の終期ま

で（市町村が次期の市町村介

護保険事業計画を作成するに

当たって、新規に代替サービ

スを整備するよりも既存の指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所を活用すること

がより効率的であると認めた

場合にあっては、次期の市町

村介護保険事業計画の終期ま

で）に限り、登録定員並びに通

いサービス及び宿泊サービス

の利用定員を超えて指定介護

予防小規模多機能型居宅介護

の提供を行うことができる。 

 

（非常災害対策） 

第30条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、非

常災害に関する具体的計画を

立て、非常災害時の関係機関

への通報及び連携体制を整備

し、それらを定期的に従業者

に周知するとともに、定期的

に避難、救出その他の必要な

訓練を行わなければならな

い。 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、前項に

規定する具体的計画を立てる

際には、想定される非常災害

の種類及び規模に応じ、それ

ぞれ立てるよう努めなければ

ならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能

（非常災害対策） 

第30条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、非

常災害に関する具体的計画を

立て、非常災害時の関係機関

への通報及び連携体制を整備

し、それらを定期的に従業者

に周知するとともに、定期的

に避難、救出その他の必要な

訓練を行わなければならな

い。 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、前項に

規定する具体的計画を立てる

際には、想定される非常災害

の種類及び規模に応じ、それ

ぞれ立てるよう努めなければ

ならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能

  （非常災害対策） 

第五十八条の二 指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業

者は、非常災害に関する具体

的計画を立て、非常災害時の

関係機関への通報及び連携体

制を整備し、それらを定期的

に従業者に周知するととも

に、定期的に避難、救出その他

必要な訓練を行わなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定介護予防小規模多機能
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型居宅介護事業者は、第１項

に規定する訓練の実施に当た

って、地域住民の参加が得ら

れるよう連携に努めなければ

ならない。 

 

型居宅介護事業者は、第１項

に規定する訓練の実施に当た

って、地域住民の参加が得ら

れるよう連携に努めなければ

ならない。 

 

型居宅介護事業者は、前項に

規定する訓練の実施に当たっ

て、地域住民の参加が得られ

るよう連携に努めなければな

らない。 

  （協力医療機関等） 

第41条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、主

治の医師との連携を基本とし

つつ、利用者の病状の急変等

に備えるため、あらかじめ、協

力医療機関を定めておかなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、あらか

じめ、協力歯科医療機関を定

めておくよう努めなければな

らない。 

３ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、サービ

スの提供体制の確保、夜間に

おける緊急時の対応等のた

め、介護老人福祉施設、介護老

人保健施設、介護医療院、病院

等との間の連携及び支援の体

制を整えなければならない。 

（協力医療機関等） 

第41条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、主

治の医師との連携を基本とし

つつ、利用者の病状の急変等

に備えるため、あらかじめ、協

力医療機関を定めておかなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、あらか

じめ、協力歯科医療機関を定

めておくよう努めなければな

らない。 

３ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、サービ

スの提供体制の確保、夜間に

おける緊急時の対応等のた

め、介護老人福祉施設、介護老

人保健施設、介護医療院、病院

等との間の連携及び支援の体

制を整えなければならない。 

（協力医療機関等） 

第五十九条 指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者

は、主治の医師との連携を基

本としつつ、利用者の病状の

急変等に備えるため、あらか

じめ、協力医療機関を定めて

おかねばならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、あらか

じめ、協力歯科医療機関を定

めておくよう努めなければな

らない。 

３ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、サービ

スの提供体制の確保、夜間に

おける緊急時の対応等のた

め、介護老人福祉施設、介護老

人保健施設、介護医療院、病院

等との間の連携及び支援の体

制を整えなければならない。 

 

 

  （調査への協力等） 

第42条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、提

供した指定介護予防小規模多

機能型居宅介護に関し、利用

者の心身の状況を踏まえ、適

切な指定介護予防小規模多機

能型居宅介護が行われている

かどうかを確認するために市

町村が行う調査に協力すると

ともに、市町村から指導又は

（調査への協力等） 

第42条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、提

供した指定介護予防小規模多

機能型居宅介護に関し、利用

者の心身の状況を踏まえ、適

切な指定介護予防小規模多機

能型居宅介護が行われている

かどうかを確認するために市

町村が行う調査に協力すると

ともに、市町村から指導又は

（調査への協力等） 

第六十条 指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業者は、

提供した指定介護予防小規模

多機能型居宅介護に関し、利

用者の心身の状況を踏まえ、

妥当適切な指定介護予防小規

模多機能型居宅介護が行われ

ているかどうかを確認するた

めに市町村が行う調査に協力

するとともに、市町村から指
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助言を受けた場合において

は、当該指導又は助言に従っ

て必要な改善を行わなければ

ならない。 

助言を受けた場合において

は、当該指導又は助言に従っ

て必要な改善を行わなければ

ならない。 

導又は助言を受けた場合にお

いては、当該指導又は助言に

従って必要な改善を行わなけ

ればならない。 

 

  第 43条 削除 第 43条 削除 第六十一条 削除 

 

 

  （居住機能を担う併設施設等

への入居） 

第44条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、可

能な限り、利用者がその居宅

において生活を継続できるよ

う支援することを前提としつ

つ、利用者が第 30条第６項の

表中欄に掲げる施設等その他

の施設へ入所等を希望した場

合は、円滑にそれらの施設へ

入所等が行えるよう、必要な

措置を講じるよう努めるもの

とする。 

（居住機能を担う併設施設等

への入居） 

第44条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、可

能な限り、利用者がその居宅

において生活を継続できるよ

う支援することを前提としつ

つ、利用者が第 30条第６項の

表中欄に掲げる施設等その他

の施設へ入所等を希望した場

合は、円滑にそれらの施設へ

入所等が行えるよう、必要な

措置を講じるよう努めるもの

とする。 

（居住機能を担う併設施設等

への入居） 

第六十二条 指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者

は、可能な限り、利用者がその

居宅において生活を継続でき

るよう支援することを前提と

しつつ、利用者が第四十四条

第六項に掲げる施設等その他

の施設へ入所等を希望した場

合は、円滑にそれらの施設へ

入所等が行えるよう、必要な

措置を講ずるよう努めるもの

とする。 

 

 

   

 

 

 

（新設） 

（利用者の安全並びに介護サ

ービスの質の確保及び職員の

負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の設置） 

第44条の２ 指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者は

、当該指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所におけ

る業務の効率化、介護サービ

スの質の向上その他の生産性

の向上に資する取組の促進を

図るため、当該指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業

所における利用者の安全並び

に介護サービスの質の確保及

び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会（

 

 

 

 

（新設） 

（利用者の安全並びに介護サ

ービスの質の確保及び職員の

負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の設置） 

第六十二条の二 指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業

者は、当該指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所に

おける業務の効率化、介護サ

ービスの質の向上その他の生

産性の向上に資する取組の促

進を図るため、当該指定介護

予防小規模多機能型居宅介護

事業所における利用者の安全

並びに介護サービスの質の確

保及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員
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テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする

。）を定期的に開催しなけれ

ばならない。 

 

会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものと

する。）を定期的に開催しな

ければならない。 

  （記録の整備） 

第45条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、従

業者、設備、備品及び会計に関

する諸記録を整備しておかな

ければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、利用者

に対する指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の提供に関

する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から５年間

保存しなければならない。 

 

⑴ 指定介護予防サービス等

の利用に係る計画 

⑵ 介護予防小規模多機能型

居宅介護計画 

⑶ 次条において準用する第

15 条第２項に規定する提供

した具体的なサービスの内

容等の記録 

⑷ 条例第 28条第３項第３号

に規定する身体的拘束等の

態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない場合の具体

的内容の記録 

⑸ 次条において準用する第

18 条に規定する市町村への

通知に係る記録 

⑹ 条例第 31条において準用

する条例第 18条第２項に規

定する苦情の内容等の記録 

（記録の整備） 

第45条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、従

業者、設備、備品及び会計に関

する諸記録を整備しておかな

ければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、利用者

に対する指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の提供に関

する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から５年間

保存しなければならない。 

 

⑴ 指定介護予防サービス等

の利用に係る計画 

⑵ 介護予防小規模多機能型

居宅介護計画 

⑶ 次条において準用する第

15 条第２項に規定する提供

した具体的なサービスの内

容等の記録 

⑷ 条例第 28条第３項第３号

に規定する身体的拘束等の

態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない場合の具体

的内容の記録 

⑸ 次条において準用する第

18 条の規定による市町村へ

の通知に係る記録 

⑹ 条例第 31条において準用

する条例第 18条第２項に規

定する苦情の内容等の記録 

（記録の整備） 

第六十三条 指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者

は、従業者、設備、備品及び会

計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、利用者

に対する指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の提供に関

する次の各号に掲げる記録を

整備し、その完結の日から二

年間保存しなければならな

い。 

一 指定介護予防サービス等

の利用に係る計画 

二 介護予防小規模多機能型

居宅介護計画 

三 次条において準用する第

二十一条第二項に規定する

提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

四 第五十三条第二項に規定

する身体的拘束等の態様及

び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由の記録 

 

五 次条において準用する第

二十四条に規定する市町村

への通知に係る記録 

六 次条において準用する第

三十六条第二項に規定する

苦情の内容等の記録 

（記録の整備） 

第六十三条 （略） 

 

 

 

 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、利用者

に対する指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の提供に関

する次の各号に掲げる記録を

整備し、その完結の日から二

年間保存しなければならない

。 

一・二 （略） 

 

 

 

三 次条において準用する第

二十一条第二項の規定によ

る提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

四 第五十三条第二項の規定

による身体的拘束等の態様

及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由の記録 

 

五 次条において準用する第

二十四条の規定による市町

村への通知に係る記録 

六 次条において準用する第

三十六条第二項の規定によ

る苦情の内容等の記録 
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⑺ 条例第 31条において準用

する条例第 19条第２項に規

定する事故の状況及び事故

に際して採った処置につい

ての記録 

⑻ 次条において準用する第

27 条第２項に規定する報

告、評価、要望、助言等の記

録 

⑺ 条例第 31条において準用

する条例第 19条第２項に規

定する事故の状況及び事故

に際して採った処置につい

ての記録 

⑻ 次条において準用する第

27 条第２項に規定する報

告、評価、要望、助言等の記

録 

七 次条において準用する第

三十七条第二項に規定する

事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記

録 

八 次条において準用する第

三十九条第二項に規定する

報告、評価、要望、助言等の

記録 

 

七 次条において準用する第

三十七条第二項の規定によ

る事故の状況及び事故に際

して採った処置についての

記録 

八 （略） 

（準用） 

第 31条 第 12条、第 13条、第

15条及び第 17条から第 20条

まで（第 19 条４項を除く。）

の規定は、指定介護予防小規

模多機能型居宅介護の事業に

ついて準用する。この場合に

おいて、第 12 条並びに 19 条

の２第１号及び第３号中「介

護予防認知症対応型通所介護

従業者」とあるのは「介護予防

小規模多機能型居宅介護従業

者」と、第 15条第２項中「こ

の節」とあるのは「第３章第４

節」と読み替えるものとする。 

（準用） 

第 31条 第 12条、第 13条、第

15 条及び第 17 条から第 20 条

まで（第 19 条４項を除く。）

の規定は、指定介護予防小規

模多機能型居宅介護の事業に

ついて準用する。この場合に

おいて、第 12 条並びに 19 条

の２第１号及び第３号中「介

護予防認知症対応型通所介護

従業者」とあるのは「介護予防

小規模多機能型居宅介護従業

者」と、第 15条第２項中「こ

の節」とあるのは「第３章第４

節」と読み替えるものとする。 

（準用） 

第 46 条 第６条から第９条ま

で、第 15 条、第 17 条、第 18

条、第 20 条、第 20 条の２及

び第 22 条から第 27 条までの

規定は、指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の事業につ

いて準用する。この場合にお

いて、第６条第１項中「第 12

条」とあるのは「第 31条にお

いて準用する条例第12条」と、 

第 20 条第３項から第５項ま

で、第 20条の２第２項、第 22

条第２項第１号及び第３号並

びに第 23条第１項中「介護予

防認知症対応型通所介護従業

者」とあるのは「介護予防小規

模多機能型居宅介護従業者」

と、第 27条第１項中「介護予

防認知症対応型通所介護につ

いて知見を有する者」とある

のは「介護予防小規模多機能

型居宅介護について知見を有

する者」と、「６月」とあるの

は「２月」と、「活動状況」と

あるのは「通いサービス及び

宿泊サービスの提供回数等の

活動状況」と読み替えるもの

とする。 

（準用） 

第 46 条 第６条から第９条ま

で、第 15 条、第 17 条、第 18

条、第 20 条、第 20 条の２及

び第 22 条から第 27 条までの

規定は、指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の事業につ

いて準用する。この場合にお

いて、第６条第１項中「第 12

条」とあるのは「第 31条にお

いて準用する条例第12条」と、 

第 20 条第３項から第５項ま

で、第 20条の２第２項、第 22

条第２項第１号及び第３号並

びに第 23条第１項中「介護予

防認知症対応型通所介護従業

者」とあるのは「介護予防小規

模多機能型居宅介護従業者」

と、第 27条第１項中「介護予

防認知症対応型通所介護につ

いて知見を有する者」とある

のは「介護予防小規模多機能

型居宅介護について知見を有

する者」と、「６月」とあるの

は「２月」と、「活動状況」と

あるのは「通いサービス及び

宿泊サービスの提供回数等の

活動状況」と読み替えるもの

とする。 

（準用） 

第六十四条 第十一条から第十

五条まで、第二十一条、第二十

三条、第二十四条、第二十六

条、第二十八条、第二十八条の

二、第三十一条から第三十九

条まで（第三十七条第四項を

除く。）の規定は、指定介護予

防小規模多機能型居宅介護の

事業について準用する。この

場合において、第十一条第一

項中「第二十七条に規定する

運営規程」とあるのは「第五十

七条に規定する重要事項に関

する規程」と、同項、第二十八

条第三項及び第四項、第二十

八条の二第二項、第三十一条

第二項第一号及び第三号、第

三十二条第一項並びに第三十

七条の二第一号及び第三号中

「介護予防認知症対応型通所

介護従業者」とあるのは「介護

予防小規模多機能型居宅介護

従業者」と、第二十六条第二項

中「この節」とあるのは「第三

章第四節」と、第三十九条第一

項中「介護予防認知症対応型

通所介護について知見を有す

る者」とあるのは「介護予防小

 



福岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例及び同施行規則 

－89/142－ 

  規模多機能型居宅介護につい

て知見を有する者」と、「六月」

とあるのは「二月」と、「活動

状況」とあるのは「通いサービ

ス及び宿泊サービスの提供回

数等の活動状況」と読み替え

るものとする。 

 

第５節 介護予防のた

めの効果的な

支援の方法に

関する基準 

 

第５節 介護予防のた

めの効果的な

支援の方法に

関する基準 

 

第４節 介護予防のた

めの効果的な

支援の方法に

関する基準 

第４節 介護予防のた

めの効果的な

支援の方法に

関する基準 

第五節 介護予防のた

めの効果的な

支援の方法に

関する基準 

 

（指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の基本取扱方針） 

第32条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護は、利用者の

介護予防に資するよう、その

目標を設定し、計画的に行わ

れなければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、自らそ

の提供する指定介護予防小規

模多機能型居宅介護の質の評

価を行い、その結果を公表し、

常にその改善を図らなければ

ならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、指定介

護予防小規模多機能型居宅介

護の提供に当たり、利用者が

できる限り要介護状態となら

ないで自立した日常生活を営

むことができるよう支援する

ことを目的とするものである

ことを常に意識してサービス

の提供に当たらなければなら

ない。 

４ 指定介護予防小規模多機能

（指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の基本取扱方針） 

第32条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護は、利用者の

介護予防に資するよう、その

目標を設定し、計画的に行わ

れなければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、自らそ

の提供する指定介護予防小規

模多機能型居宅介護の質の評

価を行い、その結果を公表し、

常にその改善を図らなければ

ならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、指定介

護予防小規模多機能型居宅介

護の提供に当たり、利用者が

できる限り要介護状態となら

ないで自立した日常生活を営

むことができるよう支援する

ことを目的とするものである

ことを常に意識してサービス

の提供に当たらなければなら

ない。 

４ 指定介護予防小規模多機能

  （指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の基本取扱方針） 

第六十五条 指定介護予防小規

模多機能型居宅介護は、利用

者の介護予防に資するよう、

その目標を設定し、計画的に

行われなければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、自らそ

の提供する指定介護予防小規

模多機能型居宅介護の質の評

価を行い、それらの結果を公

表し、常にその改善を図らな

ければならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、指定介

護予防小規模多機能型居宅介

護の提供に当たり、利用者が

できる限り要介護状態となら

ないで自立した日常生活を営

むことができるよう支援する

ことを目的とするものである

ことを常に意識してサービス

の提供に当たらなければなら

ない。 

４ 指定介護予防小規模多機能
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型居宅介護事業者は、利用者

がその有する能力を最大限活

用することができるような方

法によるサービスの提供に努

めることとし、利用者が有す

る能力を阻害する等の不適切

なサービスの提供を行わない

よう配慮しなければならな

い。 

５ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、指定介

護予防小規模多機能型居宅介

護の提供に当たり、利用者と

のコミュニケーションを十分

に図ることその他の様々な方

法により、利用者が主体的に

事業に参加するよう適切な働

きかけに努めなければならな

い。 

 

型居宅介護事業者は、利用者

がその有する能力を最大限活

用することができるような方

法によるサービスの提供に努

めることとし、利用者が有す

る能力を阻害する等の不適切

なサービスの提供を行わない

よう配慮しなければならな

い。 

５ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、指定介

護予防小規模多機能型居宅介

護の提供に当たり、利用者と

のコミュニケーションを十分

に図ることその他の様々な方

法により、利用者が主体的に

事業に参加するよう適切な働

きかけに努めなければならな

い。 

 

型居宅介護事業者は、利用者

がその有する能力を最大限活

用することができるような方

法によるサービスの提供に努

めることとし、利用者が有す

る能力を阻害する等の不適切

なサービスの提供を行わない

よう配慮しなければならな

い。 

５ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、指定介

護予防小規模多機能型居宅介

護の提供に当たり、利用者と

のコミュニケーションを十分

に図ることその他の様々な方

法により、利用者が主体的に

事業に参加するよう適切な働

きかけに努めなければならな

い。 

 

  （指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の具体的取扱方

針） 

第47条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護の方針は、条

例第22条に定める基本方針及

び条例第32条に定める基本取

扱方針に基づき、次に掲げる

ところによるものとする。 

 

⑴ 指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の提供に当た

っては、主治の医師又は歯

科医師からの情報伝達を通

じる等の適切な方法によ

り、利用者の心身の状況、そ

の置かれている環境等利用

者の日常生活全般の状況の

的確な把握を行うこと。 

（指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の具体的取扱方

針） 

第47条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護の方針は、条

例第22条に定める基本方針及

び条例第32条に定める基本取

扱方針に基づき、次に掲げる

ところによるものとする。 

 

⑴ 指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の提供に当た

っては、主治の医師又は歯

科医師からの情報伝達を通

じる等の適切な方法によ

り、利用者の心身の状況、そ

の置かれている環境等利用

者の日常生活全般の状況の

的確な把握を行うこと。 

（指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の具体的取扱方

針） 

第六十六条 指定介護予防小規

模多機能型居宅介護の方針

は、第四十三条に規定する基

本方針及び前条に規定する基

本取扱方針に基づき、次に掲

げるところによるものとす

る。 

一 指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の提供に当た

っては、主治の医師又は歯

科医師からの情報伝達を通

じる等の適切な方法によ

り、利用者の心身の状況、そ

の置かれている環境等利用

者の日常生活全般の状況の

的確な把握を行うものとす
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⑵ 介護支援専門員は、前号

に規定する利用者の日常生

活全般の状況及び希望を踏

まえて、福岡市指定介護予

防支援等の事業の人員及び

運営等の基準等を定める条

例施行規則（平成 26年福岡

市規則第 58 号）第 22 条第

１項各号に掲げる具体的取

扱方針及び同規則第 23条各

号に掲げる留意点に沿っ

て、指定介護予防サービス

等の利用に係る計画を作成

すること。 

⑶ 介護支援専門員又はサテ

ライト型指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所

の研修修了者（以下この条

において「介護支援専門員

等」という。）は、第１号に

規定する利用者の日常生活

全般の状況及び希望を踏ま

えて、他の介護予防小規模

多機能型居宅介護従業者と

協議の上、指定介護予防小

規模多機能型居宅介護の目

標、当該目標を達成するた

めの具体的なサービスの内

容、サービスの提供を行う

期間等を記載した介護予防

小規模多機能型居宅介護計

画を作成するとともに、こ

れを基本としつつ、利用者

の日々の様態、希望等を勘

案し、随時適切に通いサー

ビス、訪問サービス及び宿

泊サービスを組み合わせた

介護を行うこと。 

 

⑵ 介護支援専門員は、前号

に規定する利用者の日常生

活全般の状況及び希望を踏

まえて、福岡市指定介護予

防支援等の事業の人員及び

運営等の基準等を定める条

例施行規則（平成 26年福岡

市規則第 58 号）第 22 条第

１項各号に掲げる具体的取

扱方針及び同規則第 23条各

号に掲げる留意点に沿っ

て、指定介護予防サービス

等の利用に係る計画を作成

すること。 

⑶ 介護支援専門員又はサテ

ライト型指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所

の研修修了者（以下この条

において「介護支援専門員

等」という。）は、第１号に

規定する利用者の日常生活

全般の状況及び希望を踏ま

えて、他の介護予防小規模

多機能型居宅介護従業者と

協議の上、指定介護予防小

規模多機能型居宅介護の目

標、当該目標を達成するた

めの具体的なサービスの内

容、サービスの提供を行う

期間等を記載した介護予防

小規模多機能型居宅介護計

画を作成するとともに、こ

れを基本としつつ、利用者

の日々の様態、希望等を勘

案し、随時適切に通いサー

ビス、訪問サービス及び宿

泊サービスを組み合わせた

介護を行うこと。 

る。 

二 介護支援専門員は、前号

に規定する利用者の日常生

活全般の状況及び希望を踏

まえて、指定介護予防支援

等基準第三十条各号に掲げ

る具体的取組方針及び指定

介護予防支援等基準第三十

一条各号に掲げる留意点に

沿って、指定介護予防サー

ビス等の利用に係る計画を

作成するものとする。 

 

 

 

三 介護支援専門員又はサテ

ライト型指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所

の研修修了者（以下この条

において「介護支援専門員

等」という。）は、第一号に

規定する利用者の日常生活

全般の状況及び希望を踏ま

えて、他の介護予防小規模

多機能型居宅介護従業者と

協議の上、指定介護予防小

規模多機能型居宅介護の目

標、当該目標を達成するた

めの具体的なサービスの内

容、サービスの提供を行う

期間等を記載した介護予防

小規模多機能型居宅介護計

画を作成するともに、これ

を基本としつつ、利用者の

日々の様態、希望等を勘案

し、随時適切に通いサービ

ス、訪問サービス及び宿泊

サービスを組み合わせた介

護を行わなくてはならな
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⑷ 介護支援専門員等は、介

護予防小規模多機能型居宅

介護計画の作成に当たって

は、地域における活動への

参加の機会の提供等によ

り、利用者の多様な活動の

確保に努めること。 

 

⑸ 介護支援専門員等は、介

護予防小規模多機能型居宅

介護計画の作成に当たって

は、その内容について利用

者又はその家族に対して説

明し、文書により利用者の

同意を得ること。 

⑹ 介護支援専門員等は、介

護予防小規模多機能型居宅

介護計画を作成した際に

は、当該介護予防小規模多

機能型居宅介護計画を利用

者に交付すること。 

 

⑺ 指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の提供に当た

っては、利用者が住み慣れ

た地域での生活を継続する

ことができるよう、地域住

民との交流や地域活動への

参加を図りつつ、利用者の

心身の状況、希望及びその

置かれている環境を踏まえ

て、通いサービス、訪問サー

ビス及び宿泊サービスを柔

軟に組み合わせることによ

り、適切に行うこと。 

 

⑻ 指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の提供に当た

 

⑷ 介護支援専門員等は、介

護予防小規模多機能型居宅

介護計画の作成に当たって

は、地域における活動への

参加の機会の提供等によ

り、利用者の多様な活動の

確保に努めること。 

 

⑸ 介護支援専門員等は、介

護予防小規模多機能型居宅

介護計画の作成に当たって

は、その内容について利用

者又はその家族に対して説

明し、文書により利用者の

同意を得ること。 

⑹ 介護支援専門員等は、介

護予防小規模多機能型居宅

介護計画を作成した際に

は、当該介護予防小規模多

機能型居宅介護計画を利用

者に交付すること。 

 

⑺ 指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の提供に当た

っては、利用者が住み慣れ

た地域での生活を継続する

ことができるよう、地域住

民との交流や地域活動への

参加を図りつつ、利用者の

心身の状況、希望及びその

置かれている環境を踏まえ

て、通いサービス、訪問サー

ビス及び宿泊サービスを柔

軟に組み合わせることによ

り、適切に行うこと。 

 

⑻ 指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の提供に当た

い。 

四 介護支援専門員等は、介

護予防小規模多機能型居宅

介護計画の作成に当たって

は、地域における活動への

参加の機会の提供等によ

り、利用者の多様な活動の

確保に努めなければならな

い。 

五 介護支援専門員等は、介

護予防小規模多機能型居宅

介護計画の作成に当たって

は、その内容について利用

者又はその家族に対して説

明し、利用者の同意を得な

ければならない。 

六 介護支援専門員等は、介

護予防小規模多機能型居宅

介護計画を作成した際に

は、当該介護予防小規模多

機能型居宅介護計画を利用

者に交付しなければならな

い。 

七 指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の提供に当た

っては、利用者が住み慣れ

た地域での生活を継続する

ことができるよう、地域住

民との交流や地域活動への

参加を図りつつ、利用者の

心身の状況、希望及びその

置かれている環境を踏まえ

て、通いサービス、訪問サー

ビス及び宿泊サービスを柔

軟に組み合わせることによ

り、妥当適切に行うものと

する。 

八 指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の提供に当た
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っては、利用者一人ひとり

の人格を尊重し、利用者が

それぞれの役割を持って家

庭的な環境の下で日常生活

を送ることができるよう配

慮して行うこと。 

⑼ 指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の提供に当た

っては、介護予防小規模多

機能型居宅介護計画に基づ

き、利用者が日常生活を営

むのに必要な支援を行うこ

と。 

⑽ 指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の提供に当た

っては、懇切丁寧に行うこ

とを旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、サービスの

提供方法等について、理解

しやすいように説明を行う

こと。 

⑾ 指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の提供に当た

っては、通いサービスの利

用者が登録定員の数に比べ

て著しく少ない状態が続か

ないようにすること。 

⑿ 指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業者は、登

録者が通いサービスを利用

していない日においては、

可能な限り、訪問サービス

の提供、電話連絡による見

守り等を行う等登録者の居

宅における生活を支えるた

めに適切なサービスを提供

すること。 

⒀ 介護支援専門員等は、介

護予防小規模多機能型居宅

っては、利用者一人ひとり

の人格を尊重し、利用者が

それぞれの役割を持って家

庭的な環境の下で日常生活

を送ることができるよう配

慮して行うこと。 

⑼ 指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の提供に当た

っては、介護予防小規模多

機能型居宅介護計画に基づ

き、利用者が日常生活を営

むのに必要な支援を行うこ

と。 

⑽ 指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の提供に当た

っては、懇切丁寧に行うこ

とを旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、サービスの

提供方法等について、理解

しやすいように説明を行う

こと。 

⑾ 指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の提供に当た

っては、通いサービスの利

用者が登録定員の数に比べ

て著しく少ない状態が続か

ないようにすること。 

⑿ 指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業者は、登

録者が通いサービスを利用

していない日においては、

可能な限り、訪問サービス

の提供、電話連絡による見

守り等を行う等登録者の居

宅における生活を支えるた

めに適切なサービスを提供

すること。 

⒀ 介護支援専門員等は、介

護予防小規模多機能型居宅

っては、利用者一人一人の

人格を尊重し、利用者がそ

れぞれの役割を持って家庭

的な環境の下で日常生活を

送ることができるよう配慮

して行うものとする。 

九 指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の提供に当た

っては、介護予防小規模多

機能型居宅介護計画に基づ

き、利用者が日常生活を営

むのに必要な支援を行うも

のとする。 

十 指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の提供に当た

っては、懇切丁寧に行うこ

とを旨とし、利用者又はそ

の家族に対し、サービスの

提供方法等について、理解

しやすいように説明を行う

ものとする。 

十一 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護の提供に当

たっては、通いサービスの

利用者が登録定員に比べて

著しく少ない状態が続くも

のであってはならない。 

十二 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、

登録者が通いサービスを利

用していない日において

は、可能な限り、訪問サービ

スの提供、電話連絡による

見守り等を行う等登録者の

居宅における生活を支える

ために適切なサービスを提

供しなければならない。 

十三 介護支援専門員等は、

介護予防小規模多機能型居
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介護計画に基づくサービス

の提供の開始時から、当該

介護予防小規模多機能型居

宅介護計画に記載したサー

ビスの提供を行う期間が終

了するまでに、少なくとも

１回は、当該介護予防小規

模多機能型居宅介護計画の

実施状況の把握（次項にお

いて「モニタリング」とい

う。）を行うとともに、利用

者の様態の変化等の把握を

行うこと。 

２ 介護支援専門員等は、モニ

タリングの結果を踏まえ、必

要に応じて介護予防小規模多

機能型居宅介護計画の変更を

行うものとする。 

 

３ 第１項の規定は、前項に規

定する介護予防小規模多機能

型居宅介護計画の変更につい

て準用する。 

 

介護計画に基づくサービス

の提供の開始時から、当該

介護予防小規模多機能型居

宅介護計画に記載したサー

ビスの提供を行う期間が終

了するまでに、少なくとも

１回は、当該介護予防小規

模多機能型居宅介護計画の

実施状況の把握（次項にお

いて「モニタリング」とい

う。）を行うとともに、利用

者の様態の変化等の把握を

行うこと。 

２ 介護支援専門員等は、モニ

タリングの結果を踏まえ、必

要に応じて介護予防小規模多

機能型居宅介護計画の変更を

行うものとする。 

 

３ 第１項の規定は、前項に規

定する介護予防小規模多機能

型居宅介護計画の変更につい

て準用する。 

 

宅介護計画に基づくサービ

スの提供の開始時から、当

該介護予防小規模多機能型

居宅介護計画に記載したサ

ービスの提供を行う期間が

終了するまでに、少なくと

も一回は、当該介護予防小

規模多機能型居宅介護計画

の実施状況の把握（以下こ

の条において「モニタリン

グ」という。）を行うととも

に、利用者の様態の変化等

の把握を行うものとする。 

十四 介護支援専門員等は、

モニタリングの結果を踏ま

え、必要に応じて介護予防

小規模多機能型居宅介護計

画の変更を行うものとす

る。 

十五 第一号から第十三号ま

での規定は、前号に規定す

る介護予防小規模多機能型

居宅介護計画の変更につい

て準用する。 

 

  （介護等） 

第 48条 介護は、利用者の心身

の状況に応じ、利用者の自立

の支援と日常生活の充実に資

するよう、適切な技術をもっ

て行われなければならない。 

 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、その利

用者に対して、利用者の負担

により、利用者の居宅又は当

該サービスの拠点における介

護予防小規模多機能型居宅介

護従業者以外の者による介護

（介護等） 

第 48条 介護は、利用者の心身

の状況に応じ、利用者の自立

の支援と日常生活の充実に資

するよう、適切な技術をもっ

て行われなければならない。 

 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、その利

用者に対して、利用者の負担

により、利用者の居宅又は当

該サービスの拠点における介

護予防小規模多機能型居宅介

護従業者以外の者による介護

（介護等） 

第六十七条 介護は、利用者の

心身の状況に応じ、利用者の

自立の支援と日常生活の充実

に資するよう、適切な技術を

もって行わなければならな

い。 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、その利

用者に対して、利用者の負担

により、利用者の居宅又は当

該サービスの拠点における介

護予防小規模多機能型居宅介

護従業者以外の者による介護
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を受けさせてはならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所における利

用者の食事その他の家事等

は、可能な限り、利用者と介護

予防小規模多機能型居宅介護

従業者が共同で行うよう努め

るものとする。 

 

を受けさせてはならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所における利

用者の食事その他の家事等

は、可能な限り、利用者と介護

予防小規模多機能型居宅介護

従業者が共同で行うよう努め

るものとする。 

 

を受けさせてはならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所における利

用者の食事その他の家事等

は、可能な限り利用者と介護

予防小規模多機能型居宅介護

従業者が共同で行うよう努め

るものとする。 

 

  （社会生活上の便宜の提供

等） 

第49条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、利

用者の外出の機会の確保その

他の利用者の意向を踏まえた

社会生活の継続のための支援

に努めなければならない。 

 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、利用者

が日常生活を営む上で必要な

行政機関に対する手続等につ

いて、その者又はその家族が

行うことが困難である場合

は、その者の同意を得て、代わ

って行わなければならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、常に利

用者の家族との連携を図ると

ともに、利用者とその家族と

の交流等の機会を確保するよ

う努めなければならない。 

 

（社会生活上の便宜の提供

等） 

第49条 指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業者は、利

用者の外出の機会の確保その

他の利用者の意向を踏まえた

社会生活の継続のための支援

に努めなければならない。 

 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、利用者

が日常生活を営む上で必要な

行政機関に対する手続等につ

いて、その者又はその家族が

行うことが困難である場合

は、その者の同意を得て、代わ

って行わなければならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、常に利

用者の家族との連携を図ると

ともに、利用者とその家族と

の交流等の機会を確保するよ

う努めなければならない。 

 

（社会生活上の便宜の提供

等） 

第六十八条 指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業者

は、利用者の外出の機会の確

保その他の利用者の意向を踏

まえた社会生活の継続のため

の支援に努めなければならな

い。 

２ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、利用者

が日常生活を営む上で必要な

行政機関に対する手続等につ

いて、その者又はその家族が

行うことが困難である場合

は、その者の同意を得て、代わ

って行わなければならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業者は、常に利

用者の家族との連携を図ると

ともに利用者とその家族との

交流等の機会を確保するよう

努めなければならない。 

 

 

第４章 介護予防認知症

対応型共同生活

介護 

 

第１節 基本方針 

 

第４章 介護予防認知症

対応型共同生活

介護 

 

第１節 基本方針 

 

第４章 介護予防認知症

対応型共同生活

介護 

 

第４章 介護予防認知症

対応型共同生活

介護 

 

第四章 介護予防認知症

対応型共同生活

介護 

 

第一節 基本方針 
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第33条 指定地域密着型介護予

防サービスに該当する介護予

防認知症対応型共同生活介護

（以下「指定介護予防認知症

対応型共同生活介護」とい

う。）の事業は、その認知症で

ある利用者が可能な限り共同

生活住居（法第８条の２第 15

項に規定する共同生活を営む

べき住居をいう。以下同じ。）

において、家庭的な環境と地

域住民との交流の下で入浴、

排せつ、食事等の介護その他

の日常生活上の支援及び機能

訓練を行うことにより、利用

者の心身機能の維持回復を図

り、もって利用者の生活機能

の維持又は向上を目指すもの

でなければならない。 

 

第33条 指定地域密着型介護予

防サービスに該当する介護予

防認知症対応型共同生活介護

（以下「指定介護予防認知症

対応型共同生活介護」とい

う。）の事業は、その認知症で

ある利用者が可能な限り共同

生活住居（法第８条の２第 15

項に規定する共同生活を営む

べき住居をいう。以下同じ。）

において、家庭的な環境と地

域住民との交流の下で入浴、

排せつ、食事等の介護その他

の日常生活上の支援及び機能

訓練を行うことにより、利用

者の心身機能の維持回復を図

り、もって利用者の生活機能

の維持又は向上を目指すもの

でなければならない。 

 

  第六十九条 指定地域密着型介

護予防サービスに該当する介

護予防認知症対応型共同生活

介護（以下「指定介護予防認知

症対応型共同生活介護」とい

う。）の事業は、その認知症で

ある利用者が可能な限り共同

生活住居（法第八条の二第十

五項に規定する共同生活を営

むべき住居をいう。以下同

じ。）において、家庭的な環境

と地域住民との交流の下で入

浴、排せつ、食事等の介護その

他の日常生活上の支援及び機

能訓練を行うことにより、利

用者の心身機能の維持回復を

図り、もって利用者の生活機

能の維持又は向上を目指すも

のでなければならない。 

 

 

第２節 人員に関する

基準 

 

第２節 人員に関する

基準 

 

第１節 人員に関する

基準 

 

第１節 人員に関する

基準 

 

第二節 人員に関する

基準 

 

（従業者） 

第34条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護の事業を行

う者（以下「指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業

者」という。）は、当該事業を

行う事業所（以下「指定介護予

防認知症対応型共同生活介護

事業所」という。）ごとに、指

定介護予防認知症対応型共同

生活介護の提供に当たる従業

者（以下「介護従業者」とい

う。）を置かなければならな

い。 

２ 介護従業者に関し必要な基

準は、規則で定める。 

（従業者） 

第34条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護の事業を行

う者（以下「指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業

者」という。）は、当該事業を

行う事業所（以下「指定介護予

防認知症対応型共同生活介護

事業所」という。）ごとに、指

定介護予防認知症対応型共同

生活介護の提供に当たる従業

者（以下「介護従業者」とい

う。）を置かなければならな

い。 

２ 介護従業者に関し必要な基

準は、規則で定める。 

（従業者） 

第 50 条 条例第 34 条第１項に

規定する介護従業者の員数

は、次の各号に掲げる時間帯

の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める員数とする。 

⑴ 夜間及び深夜の時間帯以

外の時間帯 当該事業所を

構成する共同生活住居ごと

に、常勤換算方法で、当該共

同生活住居の利用者（当該

指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者が指定

認知症対応型共同生活介護

事業者の指定を併せて受

け、かつ、指定介護予防認知

（従業者） 

第 50 条 条例第 34 条第１項に

規定する介護従業者の員数

は、次の各号に掲げる時間帯

の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める員数とする。 

⑴ 夜間及び深夜の時間帯以

外の時間帯 当該事業所を

構成する共同生活住居ごと

に、常勤換算方法で、当該共

同生活住居の利用者（当該

指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者が指定

認知症対応型共同生活介護

事業者の指定を併せて受

け、かつ、指定介護予防認知

（従業者の員数） 

第七十条 指定介護予防認知症

対応型共同生活介護の事業を

行う者（以下「指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業

者」という。）が当該事業を行

う事業所（以下「指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事

業所」という。）ごとに置くべ

き指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の提供に当たる

従業者（以下「介護従業者」と

いう。）の員数は、当該事業所

を構成する共同生活住居ごと

に、夜間及び深夜の時間帯以

外の時間帯に指定介護予防認

 



福岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例及び同施行規則 

－97/142－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

症対応型共同生活介護の事

業と指定認知症対応型共同

生活介護の事業とが同一の

事業所において一体的に運

営されている場合にあって

は、当該事業所における指

定介護予防認知症対応型共

同生活介護又は指定認知症

対応型共同生活介護の利用

者。以下この条及び次条に

おいて同じ。）の数が３又は

その端数を増すごとに１以

上 

⑵ 夜間及び深夜の時間帯当

該事業所を構成する共同生

活住居ごとに、当該時間帯

を通じて１以上の介護従業

者に夜間及び深夜の勤務

（夜間及び深夜の時間帯に

行われる勤務（宿直勤務を

除く。）をいう。以下この号

において同じ。）を行わせる

ために必要な数以上。ただ

し、当該指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業

所の有する共同生活住居の

数が３である場合におい

て、当該共同生活住居が全

て同一の階において隣接

し、介護従業者が円滑な利

用者の状況把握及び速やか

な対応を行うことが可能な

構造である場合であって、

当該指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者に

よる安全対策が講じられ、

利用者の安全性が確保され

ていると認められるとき

は、夜間及び深夜の時間帯

症対応型共同生活介護の事

業と指定認知症対応型共同

生活介護の事業とが同一の

事業所において一体的に運

営されている場合にあって

は、当該事業所における指

定介護予防認知症対応型共

同生活介護又は指定認知症

対応型共同生活介護の利用

者。以下この条及び次条に

おいて同じ。）の数が３又は

その端数を増すごとに１以

上 

⑵ 夜間及び深夜の時間帯当

該事業所を構成する共同生

活住居ごとに、当該時間帯

を通じて１以上の介護従業

者に夜間及び深夜の勤務

（夜間及び深夜の時間帯に

行われる勤務（宿直勤務を

除く。）をいう。以下この号

において同じ。）を行わせる

ために必要な数以上。ただ

し、当該指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業

所の有する共同生活住居の

数が３である場合におい

て、当該共同生活住居が全

て同一の階において隣接

し、介護従業者が円滑な利

用者の状況把握及び速やか

な対応を行うことが可能な

構造である場合であって、

当該指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者に

よる安全対策が講じられ、

利用者の安全性が確保され

ていると認められるとき

は、夜間及び深夜の時間帯

知症対応型共同生活介護の提

供に当たる介護従業者を、常

勤換算方法で、当該共同生活

住居の利用者（当該指定介護

予防認知症対応型共同生活介

護事業者が指定認知症対応型

共同生活介護事業者（指定地

域密着型サービス基準第九十

条第一項に規定する指定認知

症対応型共同生活介護事業者

をいう。以下同じ。）の指定を

併せて受け、かつ、指定介護予

防認知症対応型共同生活介護

の事業と指定認知症対応型共

同生活介護（指定地域密着型

サービス基準第八十九条に規

定する指定認知症対応型共同

生活介護をいう。以下同じ。）

の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている

場合にあっては、当該事業所

における指定介護予防認知症

対応型共同生活介護又は指定

認知症対応型共同生活介護の

利用者。以下この条及び第七

十三条において同じ。）の数が

三又はその端数を増すごとに

一以上とするほか、夜間及び

深夜の時間帯を通じて一以上

の介護従業者に夜間及び深夜

の勤務（夜間及び深夜の時間

帯に行われる勤務（宿直勤務

を除く。）をいう。以下この項

において同じ。）を行わせるた

めに必要な数以上とする。た

だし、当該指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業所

の有する共同生活住居の数が

三である場合において、当該
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を通じて２以上の介護従業

者に夜間及び深夜の勤務を

行わせるために必要な数以

上とすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の利用者の数は、前年

度の平均値とする。ただし、新

規に指定を受ける場合は、推

定数による。 

３ 第１項の介護従業者のうち

１人以上は、常勤でなければ

ならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所に、指定

小規模多機能型居宅介護事業

所が併設されている場合にお

いて、前各項に定める員数を

満たす介護従業者を置くほ

か、指定地域密着型サービス

基準条例第41条第１項及び第

２項の規定に基づく規則に定

める指定小規模多機能型居宅

介護事業所の人員に関する基

準を満たす（同条第３項の規

定により同条第１項及び第２

を通じて２以上の介護従業

者に夜間及び深夜の勤務を

行わせるために必要な数以

上とすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の利用者の数は、前年

度の平均値とする。ただし、新

規に指定を受ける場合は、推

定数による。 

３ 第１項の介護従業者のうち

１人以上は、常勤でなければ

ならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所に、指定

小規模多機能型居宅介護事業

所が併設されている場合にお

いて、前各項に定める員数を

満たす介護従業者を置くほ

か、指定地域密着型サービス

基準条例第41条第１項及び第

２項の規定に基づく規則に定

める指定小規模多機能型居宅

介護事業所の人員に関する基

準を満たす（同条第３項の規

定により同条第１項及び第２

共同生活住居がすべて同一の

階において隣接し、介護従業

者が円滑な利用者の状況把握

及び速やかな対応を行うこと

が可能な構造である場合であ

って、当該指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業者

による安全対策が講じられ、

利用者の安全性が確保されて

いると認められるときは、夜

間及び深夜の時間帯に指定介

護予防認知症対応型共同生活

介護事業所ごとに置くべき介

護従業者の員数は、夜間及び

深夜の時間帯を通じて二以上

の介護従業者に夜間及び深夜

の勤務を行わせるために必要

な数以上とすることができ

る。 

２ 前項の利用者の数は、前年

度の平均値とする。ただし、新

規に指定を受ける場合は、推

定数による。 

３ 第一項の介護従業者のうち

一以上の者は、常勤でなけれ

ばならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所に、指定

小規模多機能型居宅介護事業

所が併設されている場合にお

いて、前各項に定める員数を

満たす介護従業者を置くほ

か、指定地域密着型サービス

基準第六十三条に定める指定

小規模多機能型居宅介護事業

所の人員に関する基準を満た

す小規模多機能型居宅介護従

業者を置いているときは、当

該介護従業者は、当該小規模
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項の規定に基づく規則に規定

する人員に関する基準を満た

しているものとみなされる場

合を含む。）小規模多機能型居

宅介護従業者を置いていると

きは、当該介護従業者は、当該

指定小規模多機能型居宅介護

事業所の職務に従事すること

ができる。 

５ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型共同生

活介護事業所ごとに、保健医

療サービス又は福祉サービス

の利用に係る計画の作成に関

し知識及び経験を有する者で

あって介護予防認知症対応型

共同生活介護計画の作成を担

当させるのに適当と認められ

るものを専らその職務に従事

する計画作成担当者としなけ

ればならない。ただし、利用者

の処遇に支障がない場合は、

当該指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所におけ

る他の職務に従事することが

できるものとする。 

６ 前項の計画作成担当者は、

別に厚生労働大臣が定める研

修を修了している者でなけれ

ばならない。 

７ 第５項の計画作成担当者の

うち１人以上は、介護支援専

門員でなければならない。た

だし、併設する指定小規模多

機能型居宅介護事業所の介護

支援専門員との連携を図るこ

とにより当該指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業

項の規定に基づく規則に規定

する人員に関する基準を満た

しているものとみなされる場

合を含む。）小規模多機能型居

宅介護従業者を置いていると

きは、当該介護従業者は、当該

指定小規模多機能型居宅介護

事業所の職務に従事すること

ができる。 

５ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型共同生

活介護事業所ごとに、保健医

療サービス又は福祉サービス

の利用に係る計画の作成に関

し知識及び経験を有する者で

あって介護予防認知症対応型

共同生活介護計画の作成を担

当させるのに適当と認められ

るものを専らその職務に従事

する計画作成担当者としなけ

ればならない。ただし、利用者

の処遇に支障がない場合は、

当該指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所におけ

る他の職務に従事することが

できるものとする。 

６ 前項の計画作成担当者は、

別に厚生労働大臣が定める研

修を修了している者でなけれ

ばならない。 

７ 第５項の計画作成担当者の

うち１人以上は、介護支援専

門員でなければならない。た

だし、併設する指定小規模多

機能型居宅介護事業所の介護

支援専門員との連携を図るこ

とにより当該指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業

多機能型居宅介護事業所の職

務に従事することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型共同生

活介護事業所ごとに、保健医

療サービス又は福祉サービス

の利用に係る計画の作成に関

し知識及び経験を有する者で

あって介護予防認知症対応型

共同生活介護計画の作成を担

当させるのに適当と認められ

るものを専らその職務に従事

する計画作成担当者としなけ

ればならない。ただし、利用者

の処遇に支障がない場合は、

当該指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所におけ

る他の職務に従事することが

できるものとする。 

６ 前項の計画作成担当者は、

別に厚生労働大臣が定める研

修を修了している者でなけれ

ばならない。 

７ 第五項の計画作成担当者の

うち一以上の者は、介護支援

専門員をもって充てなければ

ならない。ただし、併設する指

定小規模多機能型居宅介護事

業所の介護支援専門員との連

携を図ることにより当該指定

介護予防認知症対応型共同生
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所の効果的な運営を期待する

ことができる場合であって、

利用者の処遇に支障がないと

きは、これを置かないことが

できるものとする。 

 

８ 前項の介護支援専門員は、

介護支援専門員でない他の計

画作成担当者の業務を監督す

るものとする。 

９ 第７項本文の規定にかかわ

らず、サテライト型指定介護

予防認知症対応型共同生活介

護事業所については、介護支

援専門員である計画作成担当

者に代えて、第６項の別に厚

生労働大臣が定める研修を修

了している者を置くことがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 介護支援専門員でない計画

所の効果的な運営を期待する

ことができる場合であって、

利用者の処遇に支障がないと

きは、これを置かないことが

できるものとする。 

 

８ 前項の介護支援専門員は、

介護支援専門員でない他の計

画作成担当者の業務を監督す

るものとする。 

９ 第７項本文の規定にかかわ

らず、サテライト型指定介護

予防認知症対応型共同生活介

護事業所については、介護支

援専門員である計画作成担当

者に代えて、第６項の別に厚

生労働大臣が定める研修を修

了している者を置くことがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 介護支援専門員でない計画

活介護事業所の効果的な運営

を期待することができる場合

であって、利用者の処遇に支

障がないときは、これを置か

ないことができるものとす

る。 

８ 前項の介護支援専門員は、

介護支援専門員でない他の計

画作成担当者の業務を監督す

るものとする。 

９ 第七項本文の規定にかかわ

らず、サテライト型指定介護

予防認知症対応型共同生活介

護事業所（指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業所

であって、指定居宅サービス

事業等その他の保健医療又は

福祉に関する事業について三

年以上の経験を有する指定介

護予防認知症対応型共同生活

介護事業者により設置される

当該指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所以外の

指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業所であって当

該指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所に対して

指定介護予防認知症対応型共

同生活介護の提供に係る支援

を行うもの（以下この章にお

いて「本体事業所」という。）

との密接な連携の下に運営さ

れるものをいう。以下同じ。）

については、介護支援専門員

である計画作成担当者に代え

て、第六項の別に厚生労働大

臣が定める研修を修了してい

る者を置くことができる。 

10 介護支援専門員でない計画
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３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者が指定認

知症対応型共同生活介護事業

者（指定地域密着型サービス

基準条例第52条第１項に規定

する指定認知症対応型共同生

活介護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け、か

つ、指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の事業と指定

認知症対応型共同生活介護

（指定地域密着型サービス基

準条例第51条に規定する指定

認知症対応型共同生活介護を

いう。以下同じ。）の事業とが

同一の事業所において一体的

に運営されている場合につい

ては、指定地域密着型サービ

ス基準条例第52条第１項及び

第２項の規定に基づく規則に

規定する人員に関する基準を

満たすことをもって、第１項

及び前項の規定に基づく規則

に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者が指定認

知症対応型共同生活介護事業

者（指定地域密着型サービス

基準条例第52条第１項に規定

する指定認知症対応型共同生

活介護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け、か

つ、指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の事業と指定

認知症対応型共同生活介護

（指定地域密着型サービス基

準条例第51条に規定する指定

認知症対応型共同生活介護を

いう。以下同じ。）の事業とが

同一の事業所において一体的

に運営されている場合につい

ては、指定地域密着型サービ

ス基準条例第52条第１項及び

第２項の規定に基づく規則に

規定する人員に関する基準を

満たすことをもって、第１項

及び前項の規定に基づく規則

に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができ

る。 

 

作成担当者は、特別養護老人

ホームの生活相談員、介護老

人保健施設の支援相談員その

他の認知症である者の介護サ

ービスに係る計画の作成に関

し実務経験を有すると認めら

れる者をもって充てることが

できるものとする。 

作成担当者は、特別養護老人

ホームの生活相談員、介護老

人保健施設の支援相談員その

他の認知症である者の介護サ

ービスに係る計画の作成に関

し実務経験を有すると認めら

れる者をもって充てることが

できるものとする。 

作成担当者は、特別養護老人

ホームの生活相談員や介護老

人保健施設の支援相談員その

他の認知症である者の介護サ

ービスに係る計画の作成に関

し実務経験を有すると認めら

れる者をもって充てることが

できるものとする。 

11 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者が指定認

知症対応型共同生活介護事業

者の指定を併せて受け、かつ、

指定介護予防認知症対応型共

同生活介護の事業と指定認知

症対応型共同生活介護の事業

とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合に

ついては、指定地域密着型サ

ービス基準第九十条第一項か

ら第十項までに規定する人員

に関する基準を満たすことを

もって、前各項に規定する基

準を満たしているものとみな

すことができる。 

（管理者） 

第35条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者は、

共同生活住居ごとに専らその

（管理者） 

第35条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者は、

共同生活住居ごとに専らその

  （管理者） 

第七十一条 指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業者

は、共同生活住居ごとに専ら

（管理者） 

第七十一条 指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業者

は、共同生活住居ごとに専ら
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職務に従事する常勤の管理者

を置かなければならない。た

だし、共同生活住居の管理上

支障がない場合は、当該共同

生活住居の他の職務に従事

し、又は同一敷地内にある他

の事業所、施設等若しくは併

設する指定小規模多機能型居

宅介護事業所の職務に従事す

ることができるものとする。 

 

２ 前項本文の規定にかかわら

ず、共同生活住居の管理上支

障がない場合は、サテライト

型指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所（指定介

護予防認知症対応型共同生活

介護事業所であって、指定居

宅サービス事業等その他の保

健医療又は福祉に関する事業

について３年以上の経験を有

する指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業者により

設置される当該指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事

業所以外の指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業所

であって当該指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業

所に対して指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の提供

に係る支援を行うもの（以下

この章において「本体事業所」

という。）との密接な連携の下

に運営されるものをいう。以

下同じ。）における共同生活住

居の管理者は、本体事業所に

おける共同生活住居の管理者

をもって充てることができ

職務に従事する常勤の管理者

を置かなければならない。た

だし、共同生活住居の管理上

支障がない場合は、当該共同

生活住居の他の職務に従事

し、又は他の事業所、施設等の

職務に従事することができる

ものとする。 

 

 

 

２ 前項本文の規定にかかわら

ず、共同生活住居の管理上支

障がない場合は、サテライト

型指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所（指定介

護予防認知症対応型共同生活

介護事業所であって、指定居

宅サービス事業等その他の保

健医療又は福祉に関する事業

について３年以上の経験を有

する指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業者により

設置される当該指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事

業所以外の指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業所

であって当該指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業

所に対して指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の提供

に係る支援を行うもの（以下

この章において「本体事業所」

という。）との密接な連携の下

に運営されるものをいう。以

下同じ。）における共同生活住

居の管理者は、本体事業所に

おける共同生活住居の管理者

をもって充てることができ

その職務に従事する常勤の管

理者を置かなければならな

い。ただし、共同生活住居の管

理上支障がない場合は、当該

共同生活住居の他の職務に従

事し、又は同一敷地内にある

他の事業所、施設等若しくは

併設する指定小規模多機能型

居宅介護事業所の職務に従事

することができるものとす

る。 

２ 前項本文の規定にかかわら

ず、共同生活住居の管理上支

障がない場合は、サテライト

型指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所における

共同生活住居の管理者は、本

体事業所における共同生活住

居の管理者をもって充てるこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その職務に従事する常勤の管

理者を置かなければならない

。ただし、共同生活住居の管理

上支障がない場合は、当該共

同生活住居の他の職務に従事

し、又は他の事業所、施設等の

職務に従事することができる

ものとする。 

 

 

 

２・３ （略） 
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る。 

３ 共同生活住居の管理者は、

適切な指定介護予防認知症対

応型共同生活介護を提供する

ために必要な知識及び経験を

有し、特別養護老人ホーム、老

人デイサービスセンター、介

護老人保健施設、介護医療院、

指定認知症対応型共同生活介

護事業所等の従業者又は訪問

介護員等として、認知症であ

る者の介護に３年以上従事し

た経験を有する者であって、

別に厚生労働大臣が定める研

修を修了しているものでなけ

ればならない。 

 

る。 

３ 共同生活住居の管理者は、

適切な指定介護予防認知症対

応型共同生活介護を提供する

ために必要な知識及び経験を

有し、特別養護老人ホーム、老

人デイサービスセンター、介

護老人保健施設、介護医療院、

指定認知症対応型共同生活介

護事業所等の従業者又は訪問

介護員等として、認知症であ

る者の介護に３年以上従事し

た経験を有する者であって、

別に厚生労働大臣が定める研

修を修了しているものでなけ

ればならない。 

 

 

３ 共同生活住居の管理者は、

適切な指定介護予防認知症対

応型共同生活介護を提供する

ために必要な知識及び経験を

有し、特別養護老人ホーム、老

人デイサービスセンター、介

護老人保健施設、介護医療院、

指定認知症対応型共同生活介

護事業所等の従業者又は訪問

介護員等として、三年以上認

知症である者の介護に従事し

た経験を有する者であって、

別に厚生労働大臣が定める研

修を修了しているものでなけ

ればならない。 

 

（指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者の代表

者） 

第36条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者の代

表者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター、

介護老人保健施設、介護医療

院、指定認知症対応型共同生

活介護事業所等の従業者若し

くは訪問介護員等として、認

知症である者の介護に従事し

た経験を有する者又は保健医

療サービス若しくは福祉サー

ビスの提供を行う事業の経営

に携わった経験を有する者で

あって、別に厚生労働大臣が

定める研修を修了しているも

のでなければならない。 

 

（指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者の代表

者） 

第36条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者の代

表者は、特別養護老人ホーム、

老人デイサービスセンター、

介護老人保健施設、介護医療

院、指定認知症対応型共同生

活介護事業所等の従業者若し

くは訪問介護員等として、認

知症である者の介護に従事し

た経験を有する者又は保健医

療サービス若しくは福祉サー

ビスの提供を行う事業の経営

に携わった経験を有する者で

あって、別に厚生労働大臣が

定める研修を修了しているも

のでなければならない。 

 

  （指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者の代表

者） 

第七十二条 指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業者

の代表者は、特別養護老人ホ

ーム、老人デイサービスセン

ター、介護老人保健施設、介護

医療院、指定認知症対応型共

同生活介護事業所等の従業者

若しくは訪問介護員等とし

て、認知症である者の介護に

従事した経験を有する者又は

保健医療サービス若しくは福

祉サービスの提供を行う事業

の経営に携わった経験を有す

る者であって、別に厚生労働

大臣が定める研修を修了して

いるものでなければならな

い。 

 

 

第３節 設備に関する 第３節 設備に関する 第２節 設備に関する 第２節 設備に関する 第三節 設備に関する  
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基準 

 

基準 

 

基準 基準 基準 

 

第37条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所は、

共同生活住居を有するものと

し、その数は１以上３以下（サ

テライト型指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業所

にあっては、１又は２）とす

る。 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所は、居室、

居間、食堂、台所、浴室、便所

及び汚物処理室を有するほ

か、消火設備その他の非常災

害に際して必要な設備及び利

用者が日常生活を営む上で必

要な設備を設けるものとす

る。 

３ 第１項の共同生活住居及び

前項に定める設備に関し必要

な基準は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第37条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所は、

共同生活住居を有するものと

し、その数は１以上３以下（サ

テライト型指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業所

にあっては、１又は２）とす

る。 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所は、居室、

居間、食堂、台所、浴室、便所

及び汚物処理室を有するほ

か、消火設備その他の非常災

害に際して必要な設備及び利

用者が日常生活を営む上で必

要な設備を設けるものとす

る。 

３ 第１項の共同生活住居及び

前項に定める設備に関し必要

な基準は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 51 条 条例第 37 条第１項の

共同生活住居及び同条第２項

に定める設備の基準は、次の

とおりとする。 

⑴ 共同生活住居 一の共同

生活住居の入居定員の数

（当該共同生活住居におい

て同時に指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の提

供を受けることができる利

用者の数の上限をいう。第

56条において同じ。）は、５

以上９以下とすること。 

⑵ 居室 

ア 一の居室の定員は、１人

とすること。ただし、利用

者の処遇上必要と認めら

れる場合は、２人とするこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 51 条 条例第 37 条第１項の

共同生活住居及び同条第２項

に定める設備の基準は、次の

とおりとする。 

⑴ 共同生活住居 一の共同

生活住居の入居定員の数

（当該共同生活住居におい

て同時に指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の提

供を受けることができる利

用者の数の上限をいう。第

56条において同じ。）は、５

以上９以下とすること。 

⑵ 居室 

ア 一の居室の定員は、１人

とすること。ただし、利用

者の処遇上必要と認めら

れる場合は、２人とするこ

とができる。 

イ 一の居室の床面積は、内

第七十三条 指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業所

は、共同生活住居を有するも

のとし、その数は一以上三以

下（サテライト型指定介護予

防認知症対応型共同生活介護

事業所にあっては、一又は二）

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 共同生活住居は、その入居

定員（当該共同生活住居にお

いて同時に指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の提供

を受けることができる利用者

の数の上限をいう。第八十一

条において同じ。）を五人以上

九人以下とし、居室、居間、食

堂、台所、浴室、消火設備その

他の非常災害に際して必要な

設備その他利用者が日常生活

を営む上で必要な設備を設け

るものとする。 

 

３ 一の居室の定員は、一人と

する。ただし、利用者の処遇上

必要と認められる場合は、二

人とすることができるものと

する。 

４ 一の居室の床面積は、七・四
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４ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者が指定認

知症対応型共同生活介護事業

者の指定を併せて受け、かつ、

指定介護予防認知症対応型共

同生活介護の事業と指定認知

症対応型共同生活介護の事業

とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合に

ついては、指定地域密着型サ

ービス基準条例第55条第１項

及び第２項並びに同条第３項

の規定に基づく規則に規定す

る設備に関する基準を満たす

ことをもって、第１項及び第

２項並びに前項の規定に基づ

く規則に規定する基準を満た

しているものとみなすことが

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者が指定認

知症対応型共同生活介護事業

者の指定を併せて受け、かつ、

指定介護予防認知症対応型共

同生活介護の事業と指定認知

症対応型共同生活介護の事業

とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合に

ついては、指定地域密着型サ

ービス基準条例第55条第１項

及び第２項並びに同条第３項

の規定に基づく規則に規定す

る設備に関する基準を満たす

ことをもって、第１項及び第

２項並びに前項の規定に基づ

く規則に規定する基準を満た

しているものとみなすことが

できる。 

 

イ 一の居室の床面積は、内

法による測定で、9.9 平方

メートル以上（収納設備、

洗面設備及び便所の床面

積を除く。）とすること。 

⑶ 居間及び食堂 同一の場

所とすることができるこ

と。 

⑷ 手すり 利用者の安全性

を確保するために必要な箇

所に設けること。 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所は、利用

者の家族との交流の機会の確

保や地域住民との交流を図る

観点から、住宅地又は住宅地

と同程度に利用者の家族や地

域住民との交流の機会が確保

される地域にあるようにしな

ければならない。 

法による測定で、9.9 平方

メートル以上（収納設備、

洗面設備及び便所の床面

積を除く。）とすること。 

⑶ 居間及び食堂 同一の場

所とすることができるこ

と。 

⑷ 手すり 利用者の安全性

を確保するために必要な箇

所に設けること。 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所は、利用

者の家族との交流の機会の確

保や地域住民との交流を図る

観点から、住宅地又は住宅地

と同程度に利用者の家族や地

域住民との交流の機会が確保

される地域にあるようにしな

ければならない。 

三平方メートル以上としなけ

ればならない。 

 

 

５ 居間及び食堂は、同一の場

所とすることができる。 

 

 

 

 

６ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所は、利用

者の家族との交流の機会の確

保や地域住民との交流を図る

観点から、住宅地又は住宅地

と同程度に利用者の家族や地

域住民との交流の機会が確保

される地域にあるようにしな

ければならない。 

７ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者が指定認

知症対応型共同生活介護事業

者の指定を併せて受け、かつ、

指定介護予防認知症対応型共

同生活介護の事業と指定認知

症対応型共同生活介護の事業

とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合に

ついては、指定地域密着型サ

ービス基準第九十三条第一項

から第六項までに規定する設

備に関する基準を満たすこと

をもって、前各項に規定する

基準を満たしているものとみ

なすことができる。 
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第４節 運営に関する

基準 

 

第４節 運営に関する

基準 

 

第３節 運営に関する

基準 

第３節 運営に関する

基準 

第四節 運営に関する

基準 

 

（入退居） 

第38条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者は、

要支援者であって認知症であ

るもののうち、少人数による

共同生活を営むことに支障が

ない者に指定介護予防認知症

対応型共同生活介護を提供す

るものとする。 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、入居

申込者の入居に際しては、主

治の医師の診断書等により当

該入居申込者が認知症である

者であることの確認をしなけ

ればならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、入居

申込者が入院治療を要する者

であること等入居申込者に対

し自ら必要なサービスを提供

することが困難であると認め

た場合は、適切な他の指定介

護予防認知症対応型共同生活

介護事業者、病院又は診療所

を紹介する等の適切な措置を

速やかに講じなければならな

い。 

４ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、入居

申込者の入居に際しては、そ

の者の心身の状況、生活歴、病

歴等の把握に努めなければな

らない。 

５ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、利用

（入退居） 

第38条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者は、

要支援者であって認知症であ

るもののうち、少人数による

共同生活を営むことに支障が

ない者に指定介護予防認知症

対応型共同生活介護を提供す

るものとする。 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、入居

申込者の入居に際しては、主

治の医師の診断書等により当

該入居申込者が認知症である

者であることの確認をしなけ

ればならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、入居

申込者が入院治療を要する者

であること等入居申込者に対

し自ら必要なサービスを提供

することが困難であると認め

た場合は、適切な他の指定介

護予防認知症対応型共同生活

介護事業者、病院又は診療所

を紹介する等の適切な措置を

速やかに講じなければならな

い。 

４ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、入居

申込者の入居に際しては、そ

の者の心身の状況、生活歴、病

歴等の把握に努めなければな

らない。 

５ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、利用

  （入退居） 

第七十四条 指定介護予防認知

症対応型共同生活介護は、要

支援者であって認知症である

もののうち、少人数による共

同生活を営むことに支障がな

い者に提供するものとする。 

 

 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、入居

申込者の入居に際しては、主

治の医師の診断書等により当

該入居申込者が認知症である

者であることの確認をしなけ

ればならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、入居

申込者が入院治療を要する者

であること等入居申込者に対

し自ら必要なサービスを提供

することが困難であると認め

た場合は、適切な他の指定介

護予防認知症対応型共同生活

介護事業者、病院又は診療所

を紹介する等の適切な措置を

速やかに講じなければならな

い。 

４ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、入居

申込者の入居に際しては、そ

の者の心身の状況、生活歴、病

歴等の把握に努めなければな

らない。 

５ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、利用
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者の退居の際には、利用者及

びその家族の希望を踏まえた

上で、退居後の生活環境や介

護の継続性に配慮し、退居に

必要な援助を行わなければな

らない。 

６ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、利用

者の退居に際しては、利用者

又はその家族に対し、適切な

指導を行うとともに、介護予

防支援事業者等への情報の提

供及び保健医療サービス又は

福祉サービスを提供する者と

の密接な連携に努めなければ

ならない。 

 

者の退居の際には、利用者及

びその家族の希望を踏まえた

上で、退居後の生活環境や介

護の継続性に配慮し、退居に

必要な援助を行わなければな

らない。 

６ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、利用

者の退居に際しては、利用者

又はその家族に対し、適切な

指導を行うとともに、介護予

防支援事業者等への情報の提

供及び保健医療サービス又は

福祉サービスを提供する者と

の密接な連携に努めなければ

ならない。 

 

者の退居の際には、利用者及

びその家族の希望を踏まえた

上で、退居後の生活環境や介

護の継続性に配慮し、退居に

必要な援助を行わなければな

らない。 

６ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、利用

者の退居に際しては、利用者

又はその家族に対し、適切な

指導を行うとともに、介護予

防支援事業者等への情報の提

供及び保健医療サービス又は

福祉サービスを提供する者と

の密接な連携に努めなければ

ならない。 

 

  （サービスの提供の記録） 

第52条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者は、

入居に際しては入居の年月日

及び入居している共同生活住

居の名称を、退居に際しては

退居の年月日を、利用者の被

保険者証に記載しなければな

らない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型共同生

活介護を提供した際には、提

供した具体的なサービスの内

容等を記録するとともに、利

用者からその記録に係る情報

の提供の申出があった場合に

は、当該記録の写しの交付そ

の他適切な方法により、提供

しなければならない。 

 

（サービスの提供の記録） 

第52条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者は、

入居に際しては入居の年月日

及び入居している共同生活住

居の名称を、退居に際しては

退居の年月日を、利用者の被

保険者証に記載しなければな

らない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型共同生

活介護を提供した際には、提

供した具体的なサービスの内

容等を記録するとともに、利

用者からその記録に係る情報

の提供の申出があった場合に

は、当該記録の写しの交付そ

の他適切な方法により、提供

しなければならない。 

 

（サービスの提供の記録） 

第七十五条 指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業者

は、入居に際しては入居の年

月日及び入居している共同生

活住居の名称を、退居に際し

ては退居の年月日を、利用者

の被保険者証に記載しなけれ

ばならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型共同生

活介護を提供した際には、提

供した具体的なサービスの内

容等を記録しなければならな

い。 

 

  （利用料等の受領） （利用料等の受領） （利用料等の受領）  
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第53条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者は、

法定代理受領サービスに該当

する指定介護予防認知症対応

型共同生活介護を提供した際

には、その利用者から利用料

の一部として、当該指定介護

予防認知症対応型共同生活介

護に係る地域密着型介護予防

サービス費用基準額から当該

指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業者に支払われ

る地域密着型介護予防サービ

ス費の額を控除して得た額の

支払を受けるものとする。 

 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、法定

代理受領サービスに該当しな

い指定介護予防認知症対応型

共同生活介護を提供した際に

その利用者から支払を受ける

利用料の額と、指定介護予防

認知症対応型共同生活介護に

係る地域密着型介護予防サー

ビス費用基準額との間に、不

合理な差額が生じないように

しなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、前２

項の支払を受ける額のほか、

次に掲げる費用の額の支払を

利用者から受けることができ

る。 

⑴ 食材料費 

⑵ 理美容代 

⑶ おむつ代 

⑷ 前３号に掲げるもののほ

か、指定介護予防認知症対

第53条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者は、

法定代理受領サービスに該当

する指定介護予防認知症対応

型共同生活介護を提供した際

には、その利用者から利用料

の一部として、当該指定介護

予防認知症対応型共同生活介

護に係る地域密着型介護予防

サービス費用基準額から当該

指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業者に支払われ

る地域密着型介護予防サービ

ス費の額を控除して得た額の

支払を受けるものとする。 

 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、法定

代理受領サービスに該当しな

い指定介護予防認知症対応型

共同生活介護を提供した際に

その利用者から支払を受ける

利用料の額と、指定介護予防

認知症対応型共同生活介護に

係る地域密着型介護予防サー

ビス費用基準額との間に、不

合理な差額が生じないように

しなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、前２

項の支払を受ける額のほか、

次に掲げる費用の額の支払を

利用者から受けることができ

る。 

⑴ 食材料費 

⑵ 理美容代 

⑶ おむつ代 

⑷ 前３号に掲げるもののほ

か、指定介護予防認知症対

第七十六条 指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業者

は、法定代理受領サービスに

該当する指定介護予防認知症

対応型共同生活介護を提供し

た際には、その利用者から利

用料の一部として、当該指定

介護予防認知症対応型共同生

活介護に係る地域密着型介護

予防サービス費用基準額から

当該指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業者に支払

われる地域密着型介護予防サ

ービス費の額を控除して得た

額の支払を受けるものとす

る。 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、法定

代理受領サービスに該当しな

い指定介護予防認知症対応型

共同生活介護を提供した際に

その利用者から支払を受ける

利用料の額と、指定介護予防

認知症対応型共同生活介護に

係る地域密着型介護予防サー

ビス費用基準額との間に、不

合理な差額が生じないように

しなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、前二

項の支払を受ける額のほか、

次に掲げる費用の額の支払を

利用者から受けることができ

る。 

一 食材料費 

二 理美容代 

三 おむつ代 

四 前三号に掲げるもののほ

か、指定介護予防認知症対



福岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例及び同施行規則 

－109/142－ 

応型共同生活介護において

提供される便宜のうち、日

常生活においても通常必要

となるものに係る費用であ

って、その利用者に負担さ

せることが適当と認められ

るもの 

４ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、前項

の費用の額に係るサービスの

提供に当たっては、あらかじ

め、利用者又はその家族に対

し、当該サービスの内容及び

費用について説明を行い、利

用者の同意を得なければなら

ない。 

応型共同生活介護において

提供される便宜のうち、日

常生活においても通常必要

となるものに係る費用であ

って、その利用者に負担さ

せることが適当と認められ

るもの 

４ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、前項

の費用の額に係るサービスの

提供に当たっては、あらかじ

め、利用者又はその家族に対

し、当該サービスの内容及び

費用について説明を行い、利

用者の同意を得なければなら

ない。 

応型共同生活介護において

提供される便宜のうち、日

常生活においても通常必要

となるものに係る費用であ

って、その利用者に負担さ

せることが適当と認められ

るもの 

４ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、前項

の費用の額に係るサービスの

提供に当たっては、あらかじ

め、利用者又はその家族に対

し、当該サービスの内容及び

費用について説明を行い、利

用者の同意を得なければなら

ない。 

 

（身体的拘束等の禁止） 

第39条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者は、

指定介護予防認知症対応型共

同生活介護の提供に当たって

は、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束等を行っ

てはならない。 

２ 前項の緊急やむを得ない場

合とは、身体拘束廃止委員会

（管理者及び利用者の処遇を

担当する者から構成され、身

体的拘束等に係る判断、身体

的拘束等の適正化のための対

策その他必要な事項について

検討を行う会議をいい、テレ

ビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。以

下同じ。）が次のいずれにも該

当すると判断した場合とす

（身体的拘束等の禁止） 

第39条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者は、

指定介護予防認知症対応型共

同生活介護の提供に当たって

は、当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束等を行っ

てはならない。 

２ 前項の緊急やむを得ない場

合とは、身体拘束廃止委員会

が次のいずれにも該当すると

判断した場合とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （身体的拘束等の禁止） 

第七十七条 指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業者

は、指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の提供に当た

っては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保

護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束等を

行ってはならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、前項

の身体的拘束等を行う場合に

は、その態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録

しなければならない。 
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る。 

⑴ 利用者又は他の利用者等

の生命又は身体に危険が及

ぶ可能性が著しく高いこ

と。 

⑵ 身体的拘束等を行う以外

に当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護

するための手段がないこ

と。 

⑶ 身体的拘束等が一時的な

ものであること。 

３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、身体

的拘束等を行うに当たって

は、次に掲げる措置を講じな

ければならない。 

⑴ 前項の規定による身体拘

束廃止委員会の判断の結果

について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図る

こと。 

⑵ 当該身体的拘束等が必要

な理由、その態様、時間その

他必要な事項について利用

者又はその家族に対して説

明した上で、文書により利

用者の同意を得ること。 

⑶ 当該身体的拘束等の態様

及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに第１項

の緊急やむを得ない場合の

具体的内容を記録するこ

と。 

４ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、身体

的拘束等を行っている場合に

あっては、その間、当該身体的

拘束等が第２項各号に定める

 

⑴ 利用者又は他の利用者等

の生命又は身体に危険が及

ぶ可能性が著しく高いこ

と。 

⑵ 身体的拘束等を行う以外

に当該利用者又は他の利用

者等の生命又は身体を保護

するための手段がないこ

と。 

⑶ 身体的拘束等が一時的な

ものであること。 

３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、身体

的拘束等を行うに当たって

は、次に掲げる措置を講じな

ければならない。 

⑴ 前項の規定による身体拘

束廃止委員会の判断の結果

について、介護職員その他

の従業者に周知徹底を図る

こと。 

⑵ 当該身体的拘束等が必要

な理由、その態様、時間その

他必要な事項について利用

者又はその家族に対して説

明した上で、文書により利

用者の同意を得ること。 

⑶ 当該身体的拘束等の態様

及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに第１項

の緊急やむを得ない場合の

具体的内容を記録するこ

と。 

４ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、身体

的拘束等を行っている場合に

あっては、その間、当該身体的

拘束等が第２項各号に定める
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要件のいずれにも該当するか

について判断するため、身体

拘束廃止委員会を必要に応じ

随時開催しなければならな

い。この場合において、当該身

体的拘束等が同項各号に定め

る要件のいずれかに該当しな

いと判断されたときは、直ち

に当該身体的拘束等を廃止す

るものとする。 

要件のいずれにも該当するか

について判断するため、身体

拘束廃止委員会を必要に応じ

随時開催しなければならな

い。この場合において、当該身

体的拘束等が同項各号に定め

る要件のいずれかに該当しな

いと判断されたときは、直ち

に当該身体的拘束等を廃止す

るものとする。 

５ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、身体

的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じな

ければならない。 

⑴ 身体拘束廃止委員会を３

月に１回以上開催するとと

もに、その結果について、介

護従業者その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

 

 

 

 

⑵ 身体的拘束等の適正化の

ための指針を整備するこ

と。 

⑶ 介護従業者その他の従業

者に対し、身体的拘束等の

適正化のための研修を定期

的に実施すること。 

５ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、身体

的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じな

ければならない。 

⑴ 身体拘束廃止委員会を３

月に１回以上開催するとと

もに、その結果について、介

護従業者その他の従業者に

周知徹底を図ること。 

 

 

 

 

⑵ 身体的拘束等の適正化の

ための指針を整備するこ

と。 

⑶ 介護従業者その他の従業

者に対し、身体的拘束等の

適正化のための研修を定期

的に実施すること。 

  ３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、身体

的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じな

ければならない。 

一 身体的拘束等の適正化の

ための対策を検討する委員

会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるも

のとする。）を三月に一回以

上開催するとともに、その

結果について、介護従業者

その他の従業者に周知徹底

を図ること。 

二 身体的拘束等の適正化の

ための指針を整備するこ

と。 

三 介護従業者その他の従業

者に対し、身体的拘束等の

適正化のための研修を定期

的に実施すること。 

 

 

（管理者による管理） 

第40条 共同生活住居の管理者

は、同時に介護保険施設、指定

居宅サービス、指定地域密着

型サービス、指定介護予防サ

ービス若しくは地域密着型介

護予防サービス（サテライト

（管理者による管理） 

第40条 共同生活住居の管理者

は、同時に介護保険施設、指定

居宅サービス、指定地域密着

型サービス、指定介護予防サ

ービス若しくは地域密着型介

護予防サービス（サテライト

  （管理者による管理） 

第七十八条 共同生活住居の管

理者は、同時に介護保険施設、

指定居宅サービス、指定地域

密着型サービス、指定介護予

防サービス若しくは地域密着

型介護予防サービス（サテラ

（管理者による管理） 

第七十八条 共同生活住居の管

理者は、同時に介護保険施設、

指定居宅サービス、指定地域

密着型サービス、指定介護予

防サービス又は地域密着型介

護予防サービス（サテライト
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型指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所の場合

は、本体事業所が提供する指

定介護予防認知症対応型共同

生活介護を除く。）の事業を行

う事業所、病院、診療所又は社

会福祉施設を管理する者であ

ってはならない。ただし、これ

らの事業所、施設等が同一敷

地内にあること等により当該

共同生活住居の管理上支障が

ない場合は、この限りでない。 

 

型指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所の場合

は、本体事業所が提供する指

定介護予防認知症対応型共同

生活介護を除く。）の事業を行

う事業所、病院、診療所又は社

会福祉施設を管理する者であ

ってはならない。ただし、当該

共同生活住居の管理上支障が

ない場合は、この限りでない。 

 

イト型指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所の場

合は、本体事業所が提供する

指定介護予防認知症対応型共

同生活介護を除く。）の事業を

行う事業所、病院、診療所又は

社会福祉施設を管理する者で

あってはならない。ただし、こ

れらの事業所、施設等が同一

敷地内にあること等により当

該共同生活住居の管理上支障

がない場合は、この限りでな

い。 

 

型指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所の場合

は、本体事業所が提供する指

定介護予防認知症対応型共同

生活介護を除く。）の事業を行

う事業所、病院、診療所又は社

会福祉施設を管理する者であ

ってはならない。ただし、当該

共同生活住居の管理上支障が

ない場合は、この限りでない。 

  （運営規程） 

第54条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者は、

共同生活住居ごとに、次に掲

げる事項に関する運営規程を

定めておかなければならな

い。 

⑴ 事業の目的及び運営の方

針 

⑵ 従業者の職種、員数及び

職務内容 

⑶ 利用定員 

⑷ 指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の内容及び

利用料その他の費用の額 

⑸ 入居に当たっての留意事

項 

⑹ 非常災害対策 

⑺ 虐待の防止のための措置

に関する事項 

⑻ その他運営に関する重要

事項 

（運営規程） 

第54条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者は、

共同生活住居ごとに、次に掲

げる事項に関する運営規程を

定めておかなければならな

い。 

⑴ 事業の目的及び運営の方

針 

⑵ 従業者の職種、員数及び

職務内容 

⑶ 利用定員 

⑷ 指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の内容及び

利用料その他の費用の額 

⑸ 入居に当たっての留意事

項 

⑹ 非常災害対策 

⑺ 虐待の防止のための措置

に関する事項 

⑻ その他運営に関する重要

事項 

（運営規程） 

第七十九条 指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業者

は、共同生活住居ごとに、次に

掲げる事業の運営についての

重要事項に関する規程を定め

ておかなければならない。 

一 事業の目的及び運営の方

針 

二 従業者の職種、員数及び

職務内容 

三 利用定員 

四 指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の内容及び

利用料その他の費用の額 

五 入居に当たっての留意事

項 

六 非常災害対策 

七 虐待の防止のための措置

に関する事項 

八 その他運営に関する重要

事項 

 

 

  （勤務体制の確保等） 

第55条 指定介護予防認知症対

（勤務体制の確保等） 

第55条 指定介護予防認知症対

（勤務体制の確保等） 

第八十条 指定介護予防認知症
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応型共同生活介護事業者は、

利用者に対し、適切な指定介

護予防認知症対応型共同生活

介護を提供できるよう、介護

従業者の勤務の体制を定めて

おかなければならない。 

２ 前項の介護従業者の勤務の

体制を定めるに当たっては、

利用者が安心して日常生活を

送ることができるよう、継続

性を重視したサービスの提供

に配慮しなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、介護

従業者の具体的な研修計画を

策定するとともに、介護従業

者に対し、研修機関又は当該

指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業者が実施する

研修その他その資質の向上の

ための研修の機会を確保しな

ければならない。その際、当該

指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業者は、全ての

介護従業者（看護師、准看護

師、介護福祉士、介護支援専門

員、法第８条第２項に規定す

る政令で定める者等の資格を

有する者その他これに類する

者を除く。）に対し、認知症介

護に係る基礎的な研修を受講

させるために必要な措置を講

じなければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、利用

者の人権の擁護、高齢者虐待

の防止等のため、介護従業者

に対し、研修の実施その他必

要な措置を講じなければなら

応型共同生活介護事業者は、

利用者に対し、適切な指定介

護予防認知症対応型共同生活

介護を提供できるよう、介護

従業者の勤務の体制を定めて

おかなければならない。 

２ 前項の介護従業者の勤務の

体制を定めるに当たっては、

利用者が安心して日常生活を

送ることができるよう、継続

性を重視したサービスの提供

に配慮しなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、介護

従業者の具体的な研修計画を

策定するとともに、介護従業

者に対し、研修機関又は当該

指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業者が実施する

研修その他その資質の向上の

ための研修の機会を確保しな

ければならない。その際、当該

指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業者は、全ての

介護従業者（看護師、准看護

師、介護福祉士、介護支援専門

員、法第８条第２項に規定す

る政令で定める者等の資格を

有する者その他これに類する

者を除く。）に対し、認知症介

護に係る基礎的な研修を受講

させるために必要な措置を講

じなければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、利用

者の人権の擁護、高齢者虐待

の防止等のため、介護従業者

に対し、研修の実施その他必

要な措置を講じなければなら

対応型共同生活介護事業者

は、利用者に対し、適切な指定

介護予防認知症対応型共同生

活介護を提供できるよう、従

業者の勤務の体制を定めてお

かなければならない。 

２ 前項の介護従業者の勤務の

体制を定めるに当たっては、

利用者が安心して日常生活を

送ることができるよう、継続

性を重視したサービスの提供

に配慮しなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、介護

従業者の資質の向上のため

に、その研修の機会を確保し

なければならない。その際、当

該指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、全て

の介護従業者（看護師、准看護

師、介護福祉士、介護支援専門

員、法第八条第二項に規定す

る政令で定める者等の資格を

有する者その他これに類する

者を除く。）に対し、認知症介

護に係る基礎的な研修を受講

させるために必要な措置を講

じなければならない。 
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ない。 

５ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、適切

な指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の提供を確保す

る観点から、職場において行

われる性的な言動又は優越的

な関係を背景とした言動であ

って業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより介護従

業者の就業環境が害されるこ

とを防止するための方針の明

確化等の必要な措置を講じな

ければならない。 

 

ない。 

５ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、適切

な指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の提供を確保す

る観点から、職場において行

われる性的な言動又は優越的

な関係を背景とした言動であ

って業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより介護従

業者の就業環境が害されるこ

とを防止するための方針の明

確化等の必要な措置を講じな

ければならない。 

 

 

４ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、適切

な指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の提供を確保す

る観点から、職場において行

われる性的な言動又は優越的

な関係を背景とした言動であ

って業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより介護従

業者の就業環境が害されるこ

とを防止するための方針の明

確化等の必要な措置を講じな

ければならない。 

 

  （定員の遵守） 

第56条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者は、

入居定員の数及び居室の定員

を超えて入居させてはならな

い。ただし、災害その他のやむ

を得ない事情がある場合は、

この限りでない。 

（定員の遵守） 

第56条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者は、

入居定員の数及び居室の定員

を超えて入居させてはならな

い。ただし、災害その他のやむ

を得ない事情がある場合は、

この限りでない。 

（定員の遵守） 

第八十一条 指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業者

は、入居定員及び居室の定員

を超えて入居させてはならな

い。ただし、災害その他のやむ

を得ない事情がある場合は、

この限りでない。 

 

 

（非常災害対策） 

第41条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者は、

非常災害に関する具体的計画

を立て、非常災害時の関係機

関への通報及び連携体制を整

備し、それらを定期的に従業

者に周知するとともに、定期

的に避難、救出その他の必要

な訓練を行わなければならな

い。 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、前項

に規定する具体的計画を立て

る際には、想定される非常災

（非常災害対策） 

第41条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者は、

非常災害に関する具体的計画

を立て、非常災害時の関係機

関への通報及び連携体制を整

備し、それらを定期的に従業

者に周知するとともに、定期

的に避難、救出その他の必要

な訓練を行わなければならな

い。 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、前項

に規定する具体的計画を立て

る際には、想定される非常災
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害の種類及び規模に応じ、そ

れぞれ立てなければならな

い。 

３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、第１

項に規定する訓練の実施に当

たって、地域住民の参加が得

られるよう連携に努めなけれ

ばならない。 

 

害の種類及び規模に応じ、そ

れぞれ立てなければならな

い。 

３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、第１

項に規定する訓練の実施に当

たって、地域住民の参加が得

られるよう連携に努めなけれ

ばならない。 

 

（事故発生の防止及び発生時

の対応） 

第42条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者は、

事故の発生又はその再発を防

止するため、次に掲げる措置

を講じなければならない。 

⑴ 事故が発生した場合の対

応、次号に規定する報告の

方法等が記載された事故発

生の防止のための指針を整

備すること。 

⑵ 事故が発生した場合又は

それに至る危険性がある事

態が生じた場合に、その事

実が報告されるとともに、

当該事実の分析を通した改

善策について、従業者に周

知徹底を図る体制を整備す

ること。 

⑶ 事故発生の防止のための

委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができ

るものとする。）及び従業者

に対する研修を定期的に行

うこと。 

⑷ 前３号に掲げる措置を適

切に実施するための担当者

を置くこと。 

（事故発生の防止及び発生時

の対応） 

第42条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者は、

事故の発生又はその再発を防

止するため、次に掲げる措置

を講じなければならない。 

⑴ 事故が発生した場合の対

応、次号に規定する報告の

方法等が記載された事故発

生の防止のための指針を整

備すること。 

⑵ 事故が発生した場合又は

それに至る危険性がある事

態が生じた場合に、その事

実が報告されるとともに、

当該事実の分析を通した改

善策について、従業者に周

知徹底を図る体制を整備す

ること。 

⑶ 事故発生の防止のための

委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができ

るものとする。）及び従業者

に対する研修を定期的に行

うこと。 

⑷ 前３号に掲げる措置を適

切に実施するための担当者

を置くこと。 
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２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、利用

者に対する指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の提供

により事故が発生した場合

は、速やかに市町村、当該利用

者の家族、当該利用者に係る

介護予防支援事業者等に連絡

を行うとともに、必要な措置

を講じなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、前項

の事故の状況及び事故に際し

て採った処置について記録し

なければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、利用

者に対する指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の提供

により賠償すべき事故が発生

した場合は、損害賠償を速や

かに行わなければならない。 

 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、利用

者に対する指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の提供

により事故が発生した場合

は、速やかに市町村、当該利用

者の家族、当該利用者に係る

介護予防支援事業者等に連絡

を行うとともに、必要な措置

を講じなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、前項

の事故の状況及び事故に際し

て採った処置について記録し

なければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、利用

者に対する指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の提供

により賠償すべき事故が発生

した場合は、損害賠償を速や

かに行わなければならない。 

 

  （協力医療機関等） 

第57条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者は、

利用者の病状の急変等に備え

るため、あらかじめ、協力医療

機関を定めておかなければな

らない。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（協力医療機関等） 

第57条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者は、

利用者の病状の急変等に備え

るため、あらかじめ、協力医療

機関を定めておかなければな

らない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、前項

の規定に基づき協力医療機関

を定めるに当たっては、次に

掲げる要件を満たす協力医療

機関を定めるように努めなけ

ればならない。 

⑴ 利用者の病状が急変した

場合等において、医師又は

（協力医療機関等） 

第八十二条 指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業者

は、利用者の病状の急変等に

備えるため、あらかじめ、協力

医療機関を定めておかなけれ

ばならない。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（協力医療機関等） 

第八十二条 （略） 

 

 

 

 

 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、前項

の規定に基づき協力医療機関

を定めるに当たっては、次に

掲げる要件を満たす協力医療

機関を定めるように努めなけ

ればならない。 

一 利用者の病状が急変した

場合等において医師又は看
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

看護職員が相談対応を行う

体制を常時確保しているこ

と。 

⑵ 当該指定介護予防認知症

対応型共同生活介護事業者

からの診療の求めがあった

場合において、診療を行う

体制を常時確保しているこ

と。 

３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、１年

に１回以上、協力医療機関と

の間で利用者の病状が急変し

た場合等の対応を確認すると

ともに、協力医療機関の名称

等を当該指定介護予防認知症

対応型共同生活介護事業者に

係る指定を行った市町村長に

届け出なければならない。 

 

４ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、感染

症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（平

成 10年法律第 114号）第６条

第17項に規定する第二種協定

指定医療機関（次項において

「第二種協定指定医療機関」

という。）との間で、新興感染

症（同条第７項に規定する新

型インフルエンザ等感染症、

同条第８項に規定する指定感

染症又は同条第９項に規定す

る新感染症をいう。次項にお

いて同じ。）の発生時等の対応

を取り決めるように努めなけ

ればならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、協力

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

護職員が相談対応を行う体

制を、常時確保していること

。 

二 当該指定介護予防認知症

対応型共同生活介護事業者

からの診療の求めがあった

場合において診療を行う体

制を、常時確保しているこ

と。 

３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、一年

に一回以上、協力医療機関と

の間で、利用者の病状が急変

した場合等の対応を確認する

とともに、協力医療機関の名

称等を、当該指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業

者に係る指定を行った市町村

長に届け出なければならな

い。 

４ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、感染

症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（平

成十年法律第百十四号）第六

条第十七項に規定する第二種

協定指定医療機関（次項にお

いて「第二種協定指定医療機

関」という。）との間で、新興

感染症（同条第七項に規定す

る新型インフルエンザ等感染

症、同条第八項に規定する指

定感染症又は同条第九項に規

定する新感染症をいう。次項

において同じ。）の発生時等の

対応を取り決めるように努め

なければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、協力
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（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、あら

かじめ、協力歯科医療機関を

定めておくよう努めなければ

ならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、サー

ビスの提供体制の確保、夜間

における緊急時の対応等のた

め、介護老人福祉施設、介護老

人保健施設、介護医療院、病院

等との間の連携及び支援の体

制を整えなければならない。 

医療機関が第二種協定指定医

療機関である場合において

は、当該第二種協定指定医療

機関との間で、新興感染症の

発生時等の対応について協議

を行わなければならない。 

６ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、利用

者が協力医療機関その他の医

療機関に入院した後に、当該

利用者の病状が軽快し、退院

が可能となった場合において

は、再び当該指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業

所に速やかに入居させること

ができるように努めなければ

ならない。 

７ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、あら

かじめ、協力歯科医療機関を

定めておくよう努めなければ

ならない。 

８ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、サー

ビスの提供体制の確保、夜間

における緊急時の対応等のた

め、介護老人福祉施設、介護老

人保健施設、介護医療院、病院

等との間の連携及び支援の体

制を整えなければならない。 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、あら

かじめ、協力歯科医療機関を

定めておくよう努めなければ

ならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、サー

ビスの提供体制の確保、夜間

における緊急時の対応等のた

め、介護老人福祉施設、介護老

人保健施設、介護医療院、病院

等との間の連携及び支援の体

制を整えなければならない。 

 

医療機関が第二種協定指定医

療機関である場合において

は、当該第二種協定指定医療

機関との間で、新興感染症の

発生時等の対応について協議

を行わなければならない。 

６ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、利用

者が協力医療機関その他の医

療機関に入院した後に、当該

利用者の病状が軽快し、退院

が可能となった場合において

は、再び当該指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業

所に速やかに入所させること

ができるように努めなければ

ならない。 

７・８ （略） 

  （介護予防支援事業者に対す

る利益供与等の禁止） 

第58条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者は、

介護予防支援事業者又はその

従業者に対し、要支援被保険

者に対して当該共同生活住居

を紹介することの対償とし

（介護予防支援事業者に対す

る利益供与等の禁止） 

第58条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者は、

介護予防支援事業者又はその

従業者に対し、要支援被保険

者に対して当該共同生活住居

を紹介することの対償とし

（介護予防支援事業者に対す

る利益供与等の禁止） 

第八十三条 指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業者

は、介護予防支援事業者又は

その従業者に対し、要支援被

保険者に対して当該共同生活

住居を紹介することの対償と
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て、金品その他の財産上の利

益を供与してはならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、介護

予防支援事業者又はその従業

者から、当該共同生活住居か

らの退居者を紹介することの

対償として、金品その他の財

産上の利益を収受してはなら

ない。 

て、金品その他の財産上の利

益を供与してはならない。 

２ 指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業者は、介

護予防支援事業者又はその従

業者から、当該共同生活住居

からの退居者を紹介すること

の対償として、金品その他の

財産上の利益を収受してはな

らない。 

して、金品その他の財産上の

利益を供与してはならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、介護

予防支援事業者又はその従業

者から、当該共同生活住居か

らの退居者を紹介することの

対償として、金品その他の財

産上の利益を収受してはなら

ない。 

 

  （記録の整備） 

第59条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者は、

従業者、設備、備品及び会計に

関する諸記録を整備しておか

なければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、利用

者に対する指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の提供

に関する次に掲げる記録を整

備し、その完結の日から５年

間保存しなければならない。 

 

⑴ 介護予防認知症対応型共

同生活介護計画 

⑵ 第 52条第２項に規定する

提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

⑶ 条例第 39条第３項第３号

に規定する身体的拘束等の

態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない場合の具体

的内容の記録 

⑷ 次条において準用する第

18 条に規定する市町村への

通知に係る記録 

（記録の整備） 

第59条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者は、

従業者、設備、備品及び会計に

関する諸記録を整備しておか

なければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、利用

者に対する指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の提供

に関する次に掲げる記録を整

備し、その完結の日から５年

間保存しなければならない。 

 

⑴ 介護予防認知症対応型共

同生活介護計画 

⑵ 第 52条第２項に規定する

提供した具体的なサービス

の内容等の記録 

⑶ 条例第 39条第３項第３号

に規定する身体的拘束等の

態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない場合の具体

的内容の記録 

⑷ 次条において準用する第

18 条の規定による市町村へ

の通知に係る記録 

（記録の整備） 

第八十四条 指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業者

は、従業者、設備、備品及び会

計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、利用

者に対する指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の提供

に関する次の各号に掲げる記

録を整備し、その完結の日か

ら二年間保存しなければなら

ない。 

一 介護予防認知症対応型共

同生活介護計画 

二 第七十五条第二項に規定

する提供した具体的なサー

ビスの内容等の記録 

三 第七十七条第二項に規定

する身体的拘束等の態様及

び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由の記録 

 

四 次条において準用する第

二十四条に規定する市町村

への通知に係る記録 

（記録の整備） 

第八十四条 （略） 

 

 

 

 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、利用

者に対する指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の提供

に関する次の各号に掲げる記

録を整備し、その完結の日か

ら二年間保存しなければなら

ない。 

一 （略） 

 

二 第七十五条第二項の規定

による提供した具体的なサ

ービスの内容等の記録 

三 第七十七条第二項の規定

による身体的拘束等の態様

及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由の記録 

 

四 次条において準用する第

二十四条の規定による市町

村への通知に係る記録 
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⑸ 条例第 43条において準用

する条例第 18条第２項に規

定する苦情の内容等の記録 

⑹ 条例第 42条第３項に規定

する事故の状況及び事故に

際して採った処置について

の記録 

 

⑺ 次条において準用する第

27 条第２項に規定する報

告、評価、要望、助言等の記

録 

⑸ 条例第 43条において準用

する条例第 18条第２項に規

定する苦情の内容等の記録 

⑹ 条例第 42条第３項に規定

する事故の状況及び事故に

際して採った処置について

の記録 

 

⑺ 次条において準用する第

27条第２項に規定する告、評

価、要望、助言等の記録 

五 次条において準用する第

三十六条第二項に規定する

苦情の内容等の記録 

六 次条において準用する第

三十七条第二項に規定する

事故の状況及び事故に際し

て採った処置についての記

録 

七 次条において準用する第

三十九条第二項に規定する

報告、評価、要望、助言等の

記録 

 

五 次条において準用する第

三十六条第二項の規定によ

る苦情の内容等の記録 

六 次条において準用する第

三十七条第二項の規定によ

る事故の状況及び事故に際

して採った処置についての

記録 

七 （略） 

（準用） 

第 43条 第 12条、第 13条、第

15条、第 17条、第 18条、19

条の２、第 20 条及び第 29 条

の規定は、指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の事業

について準用する。この場合

において、第 12条並びに第 19

条の２第１号及び第３号中

「介護予防認知症対応型通所

介護従業者」とあるのは「介護

従業者」と、第 15条第２項中

「この節」とあるのは「第４章

第４節」と、第 29条中「介護

予防小規模多機能型居宅介護

従業者」とあるのは「介護従業

者」と読み替えるものとする。 

 

（準用） 

第 43条 第 12条、第 13条、第

15 条、第 17 条、第 18 条、19

条の２、第 20 条及び第 29 条

の規定は、指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の事業

について準用する。この場合

において、第 12条並びに第 19

条の２第１号及び第３号中

「介護予防認知症対応型通所

介護従業者」とあるのは「介護

従業者」と、第 15条第２項中

「この節」とあるのは「第４章

第４節」と、第 29条中「介護

予防小規模多機能型居宅介護

従業者」とあるのは「介護従業

者」と読み替えるものとする。 

 

（準用） 

第 60条 第６条、第８条、第９

条、第 17 条、第 18 条、第 20

条の２、第 22 条から第 24 条

まで、第 26 条、第 27 条（第

５項を除く。）及び第 42 条の

規定は、指定介護予防認知症

対応型共同生活介護の事業に

ついて準用する。この場合に

おいて、第６条第１項中「第 12

条」とあるのは「第 43条にお

いて準用する条例第12条」と、

第 20 条の２第２項、第 22 条

第２項第１号及び第３号並び

に第 23条第１項中「介護予防

認知症対応型通所介護従業

者」とあるのは「介護従業者」

と、第 27条第１項中「介護予

防認知症対応型通所介護につ

いて知見を有する者」とある

のは「介護予防認知症対応型

共同生活介護について知見を

有する者」と、「６月」とある

のは「２月」と読み替えるもの

とする。 

 

（準用） 

第 60条 第６条、第８条、第９

条、第 17 条、第 18 条、第 20

条の２、第 22 条から第 24 条

まで、第 26 条、第 27 条（第

５項を除く。）、第 42 条及び第

44 条の２の規定は、指定介護

予防認知症対応型共同生活介

護の事業について準用する。

この場合において、第６条第

１項中「第 12条」とあるのは

「第43条において準用する条

例第 12 条」と、第 20 条の２

第２項、第 22条第２項第１号

及び第３号並びに第23条第１

項中「介護予防認知症対応型

通所介護従業者」とあるのは

「介護従業者」と、第 27条第

１項中「介護予防認知症対応

型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「介護予防

認知症対応型共同生活介護に

ついて知見を有する者」と、

「６月」とあるのは「２月」と

読み替えるものとする。 

 

（準用） 

第八十五条 第十一条、第十二

条、第十四条、第十五条、第二

十三条、第二十四条、第二十六

条、第二十八条の二、第三十一

条から第三十四条まで、第三

十六条から第三十九条まで

（第三十七条第四項及び第三

十九条第五項を除く。）、第五

十六条、第五十八条の二及び

第六十条の規定は、指定介護

予防認知症対応型共同生活介

護の事業について準用する。

この場合において、第十一条

第一項中「第二十七条に規定

する運営規程」とあるのは「第

七十九条に規定する重要事項

に関する規程」と、同項、第二

十八条の二第二項、第三十一

条第二項第一号及び第三号、

第三十二条第一項並びに第三

十七条の二第一号及び第三号

中「介護予防認知症対応型通

所介護従業者」とあるのは「介

護従業者」と、第二十六条第二

項中「この節」とあるのは「第

（準用） 

第八十五条 第十一条、第十二

条、第十四条、第十五条、第二

十三条、第二十四条、第二十六

条、第二十八条の二、第三十一

条から第三十四条まで、第三

十六条から第三十九条まで

（第三十七条第四項及び第三

十九条第五項を除く。）、第五

十六条、第五十八条の二、第六

十条及び第六十二条の二の規

定は、指定介護予防認知症対

応型共同生活介護の事業につ

いて準用する。この場合にお

いて、第十一条第一項中「第二

十七条に規定する運営規程」

とあるのは「第七十九条に規

定する重要事項に関する規

程」と、同項、第二十八条の二

第二項、第三十一条第二項第

一号及び第三号、第三十二条

第一項並びに第三十七条の二

第一号及び第三号中「介護予

防認知症対応型通所介護従業

者」とあるのは「介護従業者」

と、第二十六条第二項中「この
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  四章第四節」と、第三十九条第

一項中「介護予防認知症対応

型通所介護について知見を有

する者」とあるのは「介護予防

認知症対応型共同生活介護に

ついて知見を有する者」と、

「六月」とあるのは「二月」と、

第五十六条中「介護予防小規

模多機能型居宅介護従業者」

とあるのは「介護従業者」と、

第五十八条の二中「指定介護

予防小規模多機能型居宅介護

事業者」とあるのは「指定介護

予防認知症対応型共同生活介

護事業者」と読み替えるもの

とする。 

 

節」とあるのは「第四章第四

節」と、第三十九条第一項中

「介護予防認知症対応型通所

介護について知見を有する

者」とあるのは「介護予防認知

症対応型共同生活介護につい

て知見を有する者」と、「六月」

とあるのは「二月」と、第五十

六条中「介護予防小規模多機

能型居宅介護従業者」とある

のは「介護従業者」と、第五十

八条の二中「指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業

者」とあるのは「指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事

業者」と読み替えるものとす

る。 

第５節 介護予防のた

めの効果的な

支援の方法に

関する基準 

 

第５節 介護予防のた

めの効果的な

支援の方法に

関する基準 

 

第４節 介護予防のた

めの効果的な

支援の方法に

関する基準 

第４節 介護予防のた

めの効果的な

支援の方法に

関する基準 

第五節 介護予防のた

めの効果的な

支援の方法に

関する基準 

 

 

（指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の基本取扱方

針） 

第44条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護は、利用者

の介護予防に資するよう、そ

の目標を設定し、計画的に行

われなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、自ら

その提供する指定介護予防認

知症対応型共同生活介護の質

の評価を行うとともに、定期

的に次に掲げるいずれかの評

価を受けて、それらの結果を

公表し、常にその改善を図ら

なければならない。 

（指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の基本取扱方

針） 

第44条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護は、利用者

の介護予防に資するよう、そ

の目標を設定し、計画的に行

われなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、自ら

その提供する指定介護予防認

知症対応型共同生活介護の質

の評価を行うとともに、定期

的に次に掲げるいずれかの評

価を受けて、それらの結果を

公表し、常にその改善を図ら

なければならない。 

  （指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の基本取扱方

針） 

第八十六条 指定介護予防認知

症対応型共同生活介護は、利

用者の介護予防に資するよ

う、その目標を設定し、計画的

に行われなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、自ら

その提供する指定介護予防認

知症対応型共同生活介護の質

の評価を行うとともに、定期

的に次に掲げるいずれかの評

価を受けて、それらの結果を

公表し、常にその改善を図ら

なければならない。 
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⑴ 外部の者による評価 

⑵ 運営推進会議（利用者、利

用者の家族、地域住民の代

表者、指定介護予防認知症

対応型共同生活介護事業所

が所在する市町村の職員又

は当該指定介護予防認知症

対応型共同生活介護事業所

が所在する区域を管轄する

法第 115条の 46第１項に規

定する地域包括支援センタ

ーの職員、介護予防認知症

対応型共同生活介護につい

て知見を有する者等により

構成される協議会（テレビ

電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。

ただし、利用者又はその家

族（以下この号において「利

用者等」という。）が参加す

る場合にあっては、テレビ

電話装置等の活用について

当該利用者等の同意を得な

ければならない。）をいう。）

における評価 

３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型共同生

活介護の提供に当たり、利用

者ができる限り要介護状態と

ならないで自立した日常生活

を営むことができるよう支援

することを目的とするもので

あることを常に意識してサー

ビスの提供に当たらなければ

ならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、利用

者がその有する能力を最大限

⑴ 外部の者による評価 

⑵ 運営推進会議（利用者、利

用者の家族、地域住民の代

表者、指定介護予防認知症

対応型共同生活介護事業所

が所在する市町村の職員又

は当該指定介護予防認知症

対応型共同生活介護事業所

が所在する区域を管轄する

法第 115条の 46第１項に規

定する地域包括支援センタ

ーの職員、介護予防認知症

対応型共同生活介護につい

て知見を有する者等により

構成される協議会（テレビ

電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。

ただし、利用者又はその家

族（以下この号において「利

用者等」という。）が参加す

る場合にあっては、テレビ

電話装置等の活用について

当該利用者等の同意を得な

ければならない。）をいう。）

における評価 

３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型共同生

活介護の提供に当たり、利用

者ができる限り要介護状態と

ならないで自立した日常生活

を営むことができるよう支援

することを目的とするもので

あることを常に意識してサー

ビスの提供に当たらなければ

ならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、利用

者がその有する能力を最大限

一 外部の者による評価 

二 前条において準用する第

三十九条第一項に規定する

運営推進会議における評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型共同生

活介護の提供に当たり、利用

者ができる限り要介護状態と

ならないで自立した日常生活

を営むことができるよう支援

することを目的とするもので

あることを常に意識してサー

ビスの提供に当たらなければ

ならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、利用

者がその有する能力を最大限
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活用することができるような

方法によるサービスの提供に

努めることとし、利用者が有

する能力を阻害する等の不適

切なサービスの提供を行わな

いよう配慮しなければならな

い。 

５ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型共同生

活介護の提供に当たり、利用

者とのコミュニケーションを

十分に図ることその他の様々

な方法により、利用者が主体

的に事業に参加するよう適切

な働きかけに努めなければな

らない。 

 

活用することができるような

方法によるサービスの提供に

努めることとし、利用者が有

する能力を阻害する等の不適

切なサービスの提供を行わな

いよう配慮しなければならな

い。 

５ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型共同生

活介護の提供に当たり、利用

者とのコミュニケーションを

十分に図ることその他の様々

な方法により、利用者が主体

的に事業に参加するよう適切

な働きかけに努めなければな

らない。 

 

活用することができるような

方法によるサービスの提供に

努めることとし、利用者が有

する能力を阻害する等の不適

切なサービスの提供を行わな

いよう配慮しなければならな

い。 

５ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、指定

介護予防認知症対応型共同生

活介護の提供に当たり、利用

者とのコミュニケーションを

十分に図ることその他の様々

な方法により、利用者が主体

的に事業に参加するよう適切

な働きかけに努めなければな

らない。 

 

  （指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の具体的取扱方

針） 

第61条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護の方針は、

条例第33条に定める基本方針

及び条例第44条に定める基本

取扱方針に基づき、次に掲げ

るところによるものとする。 

 

⑴ 指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の提供に当

たっては、主治の医師又は

歯科医師からの情報伝達を

通じる等の適切な方法によ

り、利用者の心身の状況、そ

の置かれている環境等利用

者の日常生活全般の状況の

的確な把握を行うこと。 

 

⑵ 計画作成担当者は、前号

（指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の具体的取扱方

針） 

第61条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護の方針は、

条例第33条に定める基本方針

及び条例第44条に定める基本

取扱方針に基づき、次に掲げ

るところによるものとする。 

 

⑴ 指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の提供に当

たっては、主治の医師又は

歯科医師からの情報伝達を

通じる等の適切な方法によ

り、利用者の心身の状況、そ

の置かれている環境等利用

者の日常生活全般の状況の

的確な把握を行うこと。 

 

⑵ 計画作成担当者は、前号

（指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の具体的取扱方

針） 

第八十七条 指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の方針

は、第六十九条に規定する基

本方針及び前条に規定する基

本取扱方針に基づき、次に掲

げるところによるものとす

る。 

一 指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の提供に当

たっては、主治の医師又は

歯科医師からの情報伝達を

通じる等の適切な方法によ

り、利用者の心身の状況、そ

の置かれている環境等利用

者の日常生活全般の状況の

的確な把握を行うものとす

る。 

二 計画作成担当者は、前号
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に規定する利用者の日常生

活全般の状況及び希望を踏

まえて、他の介護従業者と

協議の上、指定介護予防認

知症対応型共同生活介護の

目標、当該目標を達成する

ための具体的なサービスの

内容、サービスの提供を行

う期間等を記載した介護予

防認知症対応型共同生活介

護計画を作成すること。 

 

⑶ 計画作成担当者は、介護

予防認知症対応型共同生活

介護計画の作成に当たって

は、通所介護等の活用、地域

における活動への参加の機

会の提供等により、利用者

の多様な活動の確保に努め

ること。 

⑷ 計画作成担当者は、介護

予防認知症対応型共同生活

介護計画の作成に当たって

は、その内容について利用

者又はその家族に対して説

明し、文書により利用者の

同意を得ること。 

⑸ 計画作成担当者は、介護

予防認知症対応型共同生活

介護計画を作成した際に

は、当該介護予防認知症対

応型共同生活介護計画を利

用者に交付すること。 

 

⑹ 指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の提供に当

たっては、利用者一人ひと

りの人格を尊重し、利用者

がそれぞれの役割を持って

に規定する利用者の日常生

活全般の状況及び希望を踏

まえて、他の介護従業者と

協議の上、指定介護予防認

知症対応型共同生活介護の

目標、当該目標を達成する

ための具体的なサービスの

内容、サービスの提供を行

う期間等を記載した介護予

防認知症対応型共同生活介

護計画を作成すること。 

 

⑶ 計画作成担当者は、介護

予防認知症対応型共同生活

介護計画の作成に当たって

は、通所介護等の活用、地域

における活動への参加の機

会の提供等により、利用者

の多様な活動の確保に努め

ること。 

⑷ 計画作成担当者は、介護

予防認知症対応型共同生活

介護計画の作成に当たって

は、その内容について利用

者又はその家族に対して説

明し、文書により利用者の

同意を得ること。 

⑸ 計画作成担当者は、介護

予防認知症対応型共同生活

介護計画を作成した際に

は、当該介護予防認知症対

応型共同生活介護計画を利

用者に交付すること。 

 

⑹ 指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の提供に当

たっては、利用者一人ひと

りの人格を尊重し、利用者

がそれぞれの役割を持って

に規定する利用者の日常生

活全般の状況及び希望を踏

まえて、他の介護従業者と

協議の上、指定介護予防認

知症対応型共同生活介護の

目標、当該目標を達成する

ための具体的なサービスの

内容、サービスの提供を行

う期間等を記載した介護予

防認知症対応型共同生活介

護計画を作成するものとす

る。 

三 計画作成担当者は、介護

予防認知症対応型共同生活

介護計画の作成に当たって

は、通所介護等の活用、地域

における活動への参加の機

会の提供等により、利用者

の多様な活動の確保に努め

なければならない。 

四 計画作成担当者は、介護

予防認知症対応型共同生活

介護計画の作成に当たって

は、その内容について利用

者又はその家族に対して説

明し、利用者の同意を得な

ければならない。 

五 計画作成担当者は、介護

予防認知症対応型共同生活

介護計画を作成した際に

は、当該介護予防認知症対

応型共同生活介護計画を利

用者に交付しなければなら

ない。 

六 指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の提供に当

たっては、利用者一人一人

の人格を尊重し、利用者が

それぞれの役割を持って家
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家庭的な環境の下で日常生

活を送ることができるよう

配慮して行うこと。 

 

⑺ 指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の提供に当

たっては、介護予防認知症

対応型共同生活介護計画に

基づき、利用者が日常生活

を営むのに必要な支援を行

うこと。 

⑻ 指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の提供に当

たっては、懇切丁寧に行う

ことを旨とし、利用者又は

その家族に対し、サービス

の提供方法等について、理

解しやすいように説明を行

うこと。 

⑼ 計画作成担当者は、他の

介護従業者及び利用者が介

護予防認知症対応型共同生

活介護計画に基づき利用す

る他の指定介護予防サービ

ス等を行う者との連絡を継

続的に行うことにより、介

護予防認知症対応型共同生

活介護計画に基づくサービ

スの提供の開始時から、当

該介護予防認知症対応型共

同生活介護計画に記載した

サービスの提供を行う期間

が終了するまでに、少なく

とも１回は、当該介護予防

認知症対応型共同生活介護

計画の実施状況の把握（次

項において「モニタリング」

という。）を行うとともに、

利用者の様態の変化等の把

家庭的な環境の下で日常生

活を送ることができるよう

配慮して行うこと。 

 

⑺ 指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の提供に当

たっては、介護予防認知症

対応型共同生活介護計画に

基づき、利用者が日常生活

を営むのに必要な支援を行

うこと。 

⑻ 指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の提供に当

たっては、懇切丁寧に行う

ことを旨とし、利用者又は

その家族に対し、サービス

の提供方法等について、理

解しやすいように説明を行

うこと。 

⑼ 計画作成担当者は、他の

介護従業者及び利用者が介

護予防認知症対応型共同生

活介護計画に基づき利用す

る他の指定介護予防サービ

ス等を行う者との連絡を継

続的に行うことにより、介

護予防認知症対応型共同生

活介護計画に基づくサービ

スの提供の開始時から、当

該介護予防認知症対応型共

同生活介護計画に記載した

サービスの提供を行う期間

が終了するまでに、少なく

とも１回は、当該介護予防

認知症対応型共同生活介護

計画の実施状況の把握（次

項において「モニタリング」

という。）を行うとともに、

利用者の様態の変化等の把

庭的な環境の下で日常生活

を送ることができるよう配

慮して行わなければならな

い。 

七 指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の提供に当

たっては、介護予防認知症

対応型共同生活介護計画に

基づき、利用者が日常生活

を営むのに必要な支援を行

わなければならない。 

八 指定介護予防認知症対応

型共同生活介護の提供に当

たっては、懇切丁寧に行う

ことを旨とし、利用者又は

その家族に対し、サービス

の提供方法等について、理

解しやすいように説明を行

わなければならない。 

九 計画作成担当者は、他の

介護従業者及び利用者が介

護予防認知症対応型共同生

活介護計画に基づき利用す

る他の指定介護予防サービ

ス等を行う者との連絡を継

続的に行うことにより、介

護予防認知症対応型共同生

活介護計画に基づくサービ

スの提供の開始時から、当

該介護予防認知症対応型共

同生活介護計画に記載した

サービスの提供を行う期間

が終了するまでに、少なく

とも一回は、当該介護予防

認知症対応型共同生活介護

計画の実施状況の把握（以

下この条において「モニタ

リング」という。）を行うと

ともに、利用者の様態の変
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握を行うこと。 

 

２ 計画作成担当者は、モニタ

リングの結果を踏まえ、必要

に応じて介護予防認知症対応

型共同生活介護計画の変更を

行うものとする。 

３ 第１項の規定は、前項に規

定する介護予防認知症対応型

共同生活介護計画の変更につ

いて準用する。 

 

握を行うこと。 

 

２ 計画作成担当者は、モニタ

リングの結果を踏まえ、必要

に応じて介護予防認知症対応

型共同生活介護計画の変更を

行うものとする。 

３ 第１項の規定は、前項に規

定する介護予防認知症対応型

共同生活介護計画の変更につ

いて準用する。 

 

化等の把握を行うものとす

る。 

十 計画作成担当者は、モニ

タリングの結果を踏まえ、

必要に応じて介護予防認知

症対応型共同生活介護計画

の変更を行うものとする。 

十一 第一号から第九号まで

の規定は、前号に規定する

介護予防認知症対応型共同

生活介護計画の変更につい

て準用する。 

 

  （介護等） 

第 62条 介護は、利用者の心身

の状況に応じ、利用者の自立

の支援と日常生活の充実に資

するよう、適切な技術をもっ

て行われなければならない。 

 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、その

利用者に対して、利用者の負

担により、当該共同生活住居

における介護従業者以外の者

による介護を受けさせてはな

らない。 

３ 利用者の食事その他の家事

等は、原則として、利用者と介

護従業者が共同で行うよう努

めるものとする。 

 

（介護等） 

第 62条 介護は、利用者の心身

の状況に応じ、利用者の自立

の支援と日常生活の充実に資

するよう、適切な技術をもっ

て行われなければならない。 

 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、その

利用者に対して、利用者の負

担により、当該共同生活住居

における介護従業者以外の者

による介護を受けさせてはな

らない。 

３ 利用者の食事その他の家事

等は、原則として、利用者と介

護従業者が共同で行うよう努

めるものとする。 

 

（介護等） 

第八十八条 介護は、利用者の

心身の状況に応じ、利用者の

自立の支援と日常生活の充実

に資するよう、適切な技術を

もって行わなければならな

い。 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、その

利用者に対して、利用者の負

担により、当該共同生活住居

における介護従業者以外の者

による介護を受けさせてはな

らない。 

３ 利用者の食事その他の家事

等は、原則として利用者と介

護従業者が共同で行うよう努

めるものとする。 

 

 

  （社会生活上の便宜の提供

等） 

第63条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者は、

利用者の趣味又は嗜好に応じ

た活動の支援に努めなければ

ならない。 

（社会生活上の便宜の提供

等） 

第63条 指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者は、

利用者の趣味又は嗜好に応じ

た活動の支援に努めなければ

ならない。 

（社会生活上の便宜の提供

等） 

第八十九条 指定介護予防認知

症対応型共同生活介護事業者

は、利用者の趣味又は嗜好に

応じた活動の支援に努めなけ

ればならない。 
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２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、利用

者が日常生活を営む上で必要

な行政機関に対する手続等に

ついて、その者又はその家族

が行うことが困難である場合

は、その者の同意を得て、代わ

って行わなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、常に

利用者の家族との連携を図る

とともに、利用者とその家族

との交流等の機会を確保する

よう努めなければならない。 

 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、利用

者が日常生活を営む上で必要

な行政機関に対する手続等に

ついて、その者又はその家族

が行うことが困難である場合

は、その者の同意を得て、代わ

って行わなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、常に

利用者の家族との連携を図る

とともに、利用者とその家族

との交流等の機会を確保する

よう努めなければならない。 

 

２ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、利用

者が日常生活を営む上で必要

な行政機関に対する手続等に

ついて、その者又はその家族

が行うことが困難である場合

は、その者の同意を得て、代わ

って行わなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業者は、常に

利用者の家族との連携を図る

とともに利用者とその家族と

の交流等の機会を確保するよ

う努めなければならない。 

 

第５章 雑則 

 

第５章 雑則 

 

第５章 雑則 第５章 雑則 第５章 雑則  

（区域外事業所に係る特例） 

第45条 次の各号のいずれかに

該当する事業所（その所在地

が本市の区域外にあるものに

限る。）については、法第 115

条の14第１項及び第２項の規

定に基づき当該所在地の市町

村が条例で定める基準を満た

すことをもって、この条例で

定める基準を満たしているも

のとみなすものとする。 

⑴ 介護保険法施行令等の一

部を改正する政令（平成 18

年政令第 154号。以下「平成

18年改正令」という。）附則

第５条の規定により、法第

54 条の２第１項本文の指定

を受けたものとみなされた

事業所 

⑵ 法第 115条の 12第１項の

申請があった場合におい

て、同条第２項第４号に規

（区域外事業所に係る特例） 

第45条 次の各号のいずれかに

該当する事業所（その所在地

が本市の区域外にあるものに

限る。）については、法第 115

条の14第１項及び第２項の規

定に基づき当該所在地の市町

村が条例で定める基準を満た

すことをもって、この条例で

定める基準を満たしているも

のとみなすものとする。 

⑴ 介護保険法施行令等の一

部を改正する政令（平成 18

年政令第 154号。以下「平成

18年改正令」という。）附則

第５条の規定により、法第

54 条の２第１項本文の指定

を受けたものとみなされた

事業所 

⑵ 法第 115条の 12第１項の

申請があった場合におい

て、同条第２項第４号に規
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定する同意が得られた事業

所 

⑶ 法第 115条の 12第７項に

おいて準用する法第 78条の

２第 10項の規定により、市

長による法第 54条の２第１

項本文の指定があったもの

とみなされた事業所 

 

定する同意が得られた事業

所 

⑶ 法第 115条の 12第７項に

おいて準用する法第 78条の

２第 10項の規定により、市

長による法第 54条の２第１

項本文の指定があったもの

とみなされた事業所 

 

（委任） 

第46条 この条例に定めるもの

のほか、指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、

設備及び運営の基準は、規則

で定める。 

 

（委任） 

第46条 この条例に定めるもの

のほか、指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、

設備及び運営の基準は、規則

で定める。 

 

    

  （電磁的記録等） 

第64条 指定地域密着型介護予

防サービス事業者及び指定地

域密着型介護予防サービスの

提供に当たる者は、作成、保存

その他これらに類するものの

うち、条例及びこの規則の規

定において書面（書面、書類、

文書、謄本、抄本、正本、副本、

複本その他文字、図形等人の

知覚によって認識することが

できる情報が記載された紙そ

の他の有体物をいう。以下こ

の条において同じ。）で行うこ

とが規定されている又は想定

されるもの（第８条第１項（第

46 条及び第 60 条において準

用する場合を含む。）及び第 52

条第１項並びに次項に規定す

るものを除く。）については、

書面に代えて、当該書面に係

る電磁的記録（電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によ

（電磁的記録等） 

第64条 指定地域密着型介護予

防サービス事業者及び指定地

域密着型介護予防サービスの

提供に当たる者は、作成、保存

その他これらに類するものの

うち、条例及びこの規則の規

定において書面（書面、書類、

文書、謄本、抄本、正本、副本、

複本その他文字、図形等人の

知覚によって認識することが

できる情報が記載された紙そ

の他の有体物をいう。以下こ

の条において同じ。）で行うこ

とが規定されている又は想定

されるもの（第８条第１項（第

46 条及び第 60 条において準

用する場合を含む。）及び第 52

条第１項並びに次項に規定す

るものを除く。）については、

書面に代えて、当該書面に係

る電磁的記録（電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によ

（電磁的記録等） 

第九十条 指定地域密着型介護

予防サービス事業者及び指定

地域密着型介護予防サービス

の提供に当たる者は、作成、保

存その他これらに類するもの

のうち、この省令の規定にお

いて書面（書面、書類、文書、

謄本、抄本、正本、副本、複本

その他文字、図形等人の知覚

によって認識することができ

る情報が記載された紙その他

の有体物をいう。以下この条

において同じ。）で行うことが

規定されている又は想定され

るもの（第十四条第一項（第六

十四条及び第八十五条におい

て準用する場合を含む。）及び

第七十五条第一項並びに次項

に規定するものを除く。）につ

いては、書面に代えて、当該書

面に係る電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の
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っては認識することができな

い方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをい

う。）により行うことができ

る。 

２ 指定地域密着型介護予防サ

ービス事業者及び指定地域密

着型介護予防サービスの提供

に当たる者は、交付、説明、同

意、承諾その他これらに類す

るもの（以下「交付等」とい

う。）のうち、条例及びこの規

則の規定において書面で行う

ことが規定されている又は想

定されるものについては、当

該交付等の相手方の承諾を得

て、書面に代えて、電磁的方法

（電子的方法、磁気的方法そ

の他人の知覚によって認識す

ることができない方法をい

う。）によることができる。 

 

っては認識することができな

い方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをい

う。）により行うことができ

る。 

２ 指定地域密着型介護予防サ

ービス事業者及び指定地域密

着型介護予防サービスの提供

に当たる者は、交付、説明、同

意、承諾その他これらに類す

るもの（以下「交付等」とい

う。）のうち、条例及びこの規

則の規定において書面で行う

ことが規定されている又は想

定されるものについては、当

該交付等の相手方の承諾を得

て、書面に代えて、電磁的方法

（電子的方法、磁気的方法そ

の他人の知覚によって認識す

ることができない方法をい

う。）によることができる。 

 

知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記

録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるも

のをいう。）により行うことが

できる。 

２ 指定地域密着型介護予防サ

ービス事業者及び指定地域密

着型介護予防サービスの提供

に当たる者は、交付、説明、同

意、承諾その他これらに類す

るもの（以下「交付等」とい

う。）のうち、この省令の規定

において書面で行うことが規

定されている又は想定される

ものについては、当該交付等

の相手方の承諾を得て、書面

に代えて、電磁的方法（電子的

方法、磁気的方法その他人の

知覚によって認識することが

できない方法をいう。）による

ことができる。 

 

附 則 

 

附 則 

 

附 則 附 則 附 則  

（施行期日） 

１ この条例は、平成 25年４月

１日から施行する。 

 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 25年４月

１日から施行する。 

 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 25年４月

１日から施行する。 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 25年４月

１日から施行する。 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成十八

年四月一日から施行する。 

 

 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に存

する単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護事

業所、指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所及び指

定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業所（基本的な設

備が完成しているものを含

み、この条例の施行の日（以下

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に存

する単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護事

業所、指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所及び指

定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業所（基本的な設

備が完成しているものを含

み、この条例の施行の日（以下

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存

する指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所（基本

的な設備が完成しているもの

を含み、この規則の施行の日

以後に増築され、又は全面的

に改築された部分を除く。）に

ついて第51条第１項第２号イ

の規定を適用する場合におい

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存

する指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所（基本

的な設備が完成しているもの

を含み、この規則の施行の日

以後に増築され、又は全面的

に改築された部分を除く。）に

ついて第51条第１項第２号イ

の規定を適用する場合におい
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「施行日」という。）以後に増

築され、又は全面的に改築さ

れた部分を除く。）について

は、第８条第１項、第 27条第

１項及び第37条第２項の規定

（便所に係る部分に限る。）

は、適用しない。 

３ この条例の施行の際現に存

する指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所及び指定

介護予防認知症対応型共同生

活介護事業所（基本的な設備

が完成しているものを含み、

施行日以後に増築され、又は

全面的に改築された部分を除

く。）については、第 27 条第

１項及び第37条第２項の規定

（汚物処理室に係る部分に限

る。）は、適用しない。 

 

 

 

４ 平成18年改正令附則第３条

の規定により指定介護予防認

知症対応型通所介護事業者と

みなされた者に係る第７条第

２項及び第11条第２項の規定

の適用については、第７条第

２項中「者であって、別に厚生

労働大臣が定める研修を修了

しているもの」とあるのは

「者」と、第 11条第２項中「者

であって、第７条第２項に規

定する厚生労働大臣が定める

研修を修了しているもの」と

あるのは「者」とする。 

 

「施行日」という。）以後に増

築され、又は全面的に改築さ

れた部分を除く。）について

は、第８条第１項、第 27条第

１項及び第37条第２項の規定

（便所に係る部分に限る。）

は、適用しない。 

３ この条例の施行の際現に存

する指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所及び指定

介護予防認知症対応型共同生

活介護事業所（基本的な設備

が完成しているものを含み、

施行日以後に増築され、又は

全面的に改築された部分を除

く。）については、第 27 条第

１項及び第37条第２項の規定

（汚物処理室に係る部分に限

る。）は、適用しない。 

 

 

 

４ 平成18年改正令附則第３条

の規定により指定介護予防認

知症対応型通所介護事業者と

みなされた者に係る第７条第

２項及び第11条第２項の規定

の適用については、第７条第

２項中「者であって、別に厚生

労働大臣が定める研修を修了

しているもの」とあるのは

「者」と、第 11条第２項中「者

であって、第７条第２項に規

定する厚生労働大臣が定める

研修を修了しているもの」と

あるのは「者」とする。 

 

ては、同号イ中「内法による測

定で、9.9 平方メートル以上

（収納設備、洗面設備及び便

所の床面積を除く。）」とある

のは、「7.43 平方メートル以

上」とする。 

ては、同号イ中「内法による測

定で、9.9 平方メートル以上

（収納設備、洗面設備及び便

所の床面積を除く。）」とある

のは、「7.43 平方メートル以

上」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（経過措置） 

第二条 介護保険法施行令等の

一部を改正する政令（平成十

八年政令第百五十四号。以下

「平成十八年改正令」とい

う。）附則第三条の規定により

指定介護予防認知症対応型通

所介護事業者とみなされた者

に係る第六条第二項及び第十

条第二項の規定の適用につい

ては、第六条第二項中「者であ

って、別に厚生労働大臣が定

める研修を修了しているも

の」とあるのは「者」と、第十

条第二項中「者であって、第六

条第二項に規定する厚生労働

大臣が定める研修を修了して

いるもの」とあるのは「者」と
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する。 

 

    第三条 平成十九年三月三十一

日までの間に指定介護予防認

知症対応型通所介護の事業を

開始する場合における第六条

第二項及び第十条第二項の規

定の適用については、これら

の規定中「者であって」とある

のは「者であって、平成十九年

三月三十一日までに」とする。 

 

 

    第四条 平成十九年三月三十一

日までの間に指定介護予防小

規模多機能型居宅介護の事業

を開始する場合における第四

十四条第八項、第四十五条第

二項及び第四十六条の規定の

適用については、これらの規

定中「別に」とあるのは「平成

十九年三月三十一日までに、

別に」とする。 

 

 

    第五条 平成十八年改正令附則

第五条の規定により指定介護

予防認知症対応型共同生活介

護事業者とみなされた者に係

る第七十二条の規定の適用に

ついては、同条中「者であっ

て」とあるのは「者であって、

平成二十一年三月三十一日ま

でに」とする。 

 

 

    第六条 平成十九年三月三十一

日までの間に指定介護予防認

知症対応型共同生活介護の事

業を開始する場合における第

七十二条の規定の適用につい

ては、同条中「者であって」と
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あるのは「者であって、平成十

九年三月三十一日までに」と

する。 

 

５ 平成18年改正令附則第５条

の規定により指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業

者とみなされた者が指定介護

予防認知症対応型共同生活介

護の事業を行う事業所であっ

て、平成 18年４月１日におい

て現に２を超える共同生活住

居を有していたものは、当分

の間、第 37条第１項の規定に

かかわらず、当該共同生活住

居を有することができる。 

  

５ 平成18年改正令附則第５条

の規定により指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業

者とみなされた者が指定介護

予防認知症対応型共同生活介

護の事業を行う事業所であっ

て、平成 18年４月１日におい

て現に２を超える共同生活住

居を有していたものは、当分

の間、第 37条第１項の規定に

かかわらず、当該共同生活住

居を有することができる。 

  

  第七条 平成十八年改正令附則

第五条の規定により指定介護

予防認知症対応型共同生活介

護事業者とみなされた者が指

定介護予防認知症対応型共同

生活介護の事業を行う事業所

であって、この省令の施行の

際現に二を超える共同生活住

居を有しているものは、当分

の間、第七十三条第一項の規

定にかかわらず、当該共同生

活住居を有することができ

る。 

 

 

  ３ 介護保険法施行令等の一部

を改正する政令（平成 18年政

令第 154 号）附則第５条の規

定により指定介護予防認知症

対応型共同生活介護事業者と

みなされた者が指定介護予防

認知症対応型共同生活介護の

事業を行う事業所の共同生活

住居であって、平成 18年３月

31 日において指定居宅サービ

ス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準の一部を改

正する省令（平成 11 年厚生省

令第 96号）附則第２項の規定

の適用を受けていたものにつ

いては、第 51条第１項第２号

イの規定は、適用しない。 

３ 介護保険法施行令等の一部

を改正する政令（平成 18年政

令第 154 号）附則第５条の規

定により指定介護予防認知症

対応型共同生活介護事業者と

みなされた者が指定介護予防

認知症対応型共同生活介護の

事業を行う事業所の共同生活

住居であって、平成 18年３月

31 日において指定居宅サービ

ス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準の一部を改

正する省令（平成 11 年厚生省

令第 96号）附則第２項の規定

の適用を受けていたものにつ

いては、第 51条第１項第２号

イの規定は、適用しない。 

第八条 平成十八年改正令附則

第五条の規定により指定介護

予防認知症対応型共同生活介

護事業者とみなされた者が指

定介護予防認知症対応型共同

生活介護の事業を行う事業所

の共同生活住居であって、こ

の省令の施行の日の前日にお

いて指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関

する基準の一部を改正する省

令（平成十一年厚生省令第九

十六号）附則第二項の規定の

適用を受けていたものについ

ては、第七十三条第四項の規

定は適用しない。 

 

 

    附 則 （平成一八年三月

三一日厚生労働省令第八

二号） 抄 
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    （施行期日） 

第一条 この省令は、平成十八

年四月一日から施行する。 

 

 

    附 則 （平成一八年九月

八日厚生労働省令第一五

六号） 

 

 

    この省令は、公布の日から施

行する。 

 

 

    附 則 （平成二一年三月

一三日厚生労働省令第三

四号） 

 

 

    この省令は、平成二十一年四

月一日から施行する。 

 

 

    附 則 （平成二一年三月

三〇日厚生労働省令第五

四号） 抄 

 

 

    （施行期日） 

第一条 この省令は、介護保険

法及び老人福祉法の一部を改

正する法律（平成二十年法律

第四十二号）の施行の日（平成

二十一年五月一日）から施行

する。 

 

 

    附 則 （平成二二年九月

二九日厚生労働省令第一

〇六号） 

 

 

    この省令は、公布の日から施

行する。 

 

 

    附 則 （平成二三年一〇

月七日厚生労働省令第一
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二七号） 抄 

 

    （施行期日） 

第一条 この省令は、平成二十

四年四月一日から施行する。 

 

 

    附 則 （平成二四年一月

三〇日厚生労働省令第一

〇号） 抄 

 

 

    （施行期日） 

第一条 この省令は、平成二十

四年四月一日から施行する。 

 

 

    附 則 （平成二四年一月

三〇日厚生労働省令第一

一号） 抄 

 

 

    （施行期日） 

第一条 この省令は、平成二十

四年四月一日から施行する。 

 

 

    附 則 （平成二四年三月

一三日厚生労働省令第三

〇号） 抄 

 

 

    （施行期日） 

第一条 この省令は、平成二十

四年四月一日から施行する。 

 

 

    （指定地域密着型介護予防サ

ービスの人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に

関する基準の一部改正に伴う

経過措置） 

第五条 この省令の施行の日か

ら平成二十五年三月三十一日
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までの間に事業を開始した第

十一条の規定による改正後の

指定地域密着型介護予防サー

ビスの人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関

する基準（以下「新指定地域密

着型介護予防サービス基準」

という。）第四十四条第七項に

規定するサテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅介

護事業所（以下「サテライト型

指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所」という。）に

ついては、同条第十二項中「修

了している者」とあるのは、

「修了している者（平成二十

五年三月三十一日までに修了

することを予定している者を

含む。）」とする。 

２ この省令の施行の日から平

成二十五年三月三十一日まで

の間に事業を開始したサテラ

イト型指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所（新指

定地域密着型介護予防サービ

ス基準第四十五条第二項の規

定により当該サテライト型指

定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所に係る新指定地

域密着型介護予防サービス基

準第四十四条第七項に規定す

る本体事業所（以下この条に

おいて「本体事業所」という。）

（指定複合型サービス事業所

であるものに限る。）の管理者

が充てられているものに限

る。）については、新指定地域
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密着型介護予防サービス基準

第四十五条第三項中「修了し

ているもの」とあるのは、「修

了しているもの（平成二十五

年三月三十一日までに修了す

ることを予定している者を含

む。）」とする。 

３ この省令の施行の日から平

成二十五年三月三十一日まで

の間に事業を開始したサテラ

イト型指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所（当該

サテライト型指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所

に係る本体事業所が指定複合

型サービス事業所であるもの

に限る。）については、新指定

地域密着型介護予防サービス

基準第四十六条中「修了して

いるもの」とあるのは、「修了

しているもの（平成二十五年

三月三十一日までに修了する

ことを予定している者を含

む。）」とする。 

 

附 則 附 則 附 則 

 

附 則 

 

  

（施行期日） 

１ この条例は、平成 26年７月

１日から施行する。 

 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 26年７月

１日から施行する。 

 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 26年７月

１日から施行する。 

 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 26年７月

１日から施行する。 

 

  

附 則 附 則 附 則 附 則 附 則（平成二十七年一月

十六日厚生労働省令第四

号） 抄 

 

 

 

この条例は、平成 27年４月１

日から施行する。 

 

 

この条例は、平成 27 年４月１

日から施行する。 

 

 

この規則は、平成 27 年４月１

日から施行する。 

 

 

この規則は、平成 27 年４月１

日から施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この省令は、平成二十

七年四月一日から施行する。 
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附 則 附 則 附 則 附 則 附 則（平成二十八年二月

五日厚生労働省令第十四

号） 抄 

 

 

 

この条例は、平成 28年４月１

日から施行する。 

 

この条例は、平成 28 年４月１

日から施行する。 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 28年４月

１日から施行する。 

 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 28年４月

１日から施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この省令は、地域にお

ける医療及び介護の総合的な

確保を推進するための関係法

律の整備等に関する法律（以

下「整備法」という。）附則第

一条第六号に掲げる施行の日

（平成二十八年四月一日）か

ら施行する。 

 

 

  （経過措置） 

２ 地域における医療及び介護

の総合的な確保を推進するた

めの関係法律の整備等に関す

る法律（平成 26 年法律第 83

号）附則第 20条第１項に規定

する通所介護の事業を行う者

が、同法附則第１条第６号に

掲げる規定の施行の日の前日

までに、厚生労働省令で定め

る別段の申出を行った上で、

この規則の施行の日から第 30

条第７項に規定するサテライ

ト型指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所における

事業を開始する場合は、平成

30年３月 31日までの間、条例

第27条第１項に規定する宿泊

室を設けないことができる。 

 

（経過措置） 

２ 地域における医療及び介護

の総合的な確保を推進するた

めの関係法律の整備等に関す

る法律（平成 26 年法律第 83

号）附則第 20条第１項に規定

する通所介護の事業を行う者

が、同法附則第１条第６号に

掲げる規定の施行の日の前日

までに、厚生労働省令で定め

る別段の申出を行った上で、

この規則の施行の日から第 30

条第７項に規定するサテライ

ト型指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所における

事業を開始する場合は、平成

30年３月 31日までの間、条例

第27条第１項に規定する宿泊

室を設けないことができる。 

 

（経過措置） 

第三条 整備法附則第二十条第

一項に規定する通所介護の事

業を行う者が、整備法附則第

一条第六号に掲げる規定の施

行の日の前日までに、厚生労

働省令で定める別段の申出を

行った上で、この省令の施行

の日から指定地域密着型介護

予防サービス基準第四十四条

第七項に規定するサテライト

型指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所における事

業を開始する場合は、平成三

十年三月三十一日までの間、

指定地域密着型介護予防サー

ビス基準第四十八条第一項に

規定する宿泊室を設けないこ

とができる。 

 

附 則 附 則 附 則 附 則 附 則（平成三十年一月十

八日厚生労働省令第四号） 

抄 

 

 

（施行期日） （施行期日） （施行期日） （施行期日） （施行期日）  
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１ この条例は、平成 30年４月

１日から施行する。 

 

 

１ この条例は、平成 30年４月

１日から施行する。 

 

 

１ この規則は、平成 30年４月

１日から施行する。 

１ この規則は、平成 30年４月

１日から施行する。 

第一条 この省令は平成三十年

四月一日から施行する。ただ

し、第一条中居宅サービス等

基準第百九十九条第一号の改

正規定、第二条中指定居宅介

護支援等基準第十三条第十八

号の次に一号を加える改正規

定及び第四条中介護予防サー

ビス等基準第二百七十八条第

一号の改正規定は、平成三十

年十月一日から施行する。 

 

附 則 

 

附 則 

 

附 則 

 

附 則 

 

附 則（令和三年一月二十

五日厚生 労働省令第九

号） 抄 

 

 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月

１日から施行する。 

 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月

１日から施行する。 

 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月

１日から施行する。 

 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月

１日から施行する。 

 

（施行期日） 

第一条 この省令は令和三年四

月一日から施行する。ただし、

第二条中指定居宅介護支援等

基準第十三条第十八号の二の

次に一号を加える改正規定

は、令和三年十月一日から施

行する。 

 

 

（虐待の防止に係る経過措

置） 

２ この条例の施行の日（以下

「施行日」という。）から令和

６年３月 31日までの間、この

条例による改正後の福岡市指

定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運

営等の基準等を定める条例

（以下「改正後の条例」とい

う。）第３条第３項及び第19条

の２（改正後の条例第 31条及

び第43条において準用する場

合を含む。）の規定の適用につ

（虐待の防止に係る経過措

置） 

２ この条例の施行の日（以下

「施行日」という。）から令和

６年３月 31日までの間、この

条例による改正後の福岡市指

定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運

営等の基準等を定める条例

（以下「改正後の条例」とい

う。）第３条第３項及び第19条

の２（改正後の条例第 31条及

び第43条において準用する場

合を含む。）の規定の適用につ

（虐待の防止に係る経過措

置） 

２ この規則の施行の日（以下

「施行日」という。）から令和

６年３月 31日までの間、この

規則による改正後の福岡市指

定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運

営等の基準等を定める条例施

行規則（以下「改正後の規則」

という。）第 19条、第 39条及

び第54条の規定の適用につい

ては、これらの規定中「、次に

掲げる事項」とあるのは「、虐

（虐待の防止に係る経過措

置） 

２ この規則の施行の日（以下

「施行日」という。）から令和

６年３月 31日までの間、この

規則による改正後の福岡市指

定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運

営等の基準等を定める条例施

行規則（以下「改正後の規則」

という。）第 19条、第 39条及

び第54条の規定の適用につい

ては、これらの規定中「、次に

掲げる事項」とあるのは「、虐

（虐待の防止に係る経過措

置） 

第二条 この省令の施行の日か

ら令和六年三月三十一日まで

の間、改正後の地域密着型介

護予防サービス基準（以下「新

地域密着型介護予防サービス

基準」という。）第三条第三項

及び第三十七条の二（新地域

密着型介護予防サービス基準

第六十四条及び第八十五条に

おいて準用する場合を含む。）

の規定の適用については、こ

れらの規定中「講じなければ」
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いては、これらの規定中「講じ

なければ」とあるのは、「講じ

るよう努めなければ」とする。 

 

いては、これらの規定中「講じ

なければ」とあるのは、「講じ

るよう努めなければ」とする。 

 

待の防止のための措置に関す

る事項に関する規程を定めて

おくよう努めるとともに、次

に掲げる事項（虐待の防止の

ための措置に関する事項を除

く。）」と、「重要事項」とある

のは「重要事項（虐待の防止の

ための措置に関する事項を除

く。）」とする。 

 

待の防止のための措置に関す

る事項に関する規程を定めて

おくよう努めるとともに、次

に掲げる事項（虐待の防止の

ための措置に関する事項を除

く。）」と、「重要事項」とある

のは「重要事項（虐待の防止の

ための措置に関する事項を除

く。）」とする。 

 

とあるのは「講じるように努

めなければ」とし、新地域密着

型介護予防サービス基準第二

十七条、第五十七条及び第七

十九条の規定の適用について

は、これらの規定中「、次に」

とあるのは「、虐待の防止のた

めの措置に関する事項に関す

る規程を定めておくよう努め

るとともに、次に」と、「重要

事項」とあるのは「重要事項

（虐待の防止のための措置に

関する事項を除く。）」とする。 

 

  （業務継続計画の策定等に係

る経過措置） 

３ 施行日から令和６年３月 31

日までの間、改正後の規則第

20条の２（改正後の規則第 46

条及び第60条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用

については、改正後の規則第

20 条の２第１項中「講じなけ

れば」とあるのは「講じるよう

努めなければ」と、同条第２項

中「実施しなければ」とあるの

は「実施するよう努めなけれ

ば」と、同条第３項中「行うも

のとする」とあるのは「行うよ

う努めるものとする」とする。 

 

（業務継続計画の策定等に係

る経過措置） 

３ 施行日から令和６年３月 31

日までの間、改正後の規則第

20条の２（改正後の規則第 46

条及び第60条において準用す

る場合を含む。）の規定の適用

については、改正後の規則第

20 条の２第１項中「講じなけ

れば」とあるのは「講じるよう

努めなければ」と、同条第２項

中「実施しなければ」とあるの

は「実施するよう努めなけれ

ば」と、同条第３項中「行うも

のとする」とあるのは「行うよ

う努めるものとする」とする。 

 

（業務継続計画の策定等に係

る経過措置） 

第三条 この省令の施行の日か

ら令和六年三月三十一日まで

の間、新地域密着型介護予防

サービス基準第二十八条の二

（新地域密着型介護予防サー

ビス基準第六十四条及び第八

十五条において準用する場合

を含む。）、の規定の適用につ

いては、これらの規定中「講じ

なければ」とあるのは「講じる

よう努めなければ」と、「実施

しなければ」とあるのは「実施

するよう努めなければ」と、

「行うものとする」とあるの

は「行うよう努めるものとす

る」とする。 

 

 

  （感染症の予防及びまん延の

防止のための措置に係る経過

措置） 

 

４ 施行日から令和６年３月 31

日までの間、改正後の規則第

（感染症の予防及びまん延の

防止のための措置に係る経過

措置） 

 

４ 施行日から令和６年３月 31

日までの間、改正後の規則第

（居宅サービス事業者等にお

ける感染症の予防及びまん延

の防止のための措置に係る経

過措置） 

第四条 この省令の施行の日か

ら令和六年三月三十一日まで
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22 条第２項（改正後の規則第

46 条及び第 60 条において準

用する場合を含む。）の規定の

適用については、同項中「講じ

なければ」とあるのは、「講じ

るよう努めなければ」とする。 

 

22 条第２項（改正後の規則第

46 条及び第 60 条において準

用する場合を含む。）の規定の

適用については、同項中「講じ

なければ」とあるのは、「講じ

るよう努めなければ」とする。 

 

の間、新地域密着型介護予防

サービス基準第三十一条第二

項（新地域密着型介護予防サ

ービス基準第六十四条及び第

八十五条において準用する場

合を含む。）の規定の適用につ

いては、これらの規定中「講じ

なければ」とあるのは「講じる

よう努めなければ」とする。 

 

  （認知症に係る基礎的な研修

の受講に関する経過措置） 

５ 施行日から令和６年３月 31

日までの間、改正後の規則第

20 条第３項（改正後の規則第

46 条において準用する場合を

含む。）及び第 55 条第３項の

規定の適用については、これ

らの規定中「講じなければ」と

あるのは、「講じるよう努めな

ければ」とする。 

 

（認知症に係る基礎的な研修

の受講に関する経過措置） 

５ 施行日から令和６年３月 31

日までの間、改正後の規則第

20 条第３項（改正後の規則第

46 条において準用する場合を

含む。）及び第 55 条第３項の

規定の適用については、これ

らの規定中「講じなければ」と

あるのは、「講じるよう努めな

ければ」とする。 

 

（認知症に係る基礎的な研修

の受講に関する経過措置） 

第五条 この省令の施行の日か

ら令和六年三月三十一日まで

の間、新地域密着型介護予防

サービス基準第二十八条第三

項（新地域密着型介護予防サ

ービス基準第六十四条におい

て準用する場合を含む。）及び

第八十条第三項、の規定の適

用については、これらの規定

中「講じなければ」とあるのは

「講じるよう努めなければ」

とする。 

 

 

（事故発生の防止及び発生時

の対応に係る経過措置） 

３ 施行日から起算して６月を

経過する日までの間、改正後

の条例第42条第１項の規定の

適用については、同項中「次に

掲げる措置を講じなければ」

とあるのは、「第１号から第３

号までに掲げる措置を講じる

とともに、第４号に掲げる措

置を講じるよう努めなけれ

ば」とする。 

 

（事故発生の防止及び発生時

の対応に係る経過措置） 

３ 施行日から起算して６月を

経過する日までの間、改正後

の条例第42条第１項の規定の

適用については、同項中「次に

掲げる措置を講じなければ」

とあるのは、「第１号から第３

号までに掲げる措置を講じる

とともに、第４号に掲げる措

置を講じるよう努めなけれ

ば」とする。 

 

  （事故発生の防止及び発生時

の対応に係る経過措置） 

第六条 この省令の施行の日か

ら起算して六月を経過する日

までの間、新地域密着型サー

ビス基準第百五十五条第一項

（同省令第百六十九条におい

て準用する場合を含む。）の規

定の適用については、これら

の規定中「次の各号に定める

措置を講じなければ」とある

のは、「次の一号から三号に定

める措置を講じるとともに、

次の第四号に定める措置を講
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じるよう努めなければ」とす

る。 

 

 附 則 

 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月

１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（身体的拘束等の適正化に係

る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令

 附 則 

 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月

１日から施行する。ただし、第

23条に１項を加える改正規定

は、令和７年４月１日から施

行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 附 則 

 

（施行期日） 

第一条 この省令は、令和六年

四月一日から施行する。 

 

 

 

 

（重要事項の掲示に係る経過

措置） 

第二条 この省令の施行の日か

ら令和七年三月三十一日まで

の間は、第八条の規定による

改正後の指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準（以

下「新地域密着型介護予防サ

ービス基準」という。）第三十

二条第三項（新地域密着型介

護予防サービス基準第六十四

条及び第八十五条において準

用する場合を含む。）の規定の

適用については、同項中「指定

介護予防認知症対応型通所介

護事業者は、原則として、重要

事項をウェブサイトに掲載し

なければならない。」とあるの

は「削除」とする。 

 

（身体的拘束等の適正化に係

る経過措置） 

第三条 この省令の施行の日か
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和７年３月 31日までの間は、

この条例による改正後の福岡

市指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業の人員、設備及

び運営等の基準等を定める条

例第28条第５項の規定の適用

については、同項中「講じなけ

れば」とあるのは、「講じるよ

う努めなければ」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（利用者の安全並びに介護サ

ービスの質の確保及び職員の

負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の設置に係

る経過措置） 

２ この規則の施行の日から令

和９年３月 31日までの間は、

この規則による改正後の福岡

市指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業の人員、及び運

営等の基準等を定める条例施

行規則（以下「改正後の規則」

という。）第 44条の２（改正

後の規則第60条において準用

する場合を含む。）の規定の適

用については、同条中「開催し

なければ」とあるのは、「開催

するよう努めなければ」とす

る。 

ら令和七年三月三十一日まで

の間は、新地域密着型介護予

防サービス基準第五十三条第

三項の規定の適用について

は、これらの規定中「講じなけ

れば」とあるのは「講じるよう

努めなければ」とする。 

 

 

（利用者の安全並びに介護サ

ービスの質の確保及び職員の

負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の設置に係

る経過措置） 

第四条 この省令の施行の日か

ら令和九年三月三十一日まで

の間は、新地域密着型介護予

防サービス基準第六十二条の

二（新地域密着型介護予防サ

ービス基準第八十五条におい

て準用する場合を含む。）の規

定の適用については、これら

の規定中「しなければ」とある

のは「するよう努めなければ」

とする。 

 

 

      


